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第1章 アメリカにおける労働組合の

   内部統制に関す る法的規制

1. は し が き

 労働組合の内部事項一一一・したがって内部統制一一一・に関する法的規制の問題

は，アメリカにおいては，40年 も前から労働法上特に重要なものの一つとな

っている.そ れは，主 として，労使の関係が比較的安定 し，労働組合の資本

主義への体制化が前進 した反面，組合の巨大化に伴い，組合官僚化の傾向が

みられ，組合の，その構成員たる組合員に対 して行使する権力が，社会的に

も関心をあつめたことによる.Ci)

 ところで，労働組合の内部事項についての法的規制は，はじめはもっぱら

州の裁判所がコモン ・β一を適用することによって行っていた.そ れは，ア

メリヵにおいては，労働問題は本質的YL 一カルな性格のものであると考x

られ，かつ，法が長い間，制定法の形をとらず，判例法の形式で存在したた

めである.前 の点についてはAdair v. United States(2)が 参考になる.こ

の事件において，連邦最高裁判所は，「連邦政府 は州際鉄道 における労働者

の組織的活動を憲法上保護 することはできない.な んとなれば，r被用者が

労働組合の構成員となることと，州際通商の行使 との間にはなんらの法的も

しくは理論的な関連性がないからである』 と判断しているが，当時の労働問

題に対す る代表的な考え方を示す ものといい うるであろう」.(3)後の点につ

いていえば，組合の内部事項について(州)立 法の形式で規制が行われたの

は，1940年 代に入ってか らだ といわれる.(4)

 とはいえ，連邦法の レベルにおいても，1898年 以降，鉄道関係におけるエ
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ル ドマ ン法(Erdman Act)(s)を は'じめ と して ， 制 定法 の形 式 に よ る労 働法

が 次 第 に 形 成 され た.全 産 業 的規 模 に お け る最 初 の法 律 と しては ，1932年 に

定 立 され た ノ リス ニ ラガ ー デ ィア法(Norris・ ：LaGuardia Act)(6)が あ り， ま

た ，1935年 に は労 働 老 の団 結 権 を 承 認 した ，か の画 期 的 な ワ グナ ー法(Wag-

ner Act)(?)が 制 定 され た.し か し， これ ら の法 律 は ，労 働組 合 の 内部 事 項 に

関 しては ，な ん らの規 定 も：おい て い な い・1947年 に 制 定 され た タ フ ト=・ハ ー

トレイ法(Taft・Hartley Act)(8)を ま， そ の 点 に つ き 規 制 を加 え て い るけ れ ど

も， そ の規 模 は 小 さ い と い うこ とが で き る(§§8(b)(2)(5)；9(f)(9)(h)参

照).

 しか るに ，1959年 に 制 定 され た 労 使 …報告 公 開 法(The Labor・Manage・

ment Reporting and Disclosure Act)， 一 般 に ラ ン ドラ ム=グ リフ ィ ン法

くLandrum-Griffin Act)(9)と よば れ る連 邦 法 は ，全 国組 合 とそ の支 部 た る と

を 問 わ ず ， 労 働 組 合 の内 部 事 項 に つ い て ， は じめ て大 規模 な 規 制 を行 っ た・

そ の点 に お い て ， こ の法 律 は ア メ リカ労 働 法 史 上 画期 的 な 意 味 を もつ(14)

 本 章 は ， 労 働 組 合 の 内 部 統 制 に つ い て ， まず 第一 に ，裁 判 所 が 行 っ て き た

法 的 規 制 は ど の よ うな もの で あ った か を 州 を 中心 に して考 察 す る.次 い で第

二 に ， こ の問 題 は ラ ソ ドラ ム=グ リフ ィ ソ法 に お い て どの よ うに規 定 され て

い るか ， そ れ は ， 同 法 前 に お け る裁 判所 の 見解 と どの よ うな 関係 に たつ のか

に つ い て検 討 し，最 後 に 同 法 施 行 後 の判 例 の動 向 を101条(a)(5)に 限 定 し

て 瞥 見 す る.

(1) GRODIN， UNION GOVERNMENT AND THE LAW Z ff.(1961).

(2) 208U.5.161，28 Sup. Ct.277，52 L. Ed.436(1908).

(3)外 尾 健 一 「ア メ リカ労 働 法 に お け る連 邦 法 と州 法 」 日本 労 働 協 会 雑 誌1964年

  9月 号(66号)11頁.

(4)近 藤 享 ・一 厂ア メ リカ に おけ る 『組 合 内部 事 項 』 の 法 的 規 制 」 討 論 労 働 法32号

  32頁 参 照.

(5) 30Stat.424.

(6) Federal Anti-lnjunction Act，47 Stat.449.



(?)

(8)

(9)

(10)
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National Labor Relations Act，49 Stat.44.

Labor Management Relations Act，61 Stat.136.

73Stat.519.

ア ロ ソ(Benjamin Aaron)は ， こ の 意 味 に お い て こ の 法 律 を “historical im-

portance” を 有 す る も の と い い(The Labor・Management Reporting and

1)isclosure Act o/1959，73 HARv. L.REv.850 at 903(1960))， ま た ， “revo・

lutionary” な も の と も述 べ て い る(The Union Member's`Bill of Right'：

First?'wo Years，11NDUSTRIAL RELATIOI3$47 at 48(1962)}，

2.ラ ン ドラ ムニグ リフ ィン法 前 にお ける裁判 所 の考 え方

 1序

 ア メ リカで は ，1890年 のMayer v. Journeymen Stonecutters'As・

sociation(i)以 来 ， 労 働 組 合 は 任 意 団 体(voluntary unincorporated as・

sociation)と して捉 え られ る のが 普 通 で あ る.こ こに 任 意 団 体 とは ， あ る共

通 目的 の た め に 組 織 され た 人 の 集 団 で あ っ て， 法 人 格 の な い もの(unin-

corporated)を い う.そ の存 在 は も っぱ ら構 成 員 の 意 思 に か か り，法 人(cor・

poration)の よ うに 公 の機 関 の作 用 を必 要 と しな い.任 意 団 体 は ， 営 利 ， 非

営 利 どち らの 目的 の ため に も設 立 す る こ とが で き る.労 働 組 合 は ， 秘 密 結 社 ，

宗 教 団体 ， 共 済 組 合 な ど と と もに 非 営 利 団 体 に 属 す る もの と され ， そ の範 ち

ゅ うに共 通 す る法 の支 配 を うけ る.い ま， か か る団 体 の内 部事 項 に つ い て い

えぽ ， 裁 判 所 は これ に 介 入 しな い こ とが 原 則 で あ る.(2)

 で は， 裁 判 所 は， な ぜ ， こ の よ うな 任 意 団 体 の内 部事 項 に 介 入 し これ を 規

制 しな い こ とを も って 原 則 とす る ので あ ろ うか.チ エ イ フ ィー(Zechariah

Chafee， Jr.)に よれ ぽ ， そ れ に は 主 と して 次 の三 つ の理 由 が あ る.(3)

 (1)Dismal Swamp Policy一 一秘 密 結 社 の しきた りな ど， 部 外 者 に は

十 分理 解 で きな い事 項 を判 断 の対 象 とす る こ とを ため ら った こ と.

 (2) Hot Potato Policy一 一 ，労 働 組 合 な ど の 内部 問 題 に 介入 す る な らば ，

そ の内 部 に 重 大 な政 治 問 題 を ひ きお こ し， 適 当 で な い とみ た こ と.
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 (3)Living Tree Policy一 一一任意団体の存立をもって社会の健全な発

展のために役立つ ものとみ，そのために，かかる団体に自治を認めることが

必要であると考えた こと.

 なお，グローディンは，以上のほかに次の二つを加える.(4)

 (4)Worthless Weed Policy一一一一純粋に非金銭的な利益を，法的保護の

対象とす ることに消極的であったこと.

 (5)Shrinking Violet Policy一 一問題が有体財産(tangible property>

に直接関連 しない場合には，介入しても実効がないと考えたこと.

 ところが，20世 紀になってか ら，労働組合は他の任意団体にはみ られない

性格をもち，機能を営むものであることが次第に認識された.そ れは，第一

に，労働組合は仕事を統制し，団体交渉や苦情処理を通して組合員の生活条

件を左右すること，また，労働組合は一産業に一つしか存在しないことが少

なくなく，労働者に組合選択の余地を与えない場合があること，さらに，組

合員資格を雇用条件 と結びつけることによって，「ヴォランタリズム」(vol・

untarism)の 要素を除去 しうること，第二に，労働組合のなかには，その規

模および権力が増大 し，組合員の組合運営に対する関心が稀薄化するととも

に官僚化す るものがみ られ，組合幹部の権力濫用をもたらしたものがあるこ

となどによる.そ して，それに伴い，労働組合に対する個々の組合員の保護

が強く要請 され，労働組合については，一般の任意団体とは異なった取扱い

が必要であ り，その内部事項に関 しても法的規制を免れえないとい う考えが

生まれた.な お，このような考えが台頭 した背景には，裁判所が，名誉のご

とき非金銭的価値をも保護の対象とす るようになったこと，および団体一般

に対する構成員個人ρ保護の必要を強調す る政治的風潮が生 じていた事実が

あることを見逃してはならないであろう.㈲

 けれども，このようにいうことは，従来裁判所が とってきた任意団体の内

部事項不介入の原則が，もはや労働組合には適用 されるべきではないという

ことではない.い ま，これをさきに述べた不介入の原則を根拠づける5つ の
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ポ リシー の それ ぞれ との関 連 で検 討 してみ る と，(6)まず ，第 四 のWorthless

Weed Policyは ほ とん ど適 用 の余 地 が な い で あ ろ う.組 合 員 と して の地 位 ，

お よび これ に 伴 う諸 利 益 は法 的 保 護 の対 象 と され るべ きだ か らで あ る.け れ

ど も，組 合 の 内部 運 営 の 問題 は政 治 性 の高 い も ので あ り， した が って ， 第 二

のHot Potato Policyは 適 用 され う るで あ ろ う.ま た ，中 産 階 級 の 出身 者 を

中 核 とす る裁 判 官 に と って は ，組 合 の 内部 事 項 はDismal Swampた る を失

わ ず ， そ の 意 味 に お い て裁 判所 は これ を注 意 ぶ か く取 り扱 う必要 が あ る.同

様 の理 由 か ら，第 三 のLiving Tree Policyも 重 要 な意 味 を もつ こ とに な る・

第 五 のShrinking Violet Policyに つ い て も， 裁 判 所 の 介入 は， た とえ ば

組 合 員 の組 合 活 動 に 対 す る無 関 心 を 矯 正 す るた め に は あ ま り役 立 た な い で あ

ろ うが ， そ うか とい っ て全 く無 意 味 な ポ リシ ーだ とは い い きれ な い で あ ろ う.

 この よ うにみ て く る と， 労 働 組 合 は， そ の特 殊 性 に もか か わ らず ， 任 意 団

体 一般 に共 通 す る と ころ の， 裁 判 所 に よる 内部 問 題 不 介 入 の原 則 の適 用 を う

け る余地 が あ る とみ られ るわ け で あ る.そ うで あ るか ぎ り， 裁 判 所 が 労 働 組

合 の 内部 問 題 に 介 入す る場 合 に は ，管 轄 権 の根 拠 と判 断 の基 準 とが あ らた め

て 問 題 と され な け れ ば な らな い.そ こで次 に， これ らを統 制 処 分 の問 題 に 焦

点 を あわ せ て 考 察 す る.

(1) 47N. J. Eq.519，20 A.2d.492(189Q).

(2) MISHNUN， Voluntary Association，in ENCYCLOPAEDIA OF THE SOCIAL SCIENCE

  (1949).平 良 「法 人格 な き社 団(unincorporated asssciation>」 伊 藤 正 己編 英米

  法 概 論128頁 ， 瀬 元 美 知 男 「組 合 に お け る制 裁 とそ の 法的 規 制一 一米 国 に お

  け る場 合 」 労 働 法10号66頁 参 照.

(3) CHAFES， The Internal Affairs of Associations Not for Profit，43 HARV. L.

  Rev.993 at 1021 ff.(1930).

(4) GRODIN， UNION GOVEROMENT AND THE LAW 3.(1961).

(5} Id. at 3 ff.

(6} Id. at 4-6.
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 2管 轄権の根拠

 組合の内部統制に関す る裁判所の管轄権の根拠については，次のような考

え方がある.

 (1) 「財産権説」(Property Rights Doctrine) この説は，管轄権の

根拠を財産権に求める.い いかえれぽ，財産権が侵害されない限 り，裁判所

は組合の統制処分に介入 しえないとい う立場をとる、ただ，この立場は，厂財

産権」の内容をひろく解 し，「組合員の組合財産に対する持分」，q)組 合員の

廃疾，老齢，死亡などを原因として一定額の金員の交付をうけ うべき 「受益

権」(right to benefits；)(2)などのほか，(ユニオン・シ3ヅ プが存在する場合

における除名は，被除名者 を して職を失わ しめ ることになるなどの理由か

ら)，「組合員資格」(membership)を も 「財産権」に含まれ るとしている.(3)

したがって，裁判所が管轄権の基礎としての財産権を見出す ことは困難では

な く，実際，この立場にたって保護すべき財産権が存在 しないと判断 した判

決は，五件を数えるにすぎないといわれている.C4)

 しかし，この立場は，管轄権行使を，保護すべき金銭的価値がある場合に

限っているか ら，金銭に換算 しえない組合活動等を理由とす る統制処分に関

しては，十分に説明しえないものがあるといわなければならない.①

 (2) 「契約説」(Contract Doctrine) この説は，組合規約を契約 とし

て捉え，組合員の権利義務はそれによって定まるとみる.し たがって，組合

員は規約所定の統制処分に関す る規定に同意 した とみられる反面，それらの

規定が処分の根拠，手続，種類および程度についての制限を構成し，それを

超えて行われ る統制処分は契約違反であ り，裁判所は侵害された組合員の契

約上の権利を保護するために介入する.(6)

 この立場は，裁判所の審査に規約とい う一つの判断基準を提供 し，その限

りにおいてその審査を合理的なものとしつつ，介入の範囲を組合規約の適用

に限定 しているところに特色をもつものということができる.(7)た だ，この

立場をとる裁判例の うち，組合規約を組合 と組合員との契約として捉えるも
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のが少なくないけれ ども，労働組合は任意団体であ り，法的人格(1egal en-

tity)を もたないとされ るのであるから， そのようにみることには理論的難

点があるというべきである.(8)こ の点を克服するために，規約を組合員相互

の契約 として構成する裁判例が若干あるが，(9)このように考えることは擬制

が強すぎ，実態の把握からはるかに遠ざかることになるであろ う，C10)

 いずれにせ よ，契約説をとる裁判所は極めて多いといえる.(11)ところが，

組合規約を契約 として捉えつつ，その一般の契約に対す る特殊性を認識す る

立場がでてきている.(12)この立場によれぽ，組合規約は附合契約の一態様で

あって，契約当事者が互に折衝 し，その結果成立する一般の契約とは異な り，

労働者はこれを包括承認するか，もしくは拒否して組合外にとどまるかのい

ずれかを選択 しうるにすぎない・もっとも，このような現象は，その限 りに

おいては，労働組合に特有なものではない.し かし，労働者の場合には，就

職の前提 として組合員資格を要求されることがあ り，その点から，労働者が

規約を拒否 して組合外にとどまることには現実性がない場合があることに注

意すべきである.と もあれ，組合規約を附合契約として構成す るのは・それ

によって多少 とも実態に近い説明を与xよ うとする狙いをもつほか，その内

容が組合員にとってあま りに不利 である場合 には，裁判所 によるパブリッ

ク・ポ リシー(公 序)の 観点からする改訂を可能にしようとす る狙いをもつ

ものと思われ る.

 なお，労働組合は，その内部に統制処分に関する審査機関を設置すること

が多い.契 約説によれば，その場合にも，個々の組合員は同機関による事実

認定および規約の解釈 ・適用につき，これに従 う旨の合意をしたものと擬制

されるであろう.し かし，裁判所は，「事実認定」に関しては 「実質的証拠」

(substantial evidence)に もとつかない場合をのぞいて，同機関の認定を尊

重す る建前をとる一方，「解釈」については，同機関のそれとは異なった独 自

の判断を示す場合が少な くない.裁 判所は，これによって組合の不当な処分

を阻止し，何がパブリック ・ポ リシーであるかを明らかにす る余地を残 して
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い るの で あ る.(13)

 (3) 「不 法 行 為説 」(Tort Doctrine) この説 は ，組 合 員資 格 を も って

一 定 の 権利 義 務 を伴 う
， 法 的 に 保 護 され る一 つ の地 位 に近 い もの とみ ， この

地 位 に対 す る正 当理 由 の な い干 渉 は 不 法 行 為 とな り，裁 判所 の 介 入 を招 く と

す る.組 合 規 約 の定 め は 通 常 ， 統 制 処 分 に つ い て の 正 当理 由 を構 成 し， した

が っ て， 救 済 が 与 え られ る のは ， 組 合 員 の行 為 が 規約 の定 め に違 反 しな い に

もか か わ らず 処 分 に 付 され た場 合 で あ るの が 普 通 で あ るけ れ ど も，裁 判 所 は ，

規 約 違 反 の行 為 で あ って も， パ ブ リ ック ・ポ リシ ーの観 点 か ら規約 の 内容 に

制 限 を 加 え， これ に 救 済 を 与 え うる場 合 が あ る とす る.(14)

 こ の立場 に た つ裁 判 例 は 少 な い.C15)し か し， こ の説 に よれ ば ，契 約 説 を 厳

格 に 適用 した場 合 に 十 分説 明 しえ な い 点 ， た とえ ば， 統 制 処 分 に 関 し， 規 約

上 ， いわ ゆ る 「適 正 な手 続 」(due process)を 要 求 して いな い 場 合 ， も し く

は ，積 極 的 に か か る手 続 の履 践 を必 要 と しな い と規 定 して い る場 合 に お け る

救：済 の性 質 を よ く解 明す る こ とが で き るで あ ろ う.{18>

 (4)「 『ガ ヴ ァ メ ン トと して の組 合 』 説 」(`Union as a Government'

Doctrine) この 説 は ， 労 働 組 合 は い ろい ろな 点 で 国家 に 類 似 して い る と

い う.す なわ ち， 組 合 員 の 「組 合 員 と して の地 位 お よび 組 合 に 対 す る財 政 的

援 助 は， きわ め て しば しば ， 国 家 に お け る市 民 と して の地 位 お よび 国 家 に 対

す る租 税 の納 入 と同様 に 強 制 的 で あ る.ま た ， 産 業 社 会 を 離 脱 す る こ とは ，

国 籍 を離 脱 す る こ と と同 様 現 実 的 で な い とい って よい.組 合 の 内 部 構造 一 一一

選 挙 され た 役 員 に よっ て行 な わ れ る組 合 の運 営 ， 統 制 委 員 会(disciplinary

tribunals)の 存 在一 一・は ，近 代 国 家 の構 造 に 類 似 してい る.さ らに重 要 な こ

とは ， 組 合 はs内 部 的 立 法 お よび 統 制 処 分 の み な らず ， 団 体 交 渉 とい う条 約

類 似 の手 段 に よ って ， 組 合 員 に 対 し国 家 が 行 使 す る よ うな 権 力 を 行使 す る こ

とで あ る.そ して 多 くの場 合 ， この 権 力 は ， 国 家 に よ って承 認 され ， 国家 に

よ って 確 立 され た 手続 を通 して 行使 され る」.(17)

 この観 点 か ら， 裁 判 所 の なか に は， 労 働 組 合 は ガ ヴ ァメ ン トに 類 似 して い
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るの で は な く，憲 法 的 意 味 に おけ る ガ ヴ ァメ ソ トそ の もの で あ る， した が っ

て ，組 合 の行 為 は憲 法 的 制 限 が 直 接 適 用 され る ガ ヴ ァ メ ン トの 行 為 で あ る と

す る ものが あ る.㈹)し か し， ガ ヴ ァメ ン ト説 に 立 つ と され る裁 判所 の多 く

は ， そ こま で は いわ ず ， 組 合 を ガ ヴ ァ メ ン トに 類 似 す る もの とみ ， 憲 法 原理

を ，類 推 に よ って組 合 の行 為 に適 用 し， 憲 法 規 定 を 直 接 適 用 した 場 合 と同 様

の結 果 を 導 こ うと して い る.こ の立 場 か らの判 例 と して は，Steele v. Louis-

ville and Nashville R. R.(19)が あ げ られ る.

 事 案 は ，鉄 道 労 働 法(Railway Labor Act)の 規 定 に よっ て交 渉 単 位 内労

働 者 のた め の 排 他 的 団 体 交 渉 の 代表 者 とな った組 合 が ，使 用 者 と協 定 して ，

機 関 士 お よび 機 関 助 手 の 昇 進 表(promotion list)か ら白人 以外 の労 働 者 を

排 除 し， 終 局 的 に は ，す べ て の黒 人機 関 助 手 を 仕事 か ら締 め 出す こ とを企 図

した とい うも ので あ る.こ れ に対 して連 邦 最 高 裁 判 所 は，「あた か も，憲法 が

立 法 者 に 対 して， 立 法 対 象 とな る者 の利 益 を 平 等 に 保護 す る こ とを 義務 づ け

るの と同 様 ， 鉄 道 労 働 法 も， 立 法 上 団 体 交 渉 の 代表 と され る者 に対 して ，少

な く とも一 つ の職 種(craft)の メ ンバ ーの利 益 を 等 し く保護 す る義務 を課 し

てい る も の と考 え る.議 会 は ， 代表 され る者 の 権利 を 創 り出 し， ま た 制約 す

るた め に ， 議 会 が 有 す る権 力 に も比 す べ き権 力 を ， 交 渉 代表 者 に与 え る こ と

が 適 当だ とみ てい る ので あ る」 と判 断 した.

 この判 決 は， 判 断 の 基本 原 理 を ， 憲法 の 規定 す る 「平 等 保護 」(equal pro・

tection)に 求 め て い る， けれ ど も，憲 法 の規 定 を 直 接 な い し類 推 適 用 した も

の で は な く， 鉄 道 労 働 法 を根 拠 と して組 合 の行 為 を 違 法 だ と した こ とに 注 意

しな けれ ば な らな い.い いか えれ ば ， こ の判 決 を も って ガ ヴ ァメ ン ト説 の 論

拠 とす る こ とはむ ず か しい よ うに 思わ れ る.

 と ころ が ， ガ ヴ ァ メ ン ト説 は， 一 歩 す す め て， 鉄 道 労 働 法 の よ うな 憲 法 を

具 体 化 す る法 律が 存 在 しな い場 合 に も， 憲 法 規 定 を類 推 適 用 して い る裁 判 例

が あ る と し，Crossen v. Duffy(20)が そ の一 例 で あ る とす る.(21)

 こ の事 件 は ， 原告 が組 合役 員 の再 選 に反 対 して， 組 合 員 に 次 の よ うな 内容
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の文書を配布 したことに端を発する.そ の文書には，執行部は自分たちの報

酬を不当に増額 したこと，組合支部および組合員の要求および意見を無視し

ていること，事務能率の低いこと，役員選挙において不公正な戦術を行使 し

ていることなどが述べられていた.

 これに対 して組合は，大会において，原告に対して制裁金を課することを

決議 した.そ の根拠 は前大会 における決議にあって，「組合員が組合および

他の組合員に有害な仕方で組合員としての義務に違反 した場合」には制裁を

課するとい うものである.こ の処分に対 して，オハイオ州控訴裁判所(The

Ohio Court of ApPeals)は ，労働組合は，連邦憲法ならびにオ・・イオ州憲

法により保障されている 「基本的自由」を侵害 し，それを剥奪することがで

きるかという問題を提起 した.そ して，組合員資格がしばしば雇用条件とな

っている事実を強調 し，これを否定的に解 し，次のように判示 した.「今日，

労働組合の果たす重要な役割にかんがみ，裁判所は，ある特定の事件におい

て，労働組合の民主的手続を保護す ることは，われわれの民主的政府を維持

するために不可欠 であると判断してもよいであろう.」そして裁判所は，右

大会決議の 「解釈」を通 じて，同決議は，原告から憲法上の権利を奪 うもの

ではないと結論 した.

 思うに，ガヴァント説は労働組合の機能と構造の実態に着眼して法的構成

を試み ようとしており，この点は注 目されなければならない.し かし，この

説が，単に労働組合の機能と構造が国家のそれに類似していることを根拠 と

して，憲法規定を労働組合に直接ないし類推適用 しようとす ることは，憲法

解釈の上で疑問があるのではなかろうか.(22)

 なお，裁判所は，労働組合内部の救済手続を尽 くさなければ，組合員の救

済申立を受理 しないのが原則である.し かし，その理由づけは裁判所によっ

て同一でない.(23)契約説の立場にたって，そのことが組合員の契約内容とし

て合意されているとす るもの，パブ リック・ポリシーの立場から，不必要な

訴訟をなくす とい う裁判所の便宜と組合自治の確保のためだと説 くもの，と
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くに そ の理 由 を あ げ な い もの な どが あ る.最 後 の もの が 一 番 多 い ・ い ま こ の

点 に つ い て 深 入 りは しな いが ， この原：則 は行 政 行 為 に 対 す る司 法 審 査 の原 則 ，

す な わ ち ，所 定 の 行政 救済 手続 を尽 く した後 で なけ れ ば 裁 判 所 の救 済 を 求 め

え な い とい う原 則(exhaustion of administrative remed董es)に 類 似 して い

る こ とだ け を 指 摘 して お きた い.(24)

 も っ と も， こ の原 則 を 厳 格 に 適 用す る と きは ，組 合 員 に酷 に す ぎ る こ とが

あ る.そ こで 裁 判 所 は ， 次 の よ うな場 合 に は， この原 則 の適 用 を緩 和 して い

る.(25>(1)過 度 の 遅 滞(excessive delay)一 一一内部 救 済 を尽 くす こ とが 救 済T，rPL

著 しい 遅 延 を もた らす と き.(2)無 益 性(futility of apPeal)一 一 内部 救 済 を

求 め て も， 適 当 な 救 済 を うる こ とが 不 可 能 な こ とが 明 らか な と き.(3)損 害

賠 償 くdamage；)一一一損 害 賠 償 を 求 め る と き.(4)財 産 権(property right)一 一一

財 産 権 侵 害 が 問 題 とな って い る と き.(5)無 効 な 手 続(void proceedings)一 一…

統 制 処 分 が 明 らかVy無 効 で あ る と き.

(1)T.Angrisani v. Stearn，167 Misc.728，3N. Y. S.2d 689(Sup. Ct.1938).

(2) Spayd v. Ringing Rock Lodge，270 Pa.67，113 Ati.70(1921).

(3) E.g.， Lo Bianco v. Gushing，117 N. J. Eq.593，177 Atl.102(1935).

(4) SUMMERS， Legal Limitations on Union Discipline，64 HARV. L. REV.1049

  at 1052 (1951).

(5)  Id. at 1056-1057.

(6) Id. at 1059； SToNE， 陥roフ ¢gful Expulsion ノ”ro〃2 Trade こTnions： ノ'udicial

  Interventions at Anglo-American Law，34 Cax. B. REV.1111 at 1114.

(7) SuMMERS， oq. c㍑.， sub)ra note 4， at 1054，

(8)  Id. at 1055.

(9) E.g.， Elfer v. Marine Engineers Beneficial Associations，179 La.383，154

  So.32(1934)；State ex rel. Dame v. LeFevre，251 Wis.146，28 N. W.2d

  349 (1947}.

(10) CHNFE【 望， Inter； 〃α1 Aff'aiアs oゾ11∬ociationsハ70'ノ ～)アProfit，43 HARv L REV.

  993at 1003 (1930).

(11) GRODIN， UNION GOVERNMENT AND THE LAW 54；64(1961).

(12)  Id. at 65-67.
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(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

(24)

(25}

        第1部 勇 使 関 係 の 比較 法 的 研 究

な お ， 裁判 所 が ， 「事 実 認 定 」 と 「規 約 の 解 釈 」 とを 差 別 して 取 り扱 って い る

理 由 は 必ず し も明 らか で な い.お そ ら く， 「行 政 委 員 会 の 命 令 に対 す る 司 法 司

法 審査 」 か らの 類 推一 一・法 律 問題 は裁 判所 が審 査 し， 事 実 問 題 は ， 実 質 的 証 拠

に よっ て 支持 され て い る 限 り， 行 政 官庁 の決 定 を もっ て 最 終 とす る一 一㍗こよ る

もの で あ ろ う(See， GRODIN， op. Cit.， supra note 11， at 64 ff.園 部 秀 信 ・米

法 に お け る組 合 員 懲 戒 の 法 的 規 整(最 高 裁 事 務 局 ・昭 和37年 ・在 外 研 究 報 告

第8号)40頁 ，橋 本 公 亘 ・、米 国 行政 法研 究183頁 以下 参 照).

CHAFEE， op. CZf.， supra note ユ0， 1007-1010.

Cox， The Role of Law in Preserving Union Democracy，72 HARV L. REV.

609 (1959}.

GRoDIN， op. cit.， supra note 11， at 70.園 部 ・前 掲17頁 参 照.

GRODIN， op， cit.， supra note 11， at 92.

Betts v. Easley，161 Kan.459，169 P.2d 831(1946).

323U.S.192(1944}.

103N. E.2d 769(Ohio App.1951).

GRODIN， op， cit.， supra note 11， at 93.

芦 部 信 喜 「人 権 保 障 規 定 の私 人 間 に おけ る効 力」 公 法 研 究26号37頁 参 照.

以 下 の理 由づ けYyつ い ては ， GRODIN， op， Cif.， supra note 11， at 36-37.

CHAFEE， op. CZt.， supra note 10， at 1019.な お ， 園 部 ・前 掲20頁 参 照.

GRODIN， op， cit.， supra note 11， at 3$ff.；SUMMERS， op. cit.， supra note

4，at 1086 ff.

 3審 査の基準

 管轄権があると認められた場合には，裁判所は，一定の基準に従って統制

処分の正当性を審査す る.と ころで，大部分の裁判所は審査にあたって 「契

約説」を基本 とし，契約説を文字通 り適用するときは不合理な結果を生むと

いう場合には，処分の手続的側面については 「適正な手続」，実体的側面につ

いてはパブ リヅク・ポ リシー一に反す る 「違法な契約」とい う観点からこれを

修補す る態度をとっているように思われる.そ こで以下，審査基準を手続的

側面 と実体的側面とにわけて，それがどのようであるかを検討す る.

 (1)手 続的側面

 (一) 契約説の立場からみると，組合は規約所定の手続に従わなければ組



    第1章 アメリカにおける労働組合の内部統制に関する法的規制   15

合員を処分することはできない.こ の見地から，裁判所は統制処分が規約の

定めに従ってなされることを要求する.そ こで，処分が規約上権限を有 しな

い役員， もしくは正当に構成されていない内部審査機関によって決定された

ときとか，(1)規約所定の告発，通告，審問等の手続に従わないで行われたと

きには，(2)裁判所は被告発者に救済を与えている.

 もっとも，契約説に立つ裁判所は，どんな場合にも厳格に規約所定の手続

に従 うことを要求 しているわけではない.裁 判所は，フェア ・プレイの原則

が基本的に維持されている限 り，多少の手続違反があっても，これを見逃す

傾向がある.た とえぽ，被告発者が，規約上正当に構成 されていない内部審

査機関に よって審査されることに同意 した場合とか，(3)適当な通告を受けて

いないにもかかわらず審問手続に出席 した場合，C4)あるいは，その逆に適当

な通告を受けたにもかかわらず審問手続に出席しなかった場合(5)には，被告

発者は正規の手続に従って審理を受ける権利を放棄したものとみなされ，手

続違反は処分決定に影響を与えるものとされていない.

 次に，組合の審理は法律の専門家でない，いわぽ素人によって行われるこ

とから，規約の定める手続に違反があっても，それが技術的なものに止まる

限 り違反はとりたてて問題 とされていない.た とえば，被告発者が告発理由

.を知っている場合には，その告発は必ずしも完全に規約所定の手続に従って

行われていな くても差支えないとされている.(6)さ らに，組合大会において

除名決議が行われた場合，議決権を有 しないものが これに参加 していても，

その者を除いた賛成者が定数に達 していて結果Y'変 動がない場合には，手続

違反は問われていない.ｫ)

 (二)契 約説を 厂適正な手続」(due process)の 原則に よって修補する場

合は，「適正な手続」が連邦，州を通 じてのパブ リック・ポ リシーの内容を形

成 し，それが コモン・ローの内容とな り，契約 としての規約を修正する機能

を営む と構成するのであろう.(8)したがって，このような場合，憲法上の原

則である 厂適正な手続」が，組合の統制処分について直接ないし類推適用 さ
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れた ものと構成するガヴァメソ ト説と結果においては変わ りがないといえよ

う.(9)いずれにせよ，この立場をとる裁判所は，「適正な手続」が組合規約に

具体化 されていない場合は もとより，これを欠いても差支えないと規約に積

極的に定められている場合でも，この原則からの修正を行っている.で は何

が適正な手続であるのか.判 決例をさぐり，処分に至る段階ごとにこれを整

理すれば，次の通 りである.

 (イ)通 告をうける権利(Right to Notice) 通告は，被告発老が 自己

を防禦するために十分な形でなされなければならない.こ の要件をみたす限

り，通告は必ず しも書面による必要はない.(1。)また，審理の行われる数日前

に通告が行われた場合 でも正当であると判断された例がある.(11)これに反

して，組合大会における行為が処分の対象とな り，直ちに審理に付されると

か，(12)告発事実 について何も知らされずに審問手続への 出席を要求され る

とか，(13)通告されていない事実について審理 されるとか(14)いう場合には，

十分な通告があった とは認められていない.同 様に，告発の対象となってい

る事実を特定せず，ただ漠然 と規約違反があった とい う形での通告も，被告

発者が告発理由を知 ることができず，従って，それに対 してどのように防禦

をしてよいかわからないから，十分な通告があったとはされていない(15)た

だ，もしその者が他のなんらかの方法に よってその理由を知っている場合に

は，手続違反にならないとされている.(16)それに よって自己を防禦するため

の準備が可能になるからである.

 (ロ)十 分な審理をうける権利(Right to a Full Hearing) 被告発者

は，自己を防禦するために十分な機会を与えられなければならない.し かし，

裁判所は，労働組合がその内部で統制違反について審理をす る際，刑事訴訟

にみられるような厳格な手続に従 うことを要求せず，行政法上の 「公正な審

理」(afair hearing)に 近いものでよいとしている.(17)そこで，被告発者は

まず第一に，自己に有利な人的および物的証拠を提出す る権利を与えられな

ければならない.こ れに反す るときは，手続に瑕疵があるものとされ，処分
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は無 効 とな る.(18)第 二 に， 自己 に不 利 な 証拠 を 知 る権利 を与 え られ な けれ ぽ

な らな い ・ この 権利 が 与 え られ な い場 合 は，審理 は不 公 正(unfair)で あ る と

され る.(19)し か し，公 正 性 の要 求 は，右 の二 つ を超 え る も の では な い.し た

が っ て， た とえ ば ，審 理 に あた っ て，弁 護 士(counsel)を 代 理 人 とす る権 利

を 否 認 され て も不 公 正 な もの とは され て い な い.(20)

 (ハ)偏 見 のな い 審 査 機 関 の審理 を受 け る権利(Right to an Unbiased

Tribunal) 労 働 組 合 の 性 格 か らみ て，審 査 機 関 は 組 合執 行 部 の 支 配 を 受

けやすい.従 って，国の裁判所ほどの中立的立場は期待 しえないが，同機関

は，被告発者が正 しい審理を受けることができるよう，努めて偏見のないよ

う構成 されなけれぽならないとされてい る.(21)
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E.g.， Kunze v. Weber，197 App. Div.319，188 N . Y. S.644(1921).

E.g.， Lo Bianco v. Gushing，177 N. J. Eq.593，177 Atl .102(1935}；In-

ternational Printing Pressmen and Assistants Union v . Smith，145 Tex.

399，1985.W.2d 729(1946}；Johnson v. United Brotherhood of Carpenters

of Carpenters and Joiners，52 Nev.400
，288 Pac.170(1930).

亙.g.， Gleeson v. Conrad，276 App. Div.861
，93 N. Y。 S.2d 677(1949).

E.g.， Bush v. International Alliance of Theatrical Stage Employees
，55

Cal. App.2d 357，130 P.2d 788(1942).

E.g.， Miller v. International Union of Operating Engineers
，118 Cal.

App.2d 66，257 P.2d 85(1953).

E.g.， Davis v. International Alliance of Theatrical Stage Employees
，60

Cai. App.2d?13，141 P.2d 486(1943)..

Mogelever v. Newark Newspaper Guild，122 N. J. Eq.316
，194 Ati 6

(1937).

James v. Marineship Dory.，25 Cal.2d 721，151 P.2d 329(1944) .

GRODIN， UNION GOVERNMENT AND THE LAW 101 ff .(1961).

E.g. Clark v. Morgan，271 Mass.164，171 N. E.278(1930).

Austin v. butcher，56 App. Div.393，67 N. Y. S.813(1900) .

Cotton 3ammers'and Lohgshoremen's Association v. Taylor
，56 S. W.

553(Tex. Civ. App.1890).

Bartone v. Di Pietro，18 N. Y. S.2d 178(1939) .
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(14}Burke v. Monumental Division， No.52， Brotherhood of Locomotive En-

  gineers，273 Fed.707(D. Md 1919).

(15)Walsh v. International Alliance of Theatrical Stage Employees，22 N. J.

  Misc.161，37 A.2d 667(1944).

(16) See， Cason v. Glass Bottle Blowers Association，37 Cal.2d 134，231 P.

  2d 6 (1951).

(17) SUM】 旺ERS， Legal Limitations on Uion Discipline，64 HARv. L. REv 1949 at

  1080 (1951).

(18) E.g.， People ex rel. Holmstrom v. Independent Dock Builders'Benevolent

  Union，164 App. Div.267，149 N. Y. S.771(1914).

(19) Brooks v， Engar，259 App. Div.333，19 N. Y. S.2d 114(1940).

(20) E.g.， Smith v. Local 467， General Truck Drivers，181 F. Supp.14(S. D.

  Cal. 1960).

(21) See， GRODIN op. cit.， supra note 10， at 107 ff.；see， also， SUMMERS， op.

  cit.， supra note 19， at 1082-1083.

 (2) 実体的側面

 (一)契 約説の立場からみると，組合の統制権は規約違反の行為に対 して

のみ行使することができる.し かるに，どのような行為が処分の対象 となる

かについて，全然，ないし詳細な規定をおいていない 規約が少 な くない.(1)

このような場合，契約説の立場からは，労働者は組合に加入 した以上，組合

の統制に服すべき旨の一般的合意をした ものとみなされるのか，従って処分

も有効 と解 されるのかが問題になるが，かかる見解をとる裁判所は極めて少

ない，C2)しかも，そのような立場にたつ裁判所です ら，組合の統制権を狭く

解 し，ス ト破 りを行った り，組合役員を悪意で誹毀 した場合等，重大な反組

合行為があるときにだけ処分を是認しているにすぎない.(3)こ れに反 して大

多数の裁判所は，規約上明確な根拠がない場合には処分 しえないものとし，

投票用紙の買収(4)や組合費の不払(5)を理由とする処分についても，これを救：

済 している例がある.

 それでは，組合に対す る 「不忠誠」(disloyalty)と か，「組合の最高の利益
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にとって有害な行為」とい うような，内容の必ずしも明確でない文言を使用

し，これに該当す る行為はすべて罰金，権利停止，除名のいずれかの処分に

付 しうるものとする規定をおいている場合はどうであろ うか・現実にはこう

い う定めをおく規約が少なくないといわれている.(6)こ こでは処分理由と制

裁は規定されているが，解釈の仕方によっては，いかなる行為でも処分理由

に該当するとされる恐れがあ り，したが って，規約が統制権行使を制限す る

ということは無意味になる可能性があるわけである.そ こで裁判所は，組合

の決定した処分を審査す るにあた り，事実認定についてはごく限られた範囲

でしか問題にしていないが，規約の解釈についてはこれを比較的広い範囲で

審査の対象 とし，個hの 組合員を保護する途を開いている.(7)

 すなわち，事実認定については，裁判所は，組合による認定が 「何らかの

証拠」(8)(any evidence)， 事件に よっては 「実質的証拠」(9)(substantial

evidence)に もとついているか否かを審査するにとどめ，裁判所が組合によ

る事実認定を覆えすのは，(1)証拠が全然提出されていない場合，(1。)(2)宣誓

陳述書が唯一の証拠であって，告発者に対審しえない場合，(11)(3)裁判所が，

組合規約の解釈から関連性をもつと考える事実問題についての証拠を，組合

が明白に関連性を有しないとした場合，(12)の3つ である.

 しかし，規約の解釈についてみ ると，裁判所は，限定解釈によって規約違

反に問われている組合員の行為を規約違反に該当しないものとし，その者を

救済す ることが少なくない.C18)ただ，限定解釈といっても，その程度は処分

の対象となった組合員の行為 と，課 され る制裁の程度 とに よって異なってい

る.た とえば，シ ョップ協定の存在などにより，除名が直ちに解雇に結びつ

く場合 とか，組合役員を批判 した行為が制裁の対象となっている場合などに

は，規約は厳格に解される傾向にあるといえる.(14)

 (二)そ れでは，組合規約に具体的な規定をお くならぽ，どのような行為

でも処分の対象となしうるのであろ うか.契 約説の論理的結果 としてはその

ようになるであろう.そ こでそ う解する判例もな くはない.15)し かし，この
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場 合 に も規 約 を 限 定 解 釈 し，被 処 分者 を救 済 す る ものが 少 な く な い.ゆ ま

た ，多 くの裁 判 例 は ，「違 法 契 約 の理 論 」(the doctrine of illegal contract)

を適 用 し， 厂違 法 ， 良 俗違 反 ， も し くは パ ブ リ ッ ク ・ポ リシ ー違 反 」(illegal，

immoral， or contrary to public policy)の 規 定 は無 効 で あ り，そ の よ うな

規 定 に も とつ く制 裁 は 救 済 の対 象 とな る と して い る.で は何 を も って 「違 法

良 俗 違 反 ， も し くは パ ブ リ ッ ク ・ポ リシ ー違 反 」 の行為 で あ る とす るの で あ

ろ うか.そ の 明確 な 基 準 は 必 ず し も確 立 され て い る とは い え な い が ， い ま，

サ マ ー ズに 従 い ， い くつ か の裁 判 例 を 検 討 す る こ とに よ って これ を み るな ら

ば 次 の とお りで あ る.(17)

 (イ)組 合 費 等 の不 払  組 合 規 約 に も とつ く入 会 金 ， 組 合 費 等 の不 払 に

つ い て は， 裁 判 所 は契 約 説 を厳 格 に 適 用 し， これ を 理 由 とす る統 制 処 分 を 正

当 とす る場 合 が 多 い.(18)し か し，組 合 費 等 の不 払 は単 な る表 面 上 の理 由 で，

真 の 処 分理 由 は 他 に あ り，裁 判 所 が 保護 の必 要 が あ る と考 え る とき は， た と

え 処 分 が 規 約 の 適用 と して 行 わ れ た場 合 で も， そ の処 分 は正 当 で な い と判 断

され て い る。 た とえ ば ，組 合 費 の徴 収 を 厳 格 に 行 っ て い な か った組 合 で ，組

合 役 員 の恐 喝 行 為(racketeering practices)を 差 し止 め る訴 訟 に参 加 した

組 合 員 が 組 合 費 不 払 を 理 由 と して 除 名 され た 事 件 で ， そ の 者 は 救 済 され て い

る.(19)

 (ロ) 雇 用 条 件 違 反  労 働 組 合 は ， 組 合 員 が 雇 わ れ る際 の条 件 に つ い て，

規 約 等 で規 制 す る場 合 が 少 な くな い(work rules：).た とえ ば ，労 働 時 間 が 週

40時 間 を 超 え た り，組 合 で 定 め た 賃率 以下 で 働 くこ とを 禁 止 す る組 合 が あ

る.こ の よ うな場 合 ， 裁 判 所 は， そ の定 め に 違 反 して 雇 用 され た こ とを 理 由

とす る処 分 を是 認 す る こ とが 多 い.(20)も っ と も，労 働 節 約 的 装 置 の使 用 を禁

止 す る定 め に 違 反 して 雇 わ れ た場 合 の処 分Yrつ い て は見 解 が 分 か れ て い る.

す なわ ち， ス プ レイ ・ガ ンの 使 用禁 止 は 未 だ パ ブ リ ック ・ポ リシ ー違 反 とは

い え な い と され て い るが ，(2f)レ コー ド音 楽 を 使用 す る 興 行 へ の 出演 を禁 止

す る規 定 は ， これ を 強行 しえ な い とされ てい る.(22)
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 (ハ) ス ト破 り  組合は，ス ト破 りを行った組合員を統制処分に付す る

ことができる.㈱)し かし，裁判所 はス トライキが組合規約に違反していた

り，(24)違法として裁判所から差止命令が出されている場合には，(25)そのも

のを処分す ることはできない とされている.

 (二)二 重組合主義(dual unionism) 競争組合に加入 し，もしくはこ

れに助力しないことは，組合員の組合に対す る忠誠義務(amember's duty

of Ioyalty)と され，労働組合は，これらの行為を行った組合員を統制処分に

付す ることができる.(26)しかし，交渉単位内における交渉代表選定のための

選挙において，所属組合以外の組合に投票したことを理由に処分をす ること

は，立法が保護する選択の自由に違反し，パブリック ・ポ リシーに反す るも

のとされている.(27)

 (ホ)組 合を相手方とする訴訟  組合(役 員)を 相手方 として訴訟を提

起 し，または組合の利益に反 して証言したことを理由とす る統制処分は，ほ

とんど救済の対象 となっている.た とえぽ，組合員に 仕事を売 りつけた り

くselling jobs)，組合資金を使い込んだ りす る組合役員に対 し，そういう行為

の差止めを求めて訴訟を起こそ うとす る組合員は除名され る場合が少なくな

いが，このような場合には，組合内部の救済手続が履践 されていなくとも，

裁判所は訴を受理 し救済を与えている.こ れは，司法手続の自由な利用を確

保するためで，従って，裁判を受ける正当な権利(agood cause of action)

を有するものだけでなく，信義に則 り，誠実に訴を提起 したものであるなら

ぽ，救済を受けている.㈱)

 (へ) 組合外における政治活動  組合は，組合員の行 う組合外の政治活

動を，市民としての義務の履行とみられるものまで制約す ることはできない.

このことに関する判例をみると，たとえぽ，日曜休業法の施行に協力し，組

合員が日曜日に営業している事実を警察に通報 したところ右組合員が逮捕 さ

れた場合，通報を理由に，通報した組合員が除名された事案において，その

者は救済 されている.㈱)ま た，一市民としての立場で，組合の支持す る政治
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的見 解 に 反 対 の見 解 を と る組 合 員 が あ って も， そ の 者 を 処 分す る こ とは で き

な い と され てい る.(30)こ れ は 一 見 ，後 述 す るDe Mille v. American Fed・

eration of Radio Artists(31)と 矛 盾 す る よ うに み え るが ，必 ず し も正 面 か ら

これ と対 立 す る も ので は な い.な ぜ な らDe Mille事 件 は ，政 治 的理 由 の た

め に 醵 金 を求 め られ ， これ を 拒 否 した と ころ 処 分 され た もの で ，政 治 上 の 問

題 に つ い て 自 由に 発 言 す る こ と まで 禁 じた も ので は な い か らで あ る.

 (ト) 組 合 内に おけ る政 治 活 動  組 合 員 の組 合 内に お け る政 治 活 動 に つ

い て は， 組 合 外 に おけ る政 治 活 動 お よび 司 法 手 続 の利 用 の 場 合 に 比 較 して ，

そ の 保護 は いわ ば 間接 的 で あ っ た とい え る.す な わ ち ， 保 護 され るべ き権 利

が あ るか ら救 済 を与}る とい うの で はな く， 表 面 上 の理 由 は 他 に これ を 求 め ，

規約 の解 釈 や事 実 認 定 に工 夫 を こ ら し， また 手 続 の瑕 疵 を 理 由 と して 統 制 処

分 を 無 効 と した裁 判 例 が 多 い 。(32)しか し，裁 判 所 は ，近 年 に 至 って ，組 合 内

に お け る政 治 活 動 の 自由 を直 接 的 に 保護 す る よ うに な り，1951年 のCros・

sen v. Duffy(前 掲)， お よび ，1958年 のMadden v. Atkins(後 述)に お

い て は ， 救 済 の 根拠 を 明 確 に 「言 論 の 自由」 に 求 め て い る こ とに 注 意 しな け

れ ば な らな い.

 (三)な お ， ガ ヴ ァ メ ン ト説 に よ る と，統 制 処 分 の根 拠 を定 め る組 合 規 約

上 の 規 定 と憲 法 上 の 規 定 の 効 力 関 係 が 問 題 に な る.

 も と も と， 労 働 組 合 が ガ ヴ ァ メ ソ トに 類 似 す る組 織 を もち機 能 を営 む とい

うこ とは ， 組 合 の 管 轄 に 属 す る事 項 に つ い て は ，組 合 は そ の構 成 員 た る組 合

員 に 対 し， 統 制 権 を 行 使 し うる こ とを 意 味 す る.し た が って ，労 働 組 合 は ，

組 合 員 に 対 して 組 合 費 を 納 入 せ よ とか ， ス ト破 りや 山 猫 ス トを 行 わ な い こ と

を 要 求 す る こ とが で き， 組 合 員 が これ に 従 わ な い と きは 一 定 の 処 分 を 行 うこ

とが で き る.(33)

 け れ ど も， 労 働 組 合 を ， 国 家 の 内部 に 存 在 す る ガ ヴ ァメ ン トで あ る と考 え

る とき は， 組 合 の管 轄 権 は 一 定 の制 限 に 服 す る こ とに な る.す な わ ち ，組 合

は， 組 合 員に 対 して， そ の者 が 市 民 と して有 す る権 利 義 務 まで 排 除 し うるほ
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ど強大な権力を行使す ることはできない.組 合内部における 「立法」は，組

合の 「制度化された機能」(institutionalized functions)と 合理的に関連し

ていなければならず，その範囲を超え，組合員の利益を不当に制限する形で

行われることは許 されないといわなければな らない.(34)

 このような制限に服するならば，労働組合は政治活動をも行い うるとされ

る.従 って，組合が正式の機関を通 じて特定政党の綱領もしくは候補者支持

を決議した場合には，組合は，役員および一般組合員に対して，その資格に

おいては，右決議に違反して行動 しないことを要求することができ，違反者

を処分す ることができる。(35)

 さらに，労働組合は，その本来の機能に密接に関連するかぎ り，政治 目的

のために組合員に対して醵金を求めることができる.こ の点に関しては，De

Mille事 件が参考になる.事 案は，カリフ ォルニア州において，組合保障条

項を違法とす る州民の発案を否決に追い込むため，組合がその運動資金とし

て組合員に醵金を求めたところこれに応じなかった組合員(原 告)が いたの

で，その老を除名処分に付 したというものである.裁 判所は，その発案を否

決しようとす ることは組合の目的の範囲内にあると述べた後，醵金を求める

ことは憲法に保障された市民の政治的権利を不当に侵害す るものではない，

とい うわけは，その醵金に応じても，原告は自分の見解を述べ ることを妨げ

られないし，どの候補者に投票す るかについても原告はその自由を奪われな

いからであると判示 した.㈱)

 労働組合を国家内部に存在するガヴァメントとして観念す ることはまた，

組合員が国家の司法手続を自由に利用 しうることを意味す る.従 って，組合

員は，組合を相手方として訴訟を提起したことを理由に処分されることはな

い.ま た，組合の宣言された利益(the declared interests of the union)

に反 して法廷等において証言を行ったことを理由としても処分されることは

ない.(37)

 次に，労働組合は，組合員が組合内部において行った行為についても，統
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制権を無制限には行使 しえない.と い うわけは，民主主義社会において，労

働組合がガヴァメン トに類似するとい うことは，組合内においても，その構

成員たる組合員が，いわば組合内 厂市民」 として一定の権利をもち，その行

使 としてなされる行為は，濫用にわたらないかぎ り保護 され るべきことを意

味するからである.こ の見地からすれぽ，組合員は，組合内において個人と

して，また他の組合員と共同して，組合の役員や政策などを批判する権利を

もち，また，執行部に反対の見解をもつ者同士でグループを結成する権利を

もつことになる.(38)

 いま，その例 として，Crossen v. Duffyお よびMadden v. Atkins(39)

をあげることができる.前 老についてはすでに述べたか ら，ここでは後者に

ついて述べると，この事件は，組合役員の選挙に立候補 し落選 した何入かが，

反対グループを結成 し，次のような内容を含む リーフレヅトを配布 したこと

に端を発 する.「アメリカでは二党制一一民主党 と共和党一一が行 おれてい

る.そ のため，わが国は繁栄 し，自由は保護 されている.こ のような制度は，

われわれの組合においても望ましいものであ り，可能なのではないか.」 こ

れに対 して組合は， これ らの者は，反対 グループを主唱 し，非公認集会を開

催 したのであるか ら 「二重組合主義」(dual unionism>を 主張し，これを実

行に移 したものに他ならない とし，その者たちを統制処分に付 した.な お，

それ らの者は，選挙運動の際に，組合役員のなかには，ボディ・ガー ドから

成 り上がった者や共産党員であった者がいるとか，職権を個人的利益のため

に濫用 している者がいるとか，また，多 くの組合員は，組合がその姿勢を正

さないかぎり，集団脱退をおしすすめるであろ うといったことを記 した文書

を配布 した.

 このような事実に対 して，ニューヨーク控訴裁判所は次のように判示 した.

すなわち，(1)原告は，競争組合主義を唱えているのではなく，組合内に 「政

党制」が行われ ることを主張 しているのである.(2)口 ぎたない文書は，執行

部から出されている文書との対抗上配布されたもので，白熱した選挙運動に
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関連したものとしてはやむをえない程度のものである.(3)集 団脱退に関す

る部分についても，組合に対す る不忠誠 とい うにはほど遠い.

 しか し，組合内における言論の自由は無制限に認められるわけではない.

た とえば，組合役員の名誉を毀損す るために作成された文書は，統制処分の

対象となることはい うまでもない.ま た，組合は，組合員に対 して，組合の

目的外の事項についてまで忠誠を求めることがでぎないのと同じように，組

合員も組合に関する事項については，組合の枠内で行動す るよう義務づけら

れているものと考えられる.こ のような見地から，組合外において，組合の

役員および政策に反対する運動を必要以上に展開した者に対 し，組合が課 し

た統制処分を支持 した判決がある.(40)また，文字 どお り競争組合を唱導する

ときは，統制処分の対象となる可能性が強いといえる.(41)

(1) See SUMMERS， Legal Limitation on Union Discipline，64 HAR，V. L. REV，

  1059 (1951).

〈2)  Id. at 1059.

(3)  Id. at 1059.

(4) McGinley v. Milk and Ice Cream Salesmen，351 Pa.47，40 A.2d 16(1944).

{5)Sullivan v. Barrows，303 Mass.197，21 N. E.2d 275(1939).

〈6) SIJMMERS， oメ》. Cil.， supra note 1，1059-1060.

(7)  Id. at 1060-1061.

(8) E.g.， Bush v. International Alliance of Theatrical Stage Employees，55

  Cal. App.2d 357，130 P.2d 788(1942)；Leo v. Local 612，0perating En-

  gineers，26 Wash.2d 498，174 P.2d 523(1946).

〈9) E，g.， Nissen v. International Brotherhood of Teamsters，22910wa 1028，

  295N. W.858(1941)；Harmon v. Matthews，27 N. Y. S.2d 656(Sup. Ct.

  1941).

(10)E.g.， Blek v. Wilson，145 Misc.373，259 N. Y. S.443(Sup. Ct.1932)；

  Shapiro v. Gehlman，244 App. Div.238，278 N. Y. S.785(1935).

・(11)E
.g.， Harmon v. Matthews， supra note 9.

《12) 亙.ぷ ，Crossen v、 Duffy，103 N. E.2d 769(Oh…o App.1951〉 ；N…ssen v.

  Brotherhood of Teamsters， supra note 9.
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(13) 

(14) 

(15) 

(16) 

(17) 

(18)

(19)

(20)

(21) 

(22) 

(23)

(24) 

(25) 

(26)

(27) 

(28)

(29) 

(30) 

(31) 

(32)

SUMMERS, op. cit., supra note 1, at 1061-1062. 

Id. at 1062. 

Pfoh v. Whitney, 62 N. E. 2d 744 (Ohio App. 1945). 

SUMMERS, op. cit., supra note 1, at 1061-1062. 

SUMMERS, op. cit., supra note 1, at 1063 ff. 

E. g., Seymour v. Essex County Printing Pressmen and Assistants' Union, 

19 N. J. Misc. 665, 23 A. 2d 169 (Sup. Ct. 1941) ; Brown v. Lehman, 141 

Pa 467, 15 A. 2d 513 (1940) ; De Mille v. American Federation of Radio 

Artists, 31 Cal. 2d 139, 187 P. 2d 769 (1947). 

Fleming v. Moving Picture Machine Operators, 124 N. J. Eq. 269, 1 A. 

2d 386 (1938). 

E. g., Rubens v. Weber, 237 App. Div. 15, 260 N. Y. Sup. 701 (1932); 

Rhodes Bros. Co. v. Musicians Protective Union, 37 R. I. 281, 92 Ati. 

641 (1915). 

Harper v. Hoecherl, 153 Fla. 29, 14 SO. 2d 179 (1943). 

Opera on Tour, Inc. v. Weber, 285 N. Y. 348, 34 N. E. 2d 349 (1941). 

E. g., Monroe v. Colored Screwmen's Benevolent Association, 135 La. 

893. 66 So. 260 (1914) ; International Union of Steam and Operating 

Engineers v. Owens, 119 Ohio St. 94, 162 N. E. 386 (1928). 

Mullen v. Seegers, 220 Mo. App. 847, 294 S. W. 745 (1927). 

Nissen v. International Brotherhood of Teamsters, supra note 9. 

E. g., Davis v. International Alliance of Theatrical Stage Employees, 60 

Cal. App. 2d 713, 141 P. 2d 486 (1945) ; Margolis v. Burke, 53 N. Y. S. 

2d 157 (Sup. Ct. 1945). 

Ray v. Brotherhood of Railroad Trainmen, 182 Wash. 39, 44 P. 2d 787 

(1935). 

Burke v. Monumental Division, No. 52, Brotherhood of Locomotive En-

gineers, 273 Fed. 707 (D. Md. 1919(; T. Angrisani v. Stearn, 167 Misc. 

728, 3 N. Y. S. 2d 698 (Sup. Ct. 1938). 

Manning v. Klein, 1 Pa. 210 (1896). 

E. g., Spayd v. Ringing Rock Lodge, 270 Pa. 67, 113 Atl. 70 (1921). 

Supra note 18. 

E. g., Koukly v. Canavan, 154 Misc. 343, 277 N. Y. S. 28 (1935) ; Jose v. 

Savage, 123 Misc. 283, 205 N. Y. S. 6 (1924).
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(33) GRODIN， UNION GOVERNMENT AND THE LAW 129-130(1961).

{34)  Id. at 130.

(35)  Id. at 130.

(36)  Id. at 130-131.

(37)  Id. at 132.

(38)  Id. at 132-133.

(39) 4N. Y.2d 283，151 N. E.2d 73(1958).

(40)Elfer v. Marine Engineers Beneficial Association，179 Ha.383，154 So.

  32 (1934).

(41) GRODIN， op. cit.， supra note 33， at 135-136.

3， ラ ン ドラ ム=グ リフ ィン法 にお け る労 働 組合 の 統制 処分 に 関

  す る規 定

 以上 にみ た労 働 組 合 の 統 制 処 分 の 問 題 に つ い て， ラ ン ドラム=グ リフ ィ ン

法 は どの よ うY'規 定 して い るで あ ろ うか ，

 まず 第一 に 「管 轄 権 の根 拠 」 に つ い てみ る と， ラ ン ドラ ム・グ リフ ィン法

は 財産 権説 を 採用 して い な い.同 法 は財 産 権 の存 在 しな い 場 合 に も， 正 当理

由 の な い 統 制 処 分 に対 して は裁 判 所 に よ る介 入 。救 済 をみ とめ て い るか らで

あ る(同 法101条(a)(1)，102条 ，609条 参 照)・ 次 に契 約 説 に つ い てみ る と，

同 法 は ，組 合 規 約 の拘 束 性 を 承 認 して い る とい え よ う(402条 ，た だ し，401

条(b)参 照).ま た ， こ の法 律 は ，憲 法 の保 障 す る基 本 的 人 権 を ，組 合 に 対 す

る関 係 で 具 体 化 し，個 々の組 合 員 の 権利 を 確立 し よ う と して い る とみ られ な

い こ とは な い.た とえ ば ， 同 法 第1章 の 厂労 働 組 合 員 の権 利 章：、典」(Bill of

Rights of Members of Labor Organizations)は ，合 衆 国 憲法 の 保 障す る

言 論 ・集 会 の 自由 ， 平 等 保 護 ， 適 正 な 手 続 を 具 体 化 す る もの とみ る こ と もで

き るで あ ろ う.そ こで この 法 律 は ， ガ ヴ ァ メ ン ト説 を主 要 な 基礎 と して い る

と主 張 す る立 場 もあ るが ，(1)む しろ 契 約 説 を 修 補す る立 場 の 上 に 立 つ もの と

み るべ きで あ ろ う.
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 第2に ，組合内部の救済手続履践についてみると，ラソ ドラム=グ リフィ

ン法は一般的な規定をおいていない.た だ，101条(a)(4)は ，組合は組合員

が訴を提起し，もしくは証言す る権利を制限 してはな らないと定めたあと，

但書で，「その組合員は，組合又はその役員を相手方として司法上，又は行政

上の手続に訴える以前に，組合内部の相当な審問手続を尽さなければならな

い(但 し，その4ケ 月経過後はこの限 りでない)」としていることに注意 しな

ければならない.(2)

 第3に ，統制権行使の手続の点についてみ ると，まず，101条(a)(5)は 次

のように規定 している.

   「組合員は，何人も(A)文 書による詳細な告発を受け，(B)抗 弁準 備

  のための相当な時間を与えられ，(C)完 全で公正な審問を与えられなけ

  れば，組合費の不払以外の理由をもって，組合またはその役員に より罰

  金，権利停止，除名その他の統制処分に付せられない.」

 この規定は，裁判所が従来築いてきた法理を，おおむね確認 したものとみ

ることができる.(3)こ の規定の下においては，適正な手続 の要求が，それに

反す る組合規約の定めに優先するわけである.た だ，「文書に よる，詳細な告

発」が必要 とされている点は，告発理由が相当な形で知らされているときは，

書面による告発を要求 していない従来の裁判例を変更するようにみえること

に注意 しなけれぽならない.(4)

 第4に ，統制処分の根拠についてみると，609条 は，厂本法の規定に基いて

保障された権利を行使 した」ゆえをもって統制処分に付することは違法とさ

れている.こ こに 「権利」 とは，第1章 「労働組合員の権利章典」を中心に

規定されているものであって，そのうち特に重要性をもつのは，ca論 および

集会の自由，訴を提起 し，証言 し，司法，行政，立法の各機関に提訴す る権

利であるといえよう.

 言論および集会の自由は，101条(a)(2)に よって次のように保護 されて

いる.



   第1章 アメリカY` ける労働組合の内部統制に関する法的規制    29

   「労働組合の組合員は，すべて他の組合員と自由に会合または集会 し，

または見解 ・議論 もしくは意見を述べ，また当該組合の議事運営に関する確

  立 した合理的の規則に従って組合集会において組合選挙の候補者に関 し，

  もしくは適当に議事に取 り上げ られた事項に関 してその見解を述べる権

  利を有す る.」

 この条は，Crossen事 件にみられる組合員による組合役員および組合の政

策批判を保護 し， またMadden事 件にみられる組合内部における反対 グル

ープを保護 した判決を立法化 したとみて差支えないであろ うか.な お，本条

は，反面労働組合に対 して，組合に対する組合員の責任について，合理的規

則を制定する権利を与えていることに注意すべきであろ う(但 書).

 訴を提起 し，証言 し，訴願をする権利は，101条(a)(4)に 次のように規定

されている.

   「労働組合は，その組合 またはその役員が 被告もしくは相手方とされ

  ていると否 とを問わず，その組合員が裁判所又は行政機関手続へ訴える

  権利，またはその組合員が司法，行政または立法手続において証人とな

  り，立法機関に請願 し， もしくは立法機関の議員 と通信す る権利を制限

  してはならない.」

 組合員が訴を提起し，証人として出頭し，訴願 し，議員と通信す ることは

すでに判例によって確立されていることである.も っとも，前述のように組

合が組合員の提訴権を合理的な内部的救済手続を履践 してから行使すべ きこ

とを規定 しうることも明らかであろう(同 条但書第一参照).

 最後に，同法第一章によって与えられた権利を行使したゆえをもって統制

処分に付 された組合員は，(イ ンジャンクシ3ン を含む)適 当な救済を求め

る民事訴訟を連邦地方裁判所に提起することができる(102条).(5)(6)

(1) GRUDIN， UNION GOVERNMENT AND THE LAW 94-95(1961).

{2) Id. at 47.

(3)Cox， internal A∬ 雄s o∫Z，obor劭 纏 ∫under伽 ゐαδoア1～ ⑳ プ〃z Act o∫
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   2959，58Micx. L. Rxv.819 at 838.

(4} GxoDIN， op. cit.， supra note 1， at 117.

(5) Id. at 136-139.

6)本 節b'引 用 した ラ ソ ドラ ム=グ リフ ィ ソ法 の 条 文 は， 有 泉 亨 ・加 藤 新 平 「米 国

  改 正 労 働 法 の訳 文 と解 説 」(季 刊 労 働 法38号)お よび 倉 石 忠 雄 編 著 ・ア メ リカ

   の あ た ら しい 労 働 法所 収 の訳 文 を参 考 に して訳 した.

4. む す び

 (1) アメリカにおいては，労働組合は任意団体の一つとして捉えられ，

その内部問題については，裁判所はこれに介入 しないことを原則とした.と

ころが，労働組合が一般の任意団体 とは異なった性格と機能とを有す ること

が認識 され るにつれて，個hの 組合員の保護が強 く要請され，その要請は組

合の巨大化 ・官僚化 とともに，40年 も前からとみに強まった.そ れとともに

裁判所 も組合の内部問題，従って統制処分についても介入 し，これを審査の

対象 とす るようになった.介 入の根拠 と審査の基準についてはいろいろな立

場が存在す るが，裁判所は，契約説を基本 としてきている.そ して審査の基

準に関してはそれを厳格に適用す るときに生ず る不合理を，手続面について

は 「適正な手続」，実体面についてはパブリック ・ポ リシーに反す る 「違法な

契約」という観点からこれを修補 してきた.た だ，裁判所は内部救：済手続を

尽 くす ことを介入の原則的前提条件としていること，審査にあたって，組合

内審査機関による 「事実認定」を尊重 し，「何らかの証拠」またはr実 質的証

拠」を欠く場合にのみ これをくつがえしていることなどの点か らみて，労働

組合の内部問題への介入をできるだけ避け，組合自治を尊重 しようとす る態

度をとってきたとい うことができる，けれども，他面では，裁判所は，組合

内審査機関による規約の解釈を比較的広く審査の対象 とし，それに よって何

がパブリヅク・ポリシーであるかを表明し，個 々の組合員を不当な統制処分

から保護 しようとす る態度をとっている.か くして裁判所は，一方では，依
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然として組合の内部問題への介入を避け ようとしながら，他方で，組合の巨

大化 ・官僚化等から生ずる統制権の濫用から，個hの 組合員を保護せんとし

ていた といえよう.

 (2)1959年 に制定 されたランドラム・グリフィソ法 は， 労働組合 の内

部問題につき，広範な規制を行った.し かし，この法律は，統制処分に関す

るかぎり，従来の裁判所 の考え方に変更を加えるものではない.そ れはむ し

ろ，裁判所が築いてきた理論を部分的に立法化 した といってもよい くらいで

ある.そ のかぎりにおいては， この法律はアロンがいうような 「レヴォルー

ショナル」な意味をもつ ものではない.従 って，同法の制定は，統制処分の

問題に関す るかぎ り，同法施行後における裁判所の態度に著しい変更をもた

らす とは考えられない.

5.補 説一 ラン ドラ ムニグ リフ ィン法 施行 後 の判例 の展 開

 前節までに私は，次のこと，すなわち， ラン ドラム=グ リフィソ法におけ

る労働組合の統制処分に関す る規定は，同法制定前の裁判所の考え方に変更

を加えるものでないこと，従って同法の施行も裁判所の態度に著 しい変更を

もたらす とは考えられない旨を述べた・そこで本節では，101条(a)(5)に

限定 してではあるが，同法施行後の判例の動向を探ってみることにする.(1)

 1 統制処分の意義

 ランドラム=グ リフィン法101条(a)(5)は ，「…その他の統制処分に付せ

られない」と規定しているが，「その他の統制処分」とは何を指すのか.こ の

ことについて判例上とくに問題となったのは，組合の次の二種類の行為であ

る.

 (1) 雇用関係への干渉 組合員の雇用関係にだけ影響を与える組合の行

為は 「統制処分」に該当しない，とみる判例が少なからずある.そ れ らによ

れぽ，この条は，組合の行為が，組合員資格に影響を与える場合にのみ適用
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が あ る， と され る(例 えば ，Allen v. Armored Car Chauffeurs&Guards

Local 820820，185 F. Supp.492(D. N. J.1960)；Lucas v. Kenny，224

F.Supp.188(N. D.111.1963)Harrison v. Local 54， AFSCME，518

F.2d 1276(3rd Cir.)， cert. denied，423 U.S.1042(1976)).

 しか し， 同 条 に お け る 「統 制 処 分 」 とい う語 を ， この よ うに限 定 的 に 解 釈

す る こ とに は強 い 反 対 が あ る.そ のわ け は ， そ れ に よ って組 合 は ，組 合 の場

に お い てで な く， 働 く場 に お い て 組 合 員 に 制 裁 を 加 え うる こ とに な る こ と，

ま た， 伝 統 的 な 組 合 の制 裁 は ， 組 合 員 と して の 権 利 に 関 す る もの に 限 られ て

い な い が， そ の大 部 分 を ラ ン ドラム・グ リ ィブ イソ法 の 適 用 外 に 追 い や る こ

とに もな るか らで あ る とい う.(2)

 も っ と も， そ の後 判 例 も， 雇 用 関 係 へ の干 渉 を も っ て 「統 制 処 分 」 に 該 当

す る と 解 す る も の が 出 て い る(リ ィー デ ィ ン グ ・ヶ 一 スはDetroy v・

American Guild of Variety Artists(286 F.2d 75(2d Cir.)， cert.denied，

366U.S.929(1961>>.た だ ， そ の よ うな 立 場 を と る判 決 も，雇 用 に 対 す る干

渉 が あれ ば， それ だ け で 「統 制 処 分 」 が 存 在 す る と い う例(Duncan v. Per・

insula Shipbuilders Association，394 F.2d 237(4th cir.1968)な ど)と

雇 用 へ の干 渉 が ， 組 合 員 と して の資 格 に不 利 な 影 響 を 与 え る と き に だ け

「統 制 処 分 」 が あ る とみ る例(Recant v. Local 446， Amalgamated Meat

Cutters，320 F.2d 271(3d Cir.1963 Mitter v. Holden，535 F.2d 912

(5th 1976)な ど)と に 分れ て い る.

 (2)被 選 挙 権 の剥 奪 被 選 挙 権 を 剥 奪 され た 組 合 員 は， ラ ソ ドラムニグ

リィ フ ィ ン法101条(a)(5)に も とつ く訴 を提 起す る こ とが で き な い， この

場 合 に は ， 同 法 第4章 に よ り，労 働 長 官 に 対 して救 済 を 申 し立 て， これ に も

とづ き同 長 官 が提：起 す る訴 訟 を 通 して の み 救 済 され う る， と判 示 して い る判

決 が い くつ か あ る(例 え ぽ ，Boiling v. International Brotherhood of

Teamsters，224 F. SupP.18(E.D. Tenn.1963)).し か し，判 例 の傾 向 は ，

被 選 挙 権 を 剥 奪 す る こ とは 「組 合 員 と して の 身 分 」 に影 響 を及 ぼす か ら101
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条(a)(5)に い う 「統 制 処 分 」 に 該 当 し，従 って被 選 挙 権 を剥 奪 され た者 は，

同条 に よ り， 直 接 合 衆 国 地 裁 へ 救 済 を 求 め て訴 を 提 起 し うる， と判 断 す る よ

うに な って きて い る(例 え ぽ，(Martine v.：Laborens Loca11058(419 F.

2d 32(3d cir.1969)， Schonfeld v. Penza(477 F.2nd 899(2d cir.1973)

な ど.).た だ ， これ ら の判 決 は ，第4章 の規 定 を も っ て，立 候 補 す る権 利 の剥

奪 に 対 す る排 他 的 救 済 規 定 と読 む 上 記 判 決 との 関 係 を， ど の よ うに解 す る の

か に つ い て説 く と ころ が な い.

 こ の こ とに つ い てBeairdとPlayerは ， Martire事 件 判 決 ：お よびSchon.

feld事 件 判 決 の結 論 は支 持 され るべ き で あ る とい う.ま ず101条(a)(5)と

第4章 との抵 触 問 題 に つ い ては ， 第4章 は ， 労 働 長 官 に 対 し公 益 の 観 点 か ら

行 動 す る こ とを 義 務 づ け て い る ので あ って ， 救 済 を 申 し立 て て い る組 合 員 の

利 益 を 保 護 す べ きか ど うか も， そ の 観 点 か らす る同長 官 の裁 量 に 委ね られ て

い る・ これ に 対 して101条(a)(5)は ，個hの 組 合 員 に対 して直 接 に 合 衆 国

地 裁 へ訴 を提 起す る 権 利 を 認 め て い るの で あ るか ら牴 触 の 問題 は 生 じな い.

そ して ・被 選 挙 権 の剥 奪 を101条(a)(5)の 「統 制 処 分 」に 含 ませ れ ぽ， 第

4章 の手 続 に よ る よ りも， 被選 挙 権 を よ り手 厚 く保護 す る こ とに な るか らだ

と説 くので あ る.

 な お ，組 合 の 役 職 を解 か れ る こ とが ，101条(a)(5)に い う 「統 制 処 分 」に

該 当す るか も問 題 とな るが ，King事 件 判 決(Grand Lodge of IAM v. King，

355F。2d 340(9th Cir.)， cert. denied，379 U .S，920(1964))は これ を 否

定 して い る.そ の理 由 につ い て は， これ を 肯 定 す る と， 非 行 のあ った 組 合 役

員 を， こ の条 の 「適 正 な 手 続 」 とい う， 時 間 の か か る要 求 に 合 致 す る まで ，

そ の地 位 に と ど ま る こ とを 認 め る こ とに な るか らだ ， と説 い て い る。

 2 手 続 的 保障

 「適 正 な手 続 」 とい う 目的 を 達 成 す るた め ，101条(a)(5)は ， 組 合 員 に 対

し，次 の よ うな手 続 上 の権 利 を与 え て い る.

 (1) 文 書 に よ る詳 細 な 告 発  101条(a)(5)(A)に よっ て組 合 員 に保 障



34          第1部 労使関係の比較 法的研究

され る手 続 上 の権 利 は ，何 人 も，「文 書 に よ る詳 細 な告 発 」b'よ るの で な け れ

ば ， 統 制 処 分 を 課 され な い ， とい うも ので あ る.こ の点 に 関 連 す る解 釈 上 の

主 要 な 問題 は次 の2つ で あ る.

 (一) 規 約 に定 め のな い 行 為 労 働 組 合 は ，規 約 に 定 め の あ る行 為 を 対 象

と して のみ 統 制処 分 を 行 い う る， とい うの が確 立 され た判 例 で あ っ た(例 え

fぽ，Simmons v.：Loca1713， Textile Wokers，350 F.2d 1012(4th Cir.

1965)).な お， ラ ン ダム・グ リフ ィソ法 前 の 判 例 も大 勢 は そ の よ うで あ った こ

とは前 述 の とお りで あ る.(4)と ころ が ，Hardeman事 件 判 決(Internation-

al Brotherhood of Boilmakers v. Hardman 401 U.S.233(1971))で 最 高

裁 は ， これ を変 更 した.こ の判 決 は101条(a)(5)の 立 法 過 程 を検 討 し， 同

条 の立 法過 程 は ，規 約 上 明文 を もっ て禁 止 して い な い行 為 で も， 統 制 処 分 の

対象 とな し うる こ とを 示 して い る こ と，従 って ，裁 判所 に お い て ，組 合 員 の

行 為 が ， 規 約 の定 め に 違 反 す るか否 か を 判 断 す る前提 と して ， そ の 規 定 を解

釈 す る こ とは 無 益 な こ とで あ る， と判 示 して い る.(二)詳 細 性 詳 細 性 の

要 件 に つ い て は， 確 立 され た 判 例 が あ る.そ れ に よれ ぽ ， 統 制 処 分 に 値 す る

と され る行 為 ， お よび ， そ の行 為 が な され た 時 と所 とを め ぐる状 況 を 可 能 な

か ぎ り明 確 に示 す こ とが 必要 とされ る.Hardeman事 件 判 決 も こ の こ とを

確 認 して お り， 以 後 の判 決 も これ に従 って い る(例 え ぽ ，Smith v. Ameri・

℃an Fedration of Musicians，80 LR.R.M.3063(S.D.N.Y.1972)).

な お ， 被 告 発 組 合 員 が 処 分 の 対 象 とな った 自己 の 行 為 に つ い て 詳 細 な 知識

を もっ て い る場 合 ， この要 件 は緩 和 され るか が 問 題 とな る.こ の 点 につ き，

=初期 の判 例 に は これ を 積 極 に 解 す る もの もあ り(例 え ぽ ，Null v. Carpen・

ters Dist. Council，239 F. SupP.809，815(S.D. Tex，1065)).ラ ン ドラ ム=

グ リフ ィン法 前 の 判 決 に も同 旨の もの が あ った.(5)し か し，最 近 出 た い くつ

か の判 決 は ， これ を 消極 に解 して い る(例 え ば，Gleason v. Chain Serv.

Restaurant，300 F. Supp.1241，1253(S.D.N.Y.1969)Berg v. Watson，

417F. Supp.806(S.D.N.Y.1976)).
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 (2)抗 弁 準 備 の た め の相 当 な時 間  101条(a)(5)(B)に よ っ て組 合 員

に 保 障 され る手 続 上 の 権 利 は ， 抗弁 準 備 の た め に相 当 な時 間 を与 え られ る と

い うこ とで あ る.こ の 点 に 関 す る判 例 は 一 貫 して い て ，抗 弁 準 備 に及 ぼ す さ

ま ざ まな 影 響(通 告 の 適 切 性 ，審 問 の延 期 が 認 め られ た か 否 か ，な どを 含 む 〉

を 考 慮 し， 時 間 が 相 当 で あ った か ど うか を 決 め て い る.(6)

 (3)完 全 で公 正 な審 問  BeiardとPlayerに よれ ば，101条(a)(5)

(B)の 「完 全 で 公 正 な 審 問 」(full and fair hearing)と い う一般 的要 件 を正

確 に 規 定 す る こ とは 困難 で あ る.労 働 組 合 に 要 求 され る適 正 な 手続 は ，刑 事

手 続 が 要 求 す る ものほ ど厳 格 な もので は な い.し か し，組 合 内 部 に お け る手

続 と行 政 法 上 の適 正 な 手 続 との間 に は強 い 類 似 性 が み られ る.に もか か わ ら

ず ， 後 者 は 前 者 に ， い まだ 十 分 に は 移 植 され て い な い.

 (一) 公 開 の審 問 を受 け る権 利 「完 全 で 公正 な審 問」 を受 け る権 利 は ，審

問 の公 開 を必 ず し も要 求 しな い・ しか し， 非 公 開 の場 で の 審 問 は ， 公 正 性 の

点 で疑 い を招 き， 他 の点 で も不 公 正 が あ る こ とを 示 唆 す る こ とは否 定 で きな

い・McCraw事 件 判 決(McCraw v・United Association of Journey-

men&Apprentices(216 F. Supp.655(E.D. Tenn.1963))， aff'd 341 F.

2d 705(6th Cir.1965))は ， こ の こ と を暗 示 して い る.(二)出 席 し， 発 言

し， 証 人 の 出頭 を 求 め ， 告 発 者 と対 決 す る権 利 ラ ン ドラ ム・グ リ ィフ ィ ン

法 成 立 以 後 の判 決 は ， い ず れ もこれ を 要 求 してい る (例え ば ，Yochim v.

Caputo，53 L.R.R.M.2516(S.D.一N.Y.1962)).も っ と も，被 告 発 者 自身 で

は な く，審 問委 員(hearing ofhcer)Y'よ る反 対 訊 問 で も， この要 件 を 充 た す

と した判 決 が あ る(Nelms v. United Ass'n of Plumbers，405 F.2d 715

(5th Cir・1968))・(三 〉 速 記 録 被 告 発 組 合 員 は，処 分 手続 を速 記 させ る権

利 を もつ・(Hart v・ ：Local 1292， United Brotherhood of Carpenters，

341F. Supp.1266(E.D. N.Y.1972)aff'd per cariam，497 F .2d.401

(2d Cir.1974))こ れ は， ラ ン ドラ ム=グ リフ ィ ン法 に も とづ き認 め られ た最

も基 本 的 な 権 利 の一 つ で あ る と され てい る.こ の 記 録 に よ って裁 判 所 は ，組
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合 内 審 査機 関 の採 用 した証 拠 を検 討 し， ま た， 被 告 発 者 が 適 当 な 防 禦 手 段 を

与 え られ たか ど うか を見 きわ め ， さ らに ， 上 記 機 関 が ， 偏 見 を もち ， また は

不 適 当 な行 為 を しなか っ たか ど うか を知 る こ とが で き る ので あ る.(四)証

拠 に も とつ く事 実 認 定 被 告 発 者 に 不 利 な 事 実 の認 定 は ， 証拠 に も とつ く こ

とを 必要 とす る.も っ と も， そ の証 拠 は ， 民 事 訴 訟 に お け る と異 な り，告 発

を裏 づ け る 「な ん らか の 証 拠 」(some evidence)で 足 りる と され る(Vars

v.lnt'I Brotherhood of Boilermakers，320 F.2d 576〈2d Cir.1963； 前

掲Hardeman事 件 判 決).前 掲Hardeman事 件 判 決 に よ る と， それ に達 し

な い 基 準 で は ， 文 書 に よ る詳 細 な 告発 とい う要 件が 無 意 味 に な る し， それ よ

り厳 しい 基 準 は ，組 合 自治 を認 め る議 会 の 明 白 な意 思に 反 す るで あ ろ う， と

され る.(五) 弁 護 人 を依 頼 す る権 利 組 合 の規 約 お よび 細 則 に は ， 統 制 処

分 に 関 し，組 合 外 部 の 弁 護 士 に 弁護 を 依 頼す る 権 利 を 否 認 す る ものが 多 い・

そ して裁 判 所 も， そ の よ うな 定 め の 有 効 性 を 承 認 して い る.例 え ばSmith

事 件 判 決(Smith v。 General Truck Drivers， Local 467，181 F・SupP・

14(S.D. Ca1.1960))は ，合 衆 国 憲 法 修 正 第6条 に 保 障 され る 「弁 護 士 の援 助

を 受 け る権 利 」 は ， 労 働 組 合 内部 に お け る審 聞 に は適 用 され な い と判 決 して

い る.そ して ，Cornelio事 件 判 決(Cornelio v. United Brotherhood of

Carpenters，243 F. Supp.126(E.D. Pa.1965)aff'd percuria m，358 F.

2d728(3d cir.1966))は ， そ の根拠 を 次 の よ うに 判示 す る.す なわ ち， 個

hの 組 合 員 の 権利 保護 に 関す る立 法 的 意 図 は， なに よ りもまず ， 組 合 内部 の

争 い を 解 決す るた めに ， 「家 庭 内」 の 手続 を 履 践 させ る こ とに あ る.告 発 者

と被 告 発 者 とが ， 「お お む ね 同 じ立 場 」 に た ち ， 同 じ制 約 を 受 け るか ぎ り，

被 告 発 者 は， 審 問 に 際 し， 組 合 とい う家 庭 の 構 成 員 に よ って の み 代理 さ れ

る こ とに 対 し，苦 情 を 申 し立 て る 理 由は な い， と.(六)公 正 な 「法 廷 」

偏 見 を もた ず に 同僚 を裁 くこ とは 困 難 で あ る.し た が って ，裁 判所 は ，許 容

され る・一般 的 態 度 と して の偏 見 と， 禁 止 され る特 別 の敵 意 とを 区 別 し よ う と

試 み てい る.そ して ，特 別 の敵 意 を も っ て構 成 され る 「法 廷 」(tribunal)は
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公 正 な もの とみ て い な い(例 え ば ，Needham v， Isbister，84 L.R.R.M.

2105(D.Mass.1973)).

 3 ま と め

 以 上 の よ うに 眺 め て くる と， ラ ン ドラ ム・グ リィフ ィ ン法 施 行 後 の判 例 は ，

101条(a)(5)に 関す る限 り， 規約 に定 め の な い行 為 を統 制処 分 の対 象 とな

し うるか の 問 題 に み られ る よ うに ， 一部 私 の予 想 した とこ ろ と異 る もの もな

い で は な い が ，概 ね 同法 前 の 判 例 を変 更 して い な い とい え る で あ ろ う.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

本 節 は， 専 らBEAIRD&PLAYER， 乙rnion 1)iscipline of lts Memberslip under

Section 101(a}(5}of Laodrum-Griffin：What is”Discipline”and How

Much.Process ZS Due?，9GA. L. REv.383(1975)3こ 拠 っ て い る .な お ，私

は か つ て この 論 文 を 紹 介 した こ とが あ る(ア メ リカ法1978年2号212頁 以 下

参 照).邦 部文 献 と して は 木 内 隆 司 ・ア メ リカ 労 働組 合 の 法 構 造 研 究174頁 以

下 参 照).

BEAIRD&PLAYER， op. CZt.， supra note 1， at 392.

Id. at 399-400.

本 書14頁 以 下 参 照.

本 書16頁 参 照.

See， BEAIRD & PLAYER， op. cit.， supra note 1， at 404-405；see also

ETELSON&SMITH， Union Discipline Under the Landrum-Griffin Act ，82

HARv. L REv。727， at 743-744.木 内 ・前 掲176-17?頁 参 照 .

ETELSON&SMITH， op， cit.， supYa note 6， at 751.
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第2章 労働組合の統制処分 と第三者に よる

        組合内審査制度

一 一全 ア メ リカ自動 車労働 組合(UAW)の

  パ ブ リック ・レヴ ュー ・ボー ドー一

1.は し が き

 労働組合は，国や使用者の抑圧に抗しつつ，労働老の自主的組織 として発

展してきたものである.し たがって，それは外部，とりわけ使用者か らの切

崩 しを受けやす く，常に内部分裂の危険にさらされているといえるであろう.

そこで労働組合は，その存立の基礎である団結を維持す るために，市民社会

における他の団体よりも，強度の統制力を行使す ることができなければなら

ない.こ のような労働組合の統制権は，団結を乱し，組合運営を阻害す る者

に対 して，一定の処分を行 うことによって裏打ちされる.

 もとより統制権は濫用されてはならない・だが，産業化が進展 した国々で

は，組合のなかに巨大化 し，かつ官僚化するものがみられ，アメリヵでは，

権力を掌握 している組合役員が，統制権を本来の目的から逸脱して行使する

例があらわれ，これが次第に増加するようになった・u)ア メリカにおけるこ

のような現象は，40年 も前から注目をあつめてきているといわれ る・(2)

 ところで組合員が統制権の行使によって不当な処分を受けた場合，その者

は救済を求めて，たとえぽ裁判所へ提訴することが考えられるであろう・た

だ，アメリカにおいては，組合員の問に， このような問題を裁判所に持込む

ことをきらう傾向が根強 く支配 している・(3)また法も，労働組合を任意団体
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〈voluntary unincorporated association)の 一 つ と して捉 え，裁 判 所 は そ の

内部 問 題 に 介 入 しな い こ とを 原 則 と して きて い る こ とに注 意 しな けれ ば な ら

な い.C4)そ して， 介 入 を す る場 合 に も， 労 働 組 合 内 部 の 救 済 手続 を尽 さな け

れ ば ，組 合 員 の救 済 申立 を 受 理 しな い のが 原 則 で あ る.(5)

 そ こで， 組 合 内部 に おけ る救 済 方 法 が 問 題 とな るが ， この よ うな 救 済 は結

局 ， 当該 処 分 を行 っ た執 行 部 な い しそ の上 級 機 関 に 対 して これ を 求 め る こ と

に な ら ざ るを え な い で あ ろ う.(6)し か し， こ の よ うな 救 済 方 法 は ， 処 分 者 が

い わ ば裁 判 官 とな る もの で あ るか ら， 十 分 な ものた りえ な い ので は な か ろ う

か.そ こで 組 合 の内 部 に ，独 立 の 「司 法 部 」 を設 置 し， 「行 政 部」 に よ って 不

当 な 制裁 を 受 け た組 合 員 の救 済 を 図 ろ う とす る方 法 が 考 え られ る.全 ア メ リ

カ 自動 車 労 働 組 合(lnternational Union， United Automobile， Aero.

space and Agricultural Implement Workers of America以 下UAWと

略 称 す る.)の パ ブ リッ ク ・レ ヴz ・ボ ー ド(the Public Review Board)

は ， ま さに そ うい う性 格 を 有 し， そ うい う機 能 を 営む もの と して1957年 に

創 設 され た もの で あ る.(7)で は ， パ ブ リ ック ・レ ヴ ュー ・ボ ー ドは どの よ う

な 経 緯 に よ って 設 置 され た の か ， そ の管 轄 権 ・審 査 手続 ・構 成 は どの よ うな

も のか ， 実 際 に は どの よ うな 機 能 を 果 してい る のか ，設 置 後 それ に 対 す る

UAWの 反 応 は どの よ うな もの か.本 章 は これ らの 問題 を検 討 す るこ とを 目

的 とす る.(8)

(1) KERR， ”lntroduction”to a Report to the Center for the Study of Demo-

  cratic Institutions (Fund for the Republic)entitled DEMOCREACY AND

  PUBLIC REVIEW 3(1960).

(2) GRODIN， UNION GOVERNMENT ARD THE LAW 1(1961).

(3) BROOxs， Impartial Public Review of Internal union Disputes：Experiment

  勉Democratic SelfDisci》1魏 θ，220Hlo ST.工 ，. J。64 at 83；OBERER， 乙Tnion

  Democracy and the Rule of Law， contained in the Report supra note l

  at 34.

(4)本 書5頁 以 下 参 照6
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(5)

(6)

(7)

(8
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本 書12頁 参 照 ，

BRooKs， op. CZt.， supra note 3 at 71-73救 済 の た め に特 別 の機 関 を設 け てい

る場 合 で も， そ の構 成 員 は 組合 員 で あ り， 制裁 を行 っ た執 行 部 の， い わ ば 息 の

か か った 者 で あ る こ とが 多 い.

この よ うな 機 関 を 設 け て い る 労 働 組 合 は極 め て少 な い.ア メ リカに おい ては 現

在 わ ず か4つ を 数 え るに す ぎな い とい わ れ る.(BARBASH， AMERICAN UNION-

STRUCTURE， GOVERNMENT， AND POLITIES 79-80).

但 し， 最 近 の 問題LrY`関 しては 取 扱 わ な い.そ の こ とに つ い て は ， い ず れ 稿 を 改

め て 検 討 した い ，

2. パ ブ リ ッ ク ・ レ ヴ ュ ・ボ ー ドの 創 設 の 経 緯

 UAWが ，パ ブ リ ッ ク ・レヴ ュー ・ボ ー ドの 設 置 を 決 定 した の は1957年

の こ とで あ っ た.す な わ ち， こ の年 の4月 に 開 催 され たUAWの 第16回 大

会(the Sixteenth Constitutional Convention)に お い て， 当時 組 合 長 で あ

っ た ウ ォル タ ー ・ル ーサ ー(Walter Reuther)は ，約270名 の代 議 員 を前 に

し， 規 約 を 改 正 して 「自分 も し くは 他 の い か な る組 合 役 員 を も， そ の地 位 か

ら退 か せ る こ との で き る権 限 を ， 組 合 外 の 集 団 に与 え る こ と」C1)を 提 案 し，

代 議 員 の 圧倒 的 多数 の賛 成 を え た の で あ った.(2)パ ブ リ ッ ク ・レ ヴz” ”・ボ

ー ドは こ こに誕 生 をみ た の で あ る.

 も と も とパ ブ リ ッ ク ・vヴ ュー ・ボ ー ドの創 設 は ル ーサ ーの 構 想 に も とつ

く もの で あ るが ， か れ は す でに1955年 の 初 め に ， そ の構 想 を組 合 の最 高 幹

部 に 提 示 してい る， しか し， この と きは ，十 分 な 支 持 を う る こ とが で きず ，

組 合 大 会 に 提 案 す るに 至 らな か った.(3)し か るに ， それ か ら2年 の後 ， 本 部

執 行 委 員 会(the UAW international executive board)は 全 会 一 致 で そ の

創 設 に 賛 成 し， 組 合 大 会 も，上 述 の とお り， 圧 倒 的 多数 で そ れ を 承 認 した の

で あ った.こ の よ うY'，2年 の うちに ， パ ブ リ ヅ ク ・レヴ ュー ・ボ ー ドに 対

す る組 合 執 行 部 の態 度 が 変 化 し， 組 合 大 会 もそ の設 置 を 圧 倒 的 多 数 で 認 め た

の は，1957年1月 ， 連 邦議 会 上 院 に設 け られ た 労使 の不 正 活 動 を調 査 す る
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「マ ク レ ラ ン委 員会 」(The McClellan Committee正 確 に は ， the Senate

Select Committee on Improper Activities in the Labor Management

：Field)(4)の 活 動 に 関 連 が あ る とい え るで あ ろ う・ す な わ ち， 同委 員会 は ，

1957年 の初 頭 か ら活 動 を 開 始 した が ，そ の こ ろか ら，一 部 組 合 の幹 部 の なか

に 不 正 行 為 を 行 って い る もの が あ る こ とを ， セ ンセ イ シ ョナ ル な形 で摘 発 し

て い くこ とが 予 見 され てい た.UAW自 体 は 厂清潔 で基 本 的 に は民 主 的 な組

合 」(clean and basically democratic union)で あ って ，調 査 を 受 け て も問

題 は 生 じ うべ くもな か った け れ ど も， 社会 一 般 の眼 に は， 告 発 され る の は一

部 の組 合 だ け で な く，UAWを も含む 労働 運 動 全 体 で あ るか の よ うに映 るか

も知 れ な い こ とを 幹 部 た ち は 認 識 して い た ・ こ うい う状 況 の うち に， ル ーサ

ー の構 想 は ，UAW内 部 で受 け 容 れ られ る態 勢 を整 え て い くので あ る・5)そ

の た め に ， 後 に述 べ る よ うに ， パ ブ リ ック ・レ ヴz一 ・ボ ー ドの 管 轄 権 は ，

ル ーサ ーが初 め 構 想 した よ うな 統 制 処 分 の 問 題 だ け で な く， 倫 理 要 綱 に 関 す

る問 題 を もそ の範 囲 に 含 む こ とに な った の で あ る.(8)

(1) BEZOOKS， Impartial Public Review of Internal Union Disputes：Experiment

  in Democratic Self-Discipline，220HIO ST L. J.64 at 64.

2)代 議 員 の97パ ー セ ソ トの賛 成 を え た といわ れ る.(STIEBER， 丁肋 σ：A V7 PπわZ彡o

  Review Board： An Examination and Evaluation， contained in a Report to

  the Center for the Study o}'Democratic Insitutions(Fund for the Republic)

  entitled DEMOCRACY AND Pu肌Ic REVIEW 7 at 9(1960).

(3}  Id. at 7.

〈4)マ ク レ ラ ン委 員 会 の調 査 活動 に つ い て は ， と りあ えずPETRO， POWER UNLIM・

  ITED-THE CORRUPTION OF UNION LEADERSHIP(1959)参 照.

{5) STIEBER， op. cit.， supra note 2 at 7-9.

〈6)See， Art.31， §10f the Constitution of the UAW.も と も と， AFL-CIO

  は ，1955年 の合 併 会 議 以来 ， 自主 的 に 組 合 浄 化 に 努 力 して きた が ，1965年 と

  1957年 に 組 合 幹 部 の 活 動 を 規 制 す る指 針 と して ，6編 か ら成 る倫 理 要 綱(AFL・

  CIO Codes of Ethical Practices)を 定 め た(第1編1956年 ，第2編 一 第6

  編1957年.第1編 か ら第5編 まで は 主 と して コ ラ.プシ ョ ソの 問題 を取 扱 い ，
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第6編 は 組 合 内 部 の 民 主 的 慣 行 に つ い て定 め て い る.な お ，これ に対 応 しUAW

も1957年4月 の組 合大 会に お い て倫 理 要 綱 を採 択 してい る.(UWA Resolu-

tion on Ethical Practices adopted by 16th Constitutional Convention ，

April 8，1957).

3・ パ ブ リ ッ ク ・ レ ヴ ュ ・ボ ー ドの 管 轄 ・審 査 手 続 ・構 成

 (1)管 轄  パ ブ リ ック ・レ ヴ._. ・ボ ー ドの管 轄 はUAW規 約 の31

条 と32条 に 列 挙 され て い る.そ の 第一 は組 合 員 と して の権 利 の侵 害 を争 う

事 件 で ， 申 立 人 が 本 部 執 行 委 員会 の 決 定 に不 服 な場 合 ， そ の 者 は パ ブ リ ッ

ク ・レヴ ュー ・ボ ー ドに 対 し審査 を 請 求 す る こ とが で き る(支 部 組 合 を含 む

下 部 機 関 の決 定 等 に つ い て も， パ ブ リ ック ・ レヴS一 ・ボ ー ドに 審 査 請 求 を

す る こ とが で き る・ 本 節(2)お よび 次 節(1)参 照)(規 約32条9項(b)

(b)参 照)・ 第 二 は組 合 ま た は組 合 代 表 のAFL-CIO倫 理 要 綱 違 反 を 争 う事

件 で あ る.こ の こ とに つ き本 部 執 行委 員会 の決 定 に不 服 が あれ ぽ ， 申立 人 は

パ ブ リ ック ・レ ヴ ュー ・ボ ー ドに対 し， 審 査 を請 求 す るこ とが で き る.第 三.

パ ブ リ ック ・レ ヴ ュー ・ボ ー ドは， 倫 理 要 綱 違 反 に 関 す る 申立 に つ い て
， 本

部4行 委 員会 が 適 当 な手 段 を と らず に 処 理 を した と判 断 した ときは ， 自 らの

決 議 に も とづ き， 審 査 を開 始 す る こ とが で き る.(第 二 ，第 三 に つ い て は ，規

約31条5項(a)参 照).第 四 に 本 部 執 行 委 員 会 は ， 過 半 数 の決 議 に も とづ

き， 倫 理 要 綱 違 反 に 関 す る申 立 事 件 を パ ブ リ ッ ク ・レ ヴ ュー ・ボ ー ドに 付 託

す る こ とが で き る(規 約31条(d)参 照).こ れ に よっ てUAWは ， そ の 内

部 に ， 民 主 的 手 続 を 確 固 な も の と して 組 み 込 ん だ とい え るで あ ろ う.

 な お， パ ブ リ ッ ク ・レ ヴ ュー ・ボ ー ドは ， 団 体 交 渉政 策 に 関 して は管 轄 権

を 有 しな い(1)(規 約32条12項).団 体 交 渉 政 策 は 労 働 条 件 に 関 す る基 本 的

姿 勢 を含 んで い るが ， 団 交 政 策 に よ って 雇 用 関 係 に 差 別 が あ った とす る組 合

員 は ， これ を(労 組 の)不 当 労 働 行 為 と して 全 国 労 働 関 係 局(Nationa1：La.

bor Relations Board， NLRB)に 救 済 を 求 め るか ， 組 合 内 部 の不 服 申立 手
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続にのせ ることになる.ま た，苦情処理に関する不服申立については，その

処理のうちに，詐欺，差別的取扱もしくは使用者との共謀が認められないか

ぎり，管轄権を行使す ることができない(規 約32条9項(b).け だ し，改

正 ワグナー法9条(d)に よると，過半数労働組合は，交渉単位内のすべて

の被用者の排他的代表者として行為す る資格が与えられている.こ のような

状況のもとでは組合と関係使用老 とが適切と考える仕方で苦情を処理するこ

とが認められなければならないのである.(2)

 (2) 審査手続  組合員が，自分の所属す る支部組合の行為，決定 もし

くは処分(any action， decision or penalty)L.Vy対して不服を有するときは，

規約上，本部執行委員会に直接申立を行 うことが認められている場合を除き，

まず当該支部組合の大会にこれを申立てなけれぽならない.申 立人が，支部

組合大会の決定に不服なときは，30日 以内にこれを本部執行委員会の審査

に掛けることができる.同 委員会の決定に対 しても不服があれぽ，その者は，

さらに30日 以内にUAWの 大会(2年 に一度開催され る)，またはパブリ

ック・レヴュー ・ボー ドのいずれかに審査を申立てることができる.た だし，

双方に申立をす ることは許 されない(規 約32条5項 参照).な お，パブリ

ック・レヴュー ・ボー ドの決定は終局的であ り拘束力を有する(規 約31条

3項 参照).

 パブリック ・レヴュー ・ボードは7名 の委員から構成されるが，事件の審

査は，3名 以上の委員が選任されてこれにあたる.ま ず予備的調査を行い，

その結果，申立が正式審査を行うに値す るほど重要なものでないとか，申立

を根拠づける証拠が提出される可能性がないと判断したときは，同ボー ドは，

正式審査を行わないで，その申立を却下することができる(規 約31条6項

参照).倫 理要綱違反に 関する申立が悪意 もしくは 害意 のあるものであ り，

組合を分裂させ崩壊させた り，崩壊させる意図にもとつくものであると認め

たときは，同ボードは，申立人に対し100ド ル以上500ド ル以下の 「罰金」

を科す ることができる(規 約31条7項).な お，審査は公開であ り，その
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費 用 ぱ ボ ー ドが 負 担 す る.

 (3)構 成  パ ブ リ ッ ク ・レヴ ュー ・ボ ー ドは ，UAWの 管 轄 下 に あ る

組 織 に 勤 務 せ ず ， また はUAWも し くは そ の下 部機 関 に 雇用 され て い な い

7名 の社 会 的 に 名 望 が あ り， 公 平 な委 員か ら構 成 され る(規 約31条1項 参

照).委 員 の任 命 は， 本 部 執 行 委 員 会 の承 認 を え て本 部 組 合長 が これ を 行 い ，

UAWの 大 会 の批 准 を 必要 とす る.委 員 の 任期 は ， 任命 後 に 開 催 され る

UAWの 大 会 ま で と し， そ の と き まで に 欠 員 が 生 じた とき は ，在 任 中 の他 の

委 員 が 作 成 し提 出 す る名 簿 の な かか ら， 組 合 長 が 本 部 執 行 委 員 会 の承 認 を え

て これ を 補 充 す る(規 約31条2項 参 照).

 委 員 の 選 任 に は慎 重 な配 慮 を して い る よ うに 思 わ れ る.初 代 の委 員 に つ い

て み る と，7名 の委 員 の うち3名 は ア メ リカに お け る三 つ の主 要 な信 仰 ，す

な わ ち ，ユ ダヤ教 ， メ ソジ ス トお よび カ トリ ッ クの 聖 職者 で あ り(各1名)，

ほ か は ， 黒人 の判 事 ， カ ナ ダ(人)の 判 事 ， 経 済 学 者 ， 大 学 の 学 監 で あ

る.(3)こ こに 大学 の学 監 とは カ リフ ォル ニア大 学 の クラ ー ク ・ヵ 一(Clark

Kerr)で あ るが ，か れ が 同大 学 の総 長 に 就 任 し委 員 を 辞 任 した と き， そ の後

任 に は ，女 子 の労 使 関 係 学 者 が 任 命 され た.な お ，初 代 事務 局 長 に は ， テ キ

サ ス大 学 法 学 部 教 授 で，本 稿 で もそ の論 文 を引 用 して い る オ ベ ラー(Walter

E.Oberer)が 選iばれ て い る.

 パ ブ リ ッ ク ・レヴ ュー ・ボ ー ドは ， そ の 職 務 を 行 うた め に 必 要 な 費 用 を

UAWか ら受 け る(規 約31条9参 照).し か し， そ の点 を 除 い て はUAW

か ら独 立 して い る， 委 員 の解 任 に つ い て も規 約 上 規 定が な く， した が っ て任

期 満 了 まで ， た とえUAWに 不 利 な判 断 を下 した 委 員 で あ って も辞 任 を 求

め られ る こ とは な い.(4)ま た ， そ の事 務 所 もUAWの 建 物 か ら 「セパ レイ

ト」か つ 「ア パ ー ト」 で な けれ ぽ な らな い と され て い る(規 約31条9項 参

照 〉.

(1) BROOKS， Impartial Public Review of Internal Union Disputes：Experiment

  in Democratic Self-1)iscipline 220HIo ST. L. J.64 at 92-93.
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(2)Brooks， Id. at 91-92， な お ， ア メ リカに お け る苦情 処理 に つ い て は 本 書 第4

  章4節 参 照.

(3)Amore Perfect Union， 一一The UAW Public Review Board. Why， How，

  UAW publication No.100 at 8-13.

(4) BROOKS， op. cit.， supra note l at 36.

4.パ ブ リ ッ ク ・ レ ヴ ュ ー ・ボ ー ドの 機 能

 ス テ ーパ ー(Jack Stieber)の 研 究(3)に よ る と， パ ブ リ ック ・レ ヴ ュー ・

ボ ー ドが 発 足 して か ら約2年 の 間 に， 同 ボ ー ドが 決 定 を下 した事 件 の数 は

29件 で あ る，そ の うち，本 部 執 行 委 員 会 の決 定 を支 持 した も のが23件 ， こ

れ を取 消 した ものが6件 あ る.パ ブ リ ッ ク ・レヴ ュ ー ・ボ ー ドが設 置 され る

ま で は，UAWの 大 会 だ け が 最 終 の判 断機 関 で あ った が ， そ こに お け る申立

事 件 の数 は1953年 ，1955年 お よび1957年 の3回 の大 会 を通 算 して30件

で ，そ の うち本 部 執 行 委 員 会 の決 定 が 取 消 され た の は2件 だ け で あ る.事 件

の 内 容が それ ぞ れ 異 る の で あ るか らに わ か に 断 定 で きな い が ，UAWの 大 会

に おい て も本 部 執 行 委 員 会 の決 定 を 覆 す こ とは 困 難 で あ り， よほ どの理 由 で

もな いか ぎ り， 申立 人 の主 張 が 認 め られ る こ とは 望 め な い ので は な い か.パ

ブ リッ ク ・レ ヴ ュー ・ボ ー ドの存 在 理 由が 浮 彫 りに され て くる よ うに 思 わ れ

る.

 いず れ にせ よ，発 足後 約2年 の うち に パ ブ リ ッ ク ・レヴ ュ ー ・ボ ー ドが取

消 した 本 部 執 行 委 員 会 の 決 定 は， 比 較 的 高 い 数 字 を 示 して い る とい え るが ，

これ はUAW内 部 に 腐 敗(corruption)が 存 在 した とか ， 民 主 的 手続 に 重大

な問 題 が あ る とい うこ とを 意 味 す る も ので は な い.と い うわ け は 本部 執 行 委

員 会 が 示 した 判 断 に つ き， パ ブ リ ッ ク ・レヴ ュ ー ・ボ ー ドが 実 体 上 の事 項 を

対 象 と してそ の 誤 ち を 指 摘 した 例 は ほ とん どな い とい っ て よい か らで あ る。

パ ブ リ ック ・レ ヴ ュー ・ボ ー ドが 問 題 に した のは ， 手 続 に 関 す る組 合 規 約 の

解 釈 ，お よび 「衡 平 と公 正 性 」(equity and fairness)の 見 地 か らみ る と問題
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がある規約上のいくつかの規定に関してである.(2)い ま，スティー一パーに従

い，この点に関する同ボードの決定をみ ると，次のとお りである.(3)

 (1) 公式の申立事件

 (一)第17号 事件(1958年9月30日 決定)(4) この事件は支部組合

における選挙に関するもので，本部執行委員会は，規約第31条6項 にもと

づき審査を行った結果，当該選挙には 「手続違背」(irregularities)が あると

し，再選挙を命 じた.こ れに対 して申立人(こ の選挙において当選 した者)

は，決定にあたった審査委員会は適法に構成 されていないと主張 し，その決

定の効力を争ってパブリック・レヴュー・ボー ドに救済を求めた.こ れを受

けた同ボー ドは，申立人の主張を認めて次のように判断した.す なわち，規

約第32条6項 に よれば，本部執行委員会が事件を審査す る場合は，委員の中

から3名 を選出し，その者がこれにあたることになっている.し かるに，本

件においては，3名 が選出されなが ら実際には2名 の委員に よって審査が行

われているから右規定に違反す ると。これに対 して本部執行委員会は，緊急

の場合には委員の一人が審査に参加しえないこともあ り，そのような場合に

は残 りの2名 が審査を行 うことが長年の慣行 となっていること，また，申立

人もかれに不利な決定が下 されるまでは，2名 の委員に よる審査に格別異議

を述べなかったことをあげて反論 したが，容れ られなかった.

 (二)第14号 事件(1954年4月30日 決定)(5) この事件も支部組合

における選挙に関するもので，選挙運動中に 「文書誹毀」(1ibe1)が行われた

として州裁判所に損害賠償請求の訴を起 した者が，そのことを理由に組合か

ら権利停止処分を うけ，その効力を争 ってパブ リック・レヴュー ・ボー ドに

救済を求めた.問 題は，組合内部における救済手続を尽すまで州裁判所へ提

訴することを禁じている規約第32条12項 が この事件に適用 されるかにあ

るが，パブリヅク・レヴs'一 ・ボー ドは，この規定の適用な しとして本部執

行委員会の決定を取消し，申立人の権利を回復 させた.そ の理由とするとこ

ろは，州裁判所への提訴を禁 じている規約の趣旨は，組合内部においてすで
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に係属 している事件に関して裁判所の判断を求める場合に限られるとい うの

であって，本件で問題となっている 「文書誹毀」については，組合内部にお

いて，いまだなんらの措置もとられていないからであるとい うのであった.

 (三)第19号 事件(決 定年月日不詳)(6) 支部組合の組合長ホワイ ト

(Russell White)が ， ミシガン州労働長官に指名 されたため組合長の辞表を

提出した。 ところが長官就任につき州上院の承認がえられなかったため，か

れは辞表を撤回した.こ れに対して，副組合長ほか数名の組合員は，組合長

の地位は，UAWの 規約およびその支部組合の規則によってすでに副組合長

がこれを継いでいると主張した.本 部執行委員会は，ホワイ トの辞表は支部

組合においていまだ正式に受理 されていないとして副組合長らの主張を退け

たが，パブリック・レヴュー ・ボー ドは，本部執行委員会の決定を次の理由

によって取消した.す なわち，①ホワイ トは，支部組合の要請に より辞表を

提出したが，かれは，そのとき支部組合長の地位を退いた.② 支部組合の規

則によると，正当の理由な く3回 以上支部組合大会に出席しなかった役員は

その役職を解かれることになっているが，ホ ワイ トはこれに該当する.③ ホ

ワイ トは，公に声明を発表して組合との関係を切断したと述べているが，こ

のことと，その後主張 している支部組合長 としての地位を保有 しているとい

うこととは矛盾する.

 (四)第12号 事件(1958年7月23日 決定)(?) この事件は，①規約

12条2項(b)に もとづき，支部組合を本部組合の管理下におき，10名 の支

部組合役員の職務執行を停止したこと，および② これ らの役員が，組合内部

の手続を履践せずに州裁判所に対 し本部組合が支部組合の事務に干渉してい

るとしてその差止命令の発給を求めたことを理由に規約32条12項 に違反す

るとして組合員資格を停止されたことに関する.申 立人の主張によれば，本

部執行委員会はUAWの 規約に違反し支部組合の自治に干渉 したこと， ま

た，それゆえに，自分たちが本部組合の指示に従わなかったことは正当であ

るとい う.か れらはさらに，支部組合を本部組合の管理下におき職務を停止
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する手続において，本部執行委員会は，規約違反を犯 し，申立人に公正な審

査を受ける機会を否認したと主張した.こ れに対 して，パブリック・レヴュ

ー ・tVド は，4対1で 本部執行委員会の立場を支持し，次のように述べ

た.す なわち，規約12条2項(b)に よれば，本部執行委員会がそのような

措置をとるためには，委員の3分 の2の 賛成がなければならない.し かる

に本部執行委員会は，25名 の委員のうちわずか9名 の出席によってこの処

分を行っている.け れども，規約上代理投票が認められているのであ り，本

件では，議事を開き議決を行 うに必要な定足数を充すだけの委任状が提出さ

れていた，従 って，本部執行委員会の決定に規約違反はない，と.ま た，パ

ブリック ・レヴs一 ・ボー ドは，同じく4対1で ，組合員資格の即時停止

処分を行 うために審問を行う必要はないと判断し，本部執行委員会の立場を

支持した.

 この事件で，マ ックリー判事(Judge McCree)は 反対意見を述べた・か

れによれば，代理人による投票が行われたとい う本部執行委員会の主張が正

しいとしても，本件において審査を行 うために必要な，規約12条12項 に

よって要求される定足数は充されていなかったとい う反論に対す る回答はな

い.ま た，定足数の問題はおくとしても，代理投票はこの種の準司法的審査

においては認められ るべきではない.と いうわけは，「事件を判断する老は，

その事件について審問を行わなければな らないとい うこと，反対に，その事

件について審問を行わない者は，その事件について判断することも認められ

るべきではないとい うことは基本的なことである.論 じられた手続を承認す

ることは，出席せず，従って，そのために審査にも参加 しなかった16名 の

委員か ら委任をうけた1名 の委員が，証拠を調べ，弁論を聞 くために出席し

ていた他の8名 の委員に，数の上で勝つことを認めることになるであろう.

このような結果 が不公正なことは，これ以上論説 を必要 としないであろう」

か らである.マ ックリー判事はまた，職務の即時停止処分について審問を必

要 としないと判断した多数意見に も反対意見を述べた.
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 こ の よ うな マ ッ ク リー判 事 の 意見 に 対 し， 多数 意 見 も敬 意 を表 し， 次 の よ

うな 意 見 を 付 加 した ・す なわ ち，厂結 論 に 到 達 す るに あ た って わ れ わ れ は ，準

司 法 手 続 に お け る委 任 に つ い て の 問題 点 ， お よび審 問 を行 わ な い で な され る

職 務 停 止 処 分 に つ い て の問 題 点を 認 識 す る・す で に 述 べ た とお り，わ れ わ れ

は， これ らの手 続 を肯 定 した が ， こ の事 件 お よび 他 の 同種 の事 件 の結 果 と し

て， 本 部 執 行 委 員 会 に これ を改 善 す る こ とが 望 ま しい とい う考 えが あ らわ れ

て く る こ とを信 ず る.」

 (2)非 公式 の 申立 事 件(informal complaints)

 規約 に従 って の手 続 を経 な い で パ ブ リ ッ ク ・レ ヴュ ー ・ボ ー ドに 持込 まれ

る事 件 も少 な くな い・ これ らは， 郵 便 ， 電 話 ， また は 訪 問 に よ って 申立 て ら

れ るが ， パ ブ リ ック ・レヴx一 ・ボ ー ドが 発 足 した1957年4月 か ら1958

年9月 ま で の期 間 に46件(1PRB Ann. Rep.8)，1959年10月 か ら1960

年9月 まで の期 間 に61件(3PRB Ann. Rep.29)，1960年10月 か ら1961

年9月 まで の期 間 に84件(4PRB Ann. Rep.30)，1962年10月 か ら

1963年9月 まで の 期 間 に32件(6PRB Ann. Rep.31)も あ る(1959年

10月 一 一1960年9月 ・1961年10月 一一一一一一一1962年9月 ， お よび1963年

10月 以降 につ い て は資 料 を もち あわ せ ない 。).い ま これ を 内 容 的 にみ る と
，

苦 情(grivance)の 処 理 お よび先 任 権 に 関 す る ものが 多 い，(8)

 パ ブ リ ッ ク ・レヴs ・fi ドが か か る事 件 を 処理 す る権 限 を有 す る こ と

に つ い て は規 約 上 根 拠 は な い(た だ し苦情 に つ い て は 規約32条9項(6)

参 照).け れ ど も， 同 ボ ー ドは この よ うな形 で組 合 員に 不 満 をぶ ち まけ させ ，

そ の解 消 を 図 る こ とは， 組 合 と組 合 員 に 対 す る貴 重 な サ ー ヴ ィス で あ り
， 同

ボ ー ド創設 の一 般 的 目的 に も合 致 す る とみ て い る.(9)そ の処 理 の 方 法 は
， 自

ら判 断 を下 して解 決 を 図 る とい うの で はな く， 事 務 局 長 が 事 件 の 内容 を よ く

理 解 し， そ の解 決 の ため に 必 要 な 手 続 を 申立 人 に 教 え ，場 合 に よ って は ，事

件 を本 部 組 合 長 の事 務 補 佐 に 回 付 す る と い う形 式 を と って い る.な お ， この

よ うな 回 付 は， 事 件 の実 体 に関 す る同 ボ ー ドの判 断 を含 む もの で は な い .C10)
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もし含むとす るならぽ，本部組合の判断はそれによって拘束される可能性が

あるといえよう.次 に，パブリヅク・レヴュー ・ボー ドへの非公式申立は濫

用 されることがある.す なわち，組合員の中V'は 規約所定の手続を履践せず

に直接ボー ドへ事件を申立て，それを直ちに本部組合の執行部へ回付しても

らおうとす る者がある.こ のような場合，事務局長はかかる 「仲介」をひと

先拒否 し，正規の手続に従って問題の解決を図るよう勧告 している.C11)

(1)STIEBEB， The UA W Public Review Board：An Examination and Evaluation，

  Contained in a Report to the Center for the Study of Democratic Insti-

  tutions(Fund for the Republic)entitled DEMOCRACY Axn PUBLIC REVIEW

  7at 12 (1960).

(2}  Id. at 13-14.

(3) Id. at 14-18.

〈4> 1PRB Ann. Rep.6，18-2ユ(1957-1958).

(5) 1PRB Ann. Rep.5，13-14(1957-1958).

(6} 1PRB Ann. Rep.7，(1957-1958).

(7) 1PRB Ann. Rep.5，15-18(1957-1958).

く8)BRO・KS， lmpartial， Public Review・flnternal Uni・n Di・putes・Exp・ 吻 ・nt

  in Democratic Self-Discipline，220HIO ST. L.1.64 at 90.

{9) 3RRB Ann. Rep.29，{1959-1960).

(10) STIEBEx， op. cit.， supra note 1， at 19.

{--)Bxooxs， op. cit.， supra note 8， at 90.

5.UAWの 反応

 パ ブ リ ヅク ・レ ヴ ュー ・ボ ー ドが 創 設 され た1957年 の第16回 大 会 か ら

2年 後に開催された第17回 大会において，UAWは 本部執行委員会の勧告

に もとづき，同ボー ドの存続 と任期を満了した6名 の委員全員の再任を，反

対意見 もなく決定 した.(1)し かし，本部執行委員会の委員のなかには2年 前

の創設の時 と異な りその存続に批判的な者があ りJそ のために右の勧告は全

会一致で行われたのではなかった.批 判の第一は，パブリック ・レヴュー ・
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ボー ドが，事件をあまりに 「技術的」「法律的」に処理する傾向があること，

第二に，；事件を 「衡平 と公正性」(equity and fairness)の 見地か ら処理する

ことにもっと注意を払 うべきであるとい うことにあった.そ して，そのよう

な立場にたってパブリック・レヴZ一 ・ボー ドを批判す る者は，右批判第一

の例として前掲第17号 事件をあげる.パ ブ リック・レヴュー ・ボー ドはな

ぜ事件の手続面のみを重視し，実体面に考慮を払わなか ったのか.ま た，そ

のような決定の結果，当該支部組合において行 う再選挙の費用を考慮に入れ

なかったのか，と.ま た第二の例 として，前掲第19号 事件をあげる.ホ ワ

イ トが組合長を辞任したのは，州労働長官に指名されたこと以外に理由がな

いではないか.そ うであるなら，かれが同長官就任を拒否されたときなぜ復

]職が認め られないのか，と.(2>

 このような批判にもかかわ らず，UAWの 大勢はパブリック・レヴュー ひ

レヴュー ・ボー ドの示 した判断ない し見解を尊重 し，それに従って組合規約

を改正するなどの方向をとったといえる.た とえば1959年 の組合大会ではr

次のような規約改正が行われている.(3)

 (1)第12号 事件などの決定に関連し，本部執行委員会の定足数を充す

ために委任状を用いることは許されないことになった.す なわち，改正され

た規約12条11項 によれば，本部執行委員会の定足数は， 同委 員会 の構

成 員の うち3分 の2が 現実に出席 していなければ充されない.た だ し，

UAWの 組合長が一定事項につき緊急に行動することが不可欠であると判断

し，そのために特別会を招集 した場合はこの限 りでなく，本部執行委員会の

8名 の構成員が出席す るならぽ定足数を充す とされる.な お，特別会は，75

パーセントの賛成があれば正規の委員会がとりうる手段を講 じることができ

る.し か し，この場合にはすべて，次の通常会において審査と確認とを うけ

なければならない.特 別会のとった手段Y'不 服な者は通常会による審理を求

め，さらにパプリヅク・レヴュー・ボード，または組合大会に救済の申立を

行 うことができる.
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 (2) 同 じく第：12号 事件などに関連 し，組合内部の救済手続を履践せず

に州裁判所へ訴を提起した者Yyつ いては，審問を行わず，即時に組合員資格

を停止しもしくは 除名することができるとい う規定を，規約から削除した.

したがって組合員がそ うい う行為を行った場合，審問を受けず，yその資格を

停止され，もしくは除名をされることはな くなった.

 以上のように，UAWは ，パブリック・レヴュー ・ボードの判断や意見を

回避せず， む しろこれに応 じて規約の改正を行ってきた.こ の点 に関 し，

「パブリック・レヴュー ・t一 ドの存在は， 規約のうちに 含まれるい くつか

の弱点を指摘 した.そ してそれは組合大会による規約改正によって補強され

てきた」 とルーサーがいい， さらにすすんで， 「その決定を通してわれわれ

は，われわれの行政的決定をそれに照 して評価するい くつかのコモン ・ロー

を構築す ることができた」(4)と述べていることは注 目して よいであろう.

'(1) STIBER
， The UA W Public Review Board： An Examination and Evaluation，

  Contained in a Report to the Center}'or the Study of Democratic Institutions

  (Fund for the Republic)entitled DEMOCRACY axn PUBLIC REVIEW，7at 27

  (1960).

{2)  Id. at 27.

〈3)  Id. at 28.

{4) Foreward to the Sixth Annual Report of the Public Review Board(1962-

  1963).

6. む す び

 1 パブリック ・レヴy`_'・ ボー ドは， もともとUAWと いう巨大な労

慟組合か ら不当な処分を受けた組合員もしくは下部機関の救済を主眼として

設置されたものである.UAWは ，「清潔で基本的には民主的」な組合なので

あるから，こういう機関は不必要であるという批判 もあったが，(1)創設後の

活動をみると，同ボー ドの覆した本部執行委員会の決定の数はUAWの 大

会が唯一の最終的救済機関であったときと比較すると高い割合を示 している.



     第2章 労働組合の統制処分と第三者による組合内審査制度     53

このことは，UAW内 部に腐敗が存在したとか，民主的手続に重大な問題が

あることを意味するものではないが，UAWの 如き組合においてもなお，そ

の構成員の権利に対す る不当な侵害が行われていることを明らかに したとい

うことができるであろう.

 2 パブリック・レヴュー ・ボー ドは， 本部執行委員会の決定を審査する

Lb'あたって・実体上の事項を対象としてその誤ちを指摘 したことはない・同

ボー ドが問題 としてとりあげたのは，手続に関す る組合規約の解釈，および，

r衡平と公正性」の観点から問題のある規約上の若干の規定に関 してであっ

た， このような態度は，UAW執 行部の一部から，事件の処理があま りに

厂技術的」「法律的」に過ぎるとか，事件を 「衡平 と公正性」の見地か ら処理

することにもっと注意を払 うべきであるの批判をうけた.け れども，UAW

の大勢は，パブリック・レヴュー ・ボー ドの示 した判断ないし見解を尊重 し，

それに従って組合規約を改正す るなどの方向をとったといえる.の みな らず，

同ボー・ドの判断ない し見解はrUAWの 行政的決定を，それに照 して評価す

るコモン・ローを構築 した」 とも評されている.ル ーサーによると 「UAW

のパブ リック・レヴュー ・ボー ドは，1959年 に創設 されて以来 〔6年を経た

今 日〕，すでに実験的段階を通過 し，UAWの 民主的伝統の実際的現実，かつ

不可分的一部 となった」(2)のである.

(1) STTEBER.， The UA W Public Review Board：An Examination and Evaluation，

  Contained in a 1～eport to the Center/bアthe Study o∫1)e〃zocratic Institutions

  (Fundノ'or the Republic：)entitled DEMoCRACY AN1)Pu肌IC REvlEW，17 at

  29 (1960).

(2) Foreward to the Sixth Annual Report of the Puzlic Review Board(1962-

  1563).
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第3章 組合活動 と しての リボ ン ・バッジの着用

1.問 題 の所在

 組合活動としての リボン等の着用は，近頃ずいぶん少なくなったのではな

いか.実 態を調査 してみたわけではないが，裁判例集や命令集を眺めている

と，そのように感 じる.そ れが当っているとして，そのわけは，おそらく労

使関係が全般的に安定 していることのほか，裁判所の見かたが昭和47年 ご

ろからリボソ等の着用に厳 しい形で転換し，それが判例の流れとして定まっ

たことにもあると考える.

 このような時期に，そしてまた， リボン戦術に関す る学者の研究も行き届

いている(安 枝英言申「リボン等着用戦術の正当性 と賃金請求権」労働判例399

号17-18頁 に文献 リス トがある.)い まの段階でこの問題をとりあげるのは，

従来，裁判所や労働委員会で争われることのなかったユニオン・バ ッジの着

用に関する事件がい くつかの地方裁判所や地方労働委員会に持ち込 まれ，そ

のうちの若干については，すでに判決が出，命令が発せられていることによ

る.い いかえれば， リボン等の着用については判例 ・命令がた くさん出てい

て裁判所 と労働委員会の考え方を知ることができるけれども，バ ッジについ

てはどう考えた らいいのか.組 合活動 としてのバ ッジ着用は， リボソ戦術に

いちぽん似ていると思われるのであ り，これに関する判例 ・命令をみてお く

ことが参考になるのではないか.リ ボン戦術の問題を本稿で検討するのは，

実はそのように考えるか らであ り，その限 りでのことである.

 バ ッジ着用の問題を検討す るにあたっては，もう一つ参考になるものがあ

る.そ れはアメリカの判例 ・命令である.と い うのは，アメリカでもリボソ
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やバ ッジの着用問題が労働委員会と裁判所で争われているからである.た だ，

日本の場合とは逆に，アメリカではバ ッジの着用が先に問題 とな り，その取

外 し命令に従わなかったことを理由に処分を したことなどが不当労働行為に

な るのではないかが争われた.リ ボンの着用について問題になるのはその後

のことであって，その数は少ない.こ のようなわけだから，アメリカの判例・

命令をみてお くことが，本間を考察するうxで なにほどか役立つと思われる

のである.

 以下アメリカの命令 と判例を検討することから始める.

2.ア メ リカにお けるバ ッ ジ ・リボ ン等 の着 用 に関 す る判 例 と命

  令

 ア メ リカの全 国 労働 関 係 局(National Labor Relations Board， NLRB)

お よび 連 邦 裁 判 所 に よ る と，バ ッジ等 ，組 合 の標 章 くunion insignia)を 着 用

して勤 務 す る こ とは全 国労 働 関 係 法(National Labor Relations Act)7条

に基 づ く被 用 者 の権 利 で あ る.も っ と も， そ の権 利 は 無 限 界 約 に 行 使 し うる

もの で は な く， 使 用 者 の もつ 職 場 秩 序 維 持 等 の権 限 との 関 係 で 調 整 が 図 られ

な け れ ば な らな い ， と され て い る.

 い ま これ を，い くつ か の 判 決 と命 令 に 即 して 具 体 的 に み てみ る と，Repub・

lic Aviati◎n Corp.事 件 に 関 す る最 高 裁 判 決(Republic Aviation Corp.

v.NLRB，324 U. S.793(1945))が な ん とい って も一 番 重要 な意 味 を もつ.

この事 件 は ，3人 の被 用 者 が ， 取 外 しを要 求 され た後 も， 工 場 内でPAW-

CIO(1)の 職 場 委 員 ボ タ ソ(union steward button)を 着 用 してい た と の理 由

で解 雇 され た もの で あ る(他Y'も 論 点 は あ るが 省略).

 会 社 に よ る と，組 合 は 当時 ，被 用 者 の正 当 な代 表 者 で なか った.し た が っ

て工 場 内 で職 場 委 員 に ボ タ ンの着 用 を 許せ ば ，会 社 は職 場 委 員に 会 社 との交

渉 に お い て 被用 者 を 代表 す る権 限 を承 認 した ， とい う こ とに な る.こ れ は組
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合 に 関 す る事 柄 に 厳 正 に 中 立 で あ るべ き使 用 者 の政 策 に 抵 触 し， 会 社 の現 在

の苦 情 処 理 機 構(grievance system)に 干 渉 す る も ので あ る一 一一会 社 は 以 上

の よ うに 主 張 した.

 これ に 対 してNLRBは 次 の よ うに 判 断 した.す なわ ち 「わ れ わ れ は 職 場

委 員 の ボ タ ン着 用 を も っ て，そ の組 合(union in question)を 被 用 者 の代 表

と して是 認 また は 承 認 した あ らわ れ で あ る とは 考 え な い ， そ の こ とは， と り

わ け 本 件 の よ うに ，工 場 内 に 競 争組 合 が な い場 合 に い え る こ とで あ る.さ ら

に ， 被 用 者 が 職 場 委 員 の ボ タ ンを そ の よ うに理 解 した り， また 工 場 内 に お け

る職 場 委 員 の 外 見 が ， 会 社 の 苦情 処 理 手 続 の正 常 な運 営 に 影 響 を 与 え る と理

解 してい た とい う記 録(record)は な い.他 方 ， 作 業 中 ， 組 合 の標 章 を着 用

す る被 用 者 の権 利 は 合 理 的 で 正 当 な(legitimate)も の と して 承 認 され て き

た.よ って 会 社 が そ の 権 利 を 奪 うこ とは 明 らか に 〔全 国 労 働 関 係 〕 法 に 違

反 す る.」

 こ の判 示 が連 邦 最 高裁 判所 で支 持 され た の で あ る.そ の後 ， 控 訴裁 判所 に

お い て で あ るが 「組 合 の標 章 の 着 用 は ，〔全 国 労働 関 係〕法 第7条 の保 障す る

自主 的 団結 権 を 伸 張 させ る もの で ， 保護 され た 活 動 で あ る と 判 断 され て き

た 」 と述 べ た 判 決 も出 て い る(NLRB v. Power Equipment Co.，313 F.

2d 438(6th Cir.1963)).そ して， NLRBと 裁 判 所 は ボ タ ソに 限 らず ，組 合支

持 を 示す 組 合 ク リ ップの つ い た 鉛筆(pencils with union clips)や バ ッジ

(Serv-Air Inc. v. NLRB，395 F.2d 577(14th Cir.)， cert， denied，393

U.S.840(1968))， さ らにTシ ャ ツ(Publishers Printing Co. Inc.，246

NLRB 206(1979))な ど も組 合 の標 章 と して認 め た.

 も っ と も， 前 述 の よ うにNLRBも 裁 判 所 も， 組 合 の標 章 を着 用 す る権利

を 無 制 限 に認 め るわ け で は な い.職 場 の秩 序 を 保 持 す る使用 者 の権 限 等 との

均 衡 が 図 られ な け れ ば な らな い と ：NLRBお よ び 裁 判 所 は 説 く の で あ る

(Peyton Packing Co. Inc.，49 NLRB 828(1943)お よび 前 掲Republic

Aviation Corp.事 件 に 関 す る最 高 裁 判 決).そ う して そ の均 衡 は， 「特 別 の
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事 情 」(special circumstances)が あ る場 合 に の み着 用 の禁 止 を認 め る こ と

に よ って 図 られ る とい う.い いか えれ ば ，「特 別 の事 情 」が あ れ ぽ，保 護 され

るべ き活 動(aprotected activity)と して の組 合標 章 の着 用 も保護 を受 け な

い 活 動 に 転 化す る とい うの で あ る.

 で は ど の よ うな 場 合 に 「特 別 の事 情 」 が あ る とい え るの か.こ の こ とにつ

い て は次 の よ うに ま とめ てい る判 例 が あ る(Pay'n Save Corp. v. NLRB

641F.2d 697(9th Cir.1981)). r① 標 章(insignia)が@被 用 者 の不 和 を

を あ お り， ⑤ 被用 者 の 安 全 を 危 く し，⑥ 機 械 や製 品 を損 ね る場 合.② ⑨ 高 度

の集 中 力 を 要 求 され る作 業 で あ るの に ， そ の 集 中 を妨 げ る よ うな場 合， ⑮ 公

衆p> 定 のイ メ ー ジを 投 影す る必 要 が あ る場 合 」(① は ：NLRBの 命 令 ，② は

裁 判 例).

 本 稿 の ね ら うバ ッジ着 用 問 題 に 関 係 の あ りそ うな場 合 を ，判 例 集 と命 令 集

か ら も う少 し引 き出 して み る と， ① ⑨ に あ た る 例 と して， 「ス キ ャ ッ プに な

るな 」 とか 「フ リー ・ライ ダ ー(交 渉 単 位 内 の 非 組 合 員 被用 者 〉 に な るな」

と書 か れ た ボ タ ンを 着 用 す る こ とに よ って 他 の 被 用 者 を 激 怒 さ せ たCater・

pillar Tractor Co.事 件(Caterpillar Tractor Co. v. NLRB，230 F.2d

35?(7th Cir.1956)， ②③Y'あ た る例 と して ， エ レク トロ ニ クス 関 係 の組 立

工 場 に お い て ，並 は ず れ て大 きい “vari-vue”(さ ま ざ ま な色 に み え る)ボ タ

ンを 着 用 した 場 合 ， ② ⑮ に あ た る例 と して ， 病 院 で 患者 に 悪 影響 を与 え る よ

うな 場 合(George J. London Memorial Hospita1，238 NLRB 704(1978))

な どを あげ る こ とが で き る(後 に も う一 例 を あ げ る).

 と こ ろで 組 合 の標 章 に 関 す る事 件 は ， 労 働 組 合 を結 成す る た め に 行 わ れ

』た 会 社 構 内で の 厂勧 誘 行 為 」(solicitati
on)と か 文 書 配布 に 伴 って起 きた も

の が 多 い.も と よ り組 合 が 結 成 さ れ た あ と， 団 体 交 渉 が 行 わ れ る段 階 で争

い が 生 じた 例 も あ る.Holladay Park Hospital事 件(Holladay Park

Hospital and Oregon Nurses Association， Inc.，262 NLRB 26(1982))は

そ の例 で あ っ て， そ こで は ボ タ ン と リボ ソの 着用 が 問題 とな って い る.



58          第1部 労 使関係の比較 法的研究

 リボ ソが 問題 に な っ て い るか ら こ の事 件 を み て お く と， こ の事 件 で 病 院 は

看 護 婦 に対 し， 職 業 上要 求 され る責 任 基準(aprofessional standard of

accountability)に 合 致す る制服 の着 用 を 求 め る規 定 を設 け て い た・ と ころ

が 協 約 交 渉 が 始 ま る と看 護 婦 た ち は制 服 に 組 合 ボ タ ソを 着 け て 勤 務 し始 あ た.

ボ タ ンは直 径11/4イ ン チ(1イ ンチ は2.54セ ンチだ か ら，3.2セ ンチ 弱)の

円形 で， 白地 に 青 色 でRNs'ノONAと 書 か れ て い た(RN'sはRepresented

Nursesの 略. ONAはOregon Nurses Associationの 略).

 使 用 者 は こ の ボ タ ン の着 用 に 異 議 を 挾 まな か った.し か し， そ の 後 ， 交 渉

に 進 展 が み られ な か った こ とか ら， 被 用 者 た ち は リボ ン の着用 を 決 議 した.

それ に基 づ き数 名 の看 護 婦 が リボ ンを 着 け て勤 務 に 入 った.リ ボ ンは 横31/2

イ ンチ，縦21/2イ ン チ の蝶 形.色 は 黄 色 で ，前 述 の ボ タ ソのす ぐ下 に ピ ンで

留 め られ てい た.リ ボ ソに は 文 字 等 の記載 は な か った.こ れ に対 して使 用 者

は 「患 者 と医 師 を 労 使 紛 争 に 巻 き込 む の を 避 け る ため 」， そ の取 外 しを命 じ

た.そ こに紛 争 の も とが あ っ た・た だ し，看 護 婦 が 取 外 し命 令 に 従 った ので ，

リボ ン着 用 を理 由 とす る処 分 等 は 行 わ れ な か った.

 NLRBで 争 われ た 点 の 第1は ，本 件 リボ ンは組 合 の標 章 か ， とい う こ とで

あ った(リ ボ ンに 文 字 等 の記 載 が なか った こ とに 注 意)。 そ うな らば組 合 の標

章 に 関 す る先 例 の適用 が 問 題 に な るわ け で あ る.AJL(Administrative Law

Judge(行 政 法 審 判 官)一 一か つ て のTrial Examiner. Trial Examinerに

関 しては ，三 藤 正 厂審 問 官 制 度 につ い て」不 当 労働 行 為 の諸 問題151頁 以

下 参 照)は 消 極 に解 した が ，NLRBは 次 の よ うに述 べ て これ を覆 した.す な

わ ち ， 当 事 者 は す べ て ， こ の黄 色 い リボ ンを 「組 合支 持 の し る し」(indica-

tion of support for the Union)と 受 け とめ ，被 用 者 は これ を 「団体 交 渉 に

お け る組 合 の立 場 を 支 持 す る シ ン ボル 」(symbols of their support for the

Union's bargainning position)と して着 用 す る こ とを 決 議 して い た ， と.

 こ の よ うに 述 べ てNLRBは ， リボ ソの着 用 を組 合 の標 章 と認 め た.そ う

す る と， 病 院 は 「特 別 の事 情 」 が な け れ ば取 外 しを命 ず る こ とは で きな い こ
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とになるが，本件ではどのような場合に 「特別の事惰」があるといえるのか。

このことにつき ：NLRBは ，使用者による服装規制の動機が 「患者の健康 と

福祉に対する純粋な関心」にあ り，かつ 「看護婦の衣服になにかを着け るこ

とに関する長年の規制を差別的に実施したという証拠がない」場合に 「特別

の事情」があるといえると判示 した.NLRBは ，この基準の適用にあたって

もA：LJの 結論を覆し，「特別の事情」は認められない と判断 した・そのわけ

は，第1に ，組合の標章の うち， リボンという特定のものだけが着用を禁止

されたのだから服装規程は差別的な仕方で施行されたといえること，第2に ，

被用者は従来，制服にさまざまな物，たとえばクリスマスには赤色の，また

クリスマスと聖バ トリックの日にはみ どりの リボンの着用が認め られてきた

が，それらを制服に着けた場合，本件の黄色の リボンの着用 と比較すると，

控え目にいっても同じくらいに目立つものであること，以上である。要す る

に，本件 リボンは組合の標章である.従 って使用者の取外 し命令が認め られ

るためには 「特別の事情」がなければならないがそのような事情は認め られ

ない，というのがNLRBの 見解である.

 か くして法律上の結論(conclusion of law)は ，次の2項 目を含む ことに

なった.ｫ1「 被申立人は被用者 に対し勤務時間中，組合の標章としての黄色

い リボソの着用を禁止す ることにより，〔全国労働関係法〕8条a項1号 に

違反した」.(2)「 被申立人は組合に事前通告をせず，または組合 と協議をす

ることな く，……被用者に対し勤務中組合の標章の着用を認 めて きた慣行

(past practice)を 一方的に変更することによって 〔全国労働関係法〕8条a

項5号 に違反した」.

 以上，アメリカの労働委員会 と裁判所は組合標章の着用をどのようにみて

いるかを概説した.そ こでは，組合バ ッジは取立てて問題 とされ ることはな

カ・っナこといえよう.

 これでアメリカにおけるリr%}：ン・ノミッジ等の着用についての検討を終わ り，

眼をわが国の リボソ等に関す る判例 ・命令に転ず ることにする.
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(1)か つてAFLとCIOと は独立 した ナシ ョナ ル ・セ ソターで あった. UAWは

  全米 自動車労働組合 などと訳 され ている.従 って，uaw一 一一cooと は， CIO加

  盟 の全米 自動車労働組合の意で ある.

3・ わが国におけるリボ ン着用 に関する判例 と命令

 1 わが国の場合もアメリカと同様，まず労働委員会で リボン等 の取外し

命令ないしその拒否を理由とす る処分等の不当労働行為性が争われ，命令の

取消しを求めて行政訴訟に持ち込まれた場合がいくつもある.し かしわが国

では労働委員会を通 さず，いきな り裁判所へ提訴 し，処分等の不当性を争 う

道が開かれてお り，その道を歩んだ例 も数多 くある(盛 盛吾 「判例 ・命令に

み るリボン闘争の正当性の判断基準」季刊労働法125号82-83頁 ；安枝英詳

「リボン等着用戦術の正当性と賃金請求権」労働判例399号19-20頁 号参照).

いま， リボソ戦術に関するわが国の判例を概観すると， リボン戦術の正当 ・

不当の判断基準は，昭和47・48年 が節 目となって変化 している(表 一1).

 節 目になる判決は，国鉄青函局事件判決(表 一1参照)で ある.第__..判 決

(労民集23巻3号347頁)は ， リボン着用の正当性の判断基準を詳細に説

いた うえで処分の不当労働行為性を認めたが，第二審はこれを覆えした.こ

               表一1

_上 墨 」t.…危.⊥毅 坐童⊥ 年 崩}1「 醇… 蓚 
1

2

3

4

5

“
6

7

8

9

灘 郵 便 局 事 件

中 日 放 送 事 件

   同 上

青 葉 学 園 事 件

国 鉄 青 函 局 事 件

   同 上

神 田 郵 便 局 事 件

ホテル・オークラ事件

   同 上

神 戸 地

名古屋地

名古屋高

東 京 地

函 館 地

札 幌 高

東 京 地

東 京 地

最 高 ㈲

半

半

半

半

半

…
半

半

半

半

昭42・4・2

42・12・8

44・1・3

44・6・5

47・5・19

48・5・29

49・5・27

50・3・10

57・4・13

仮処分

②の控訴審判決

⑤の控訴審判決

不当労働行為救済
命令取消請求事件

⑧の上告審判決
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の第二審判決(労 民集24巻3号257頁)は 判例の流れを変えたことで重

要な意味をもつ.事 件のあらましは次のとお りである.

 〔事実〕 昭和45年 の春闘の際に，「大幅賃上げを闘いとろ う.16万5千

人合理化粉砕」と書いた縦10セ ソチ，横3.5セ ンチの黄色の リボソを制服

の左胸に着用 して勤務 した国労青函地本の組合員が，当局の再三の取外 し指

示にもかかわ らずこれに従わなかったため，訓告処分を受けた.上 記組合員

らがこの処分の無効確認と損害賠償を訴求したのがこの事件である.

 〔判旨〕 函館地裁の判断は次のとお りである.(1)ま ず リボン着用行為と

職務専念義務との関係について次のようにい う.「国鉄職員である原告らは，

日本国有鉄道法第32条 の規定をまつまでもな く労働契約の内容として職務

専念義務を負担 しているものであるから，勤務時間中組合活動を行 うことは

原則 として右職務専念義務に違反するものとして許されない.」「しかしなが

ら，労働者の職務専念義務 とは，使用者から要請されている一定の精神的な

い し肉体的活動力を完全に提供すべき義務を意味するにすぎないと解すべき

であるか ら，ある行為がこの義務に違反するかどうかは，それが勤務時間中

の組合活動か否かに よって一律に決せられるべきものではな く，当該行為の

性質内容を具体的に検討 した うx， 労働者が当該行為をなすことによってそ

の精神的ないし肉体的活動力を完全に提供 しなかったことになるのかどうか

に よって判断すべきである.従 って勤務時間中の組合活動であっても，右の

意味で労働力を完全に提供 していると評価 され るときには，何ら職務専念義

務に違反していないというべきである.」 本件 リボン着用 については 「これ

を制服等に付けることによって一切の有形的行為を終了 しその後は格別の行

為を必要 としないものであるから，該 リボンに記載 された文言の内容にかか

わらず当該職種に要請 される労務に精神的，肉体的に全力を集中することが

可能であ り，職務専念義務 と両立 し得ないものと解す ることはできない.」

 (2)次 に，服装規定との関係について以下のように判示す る.す なわち，

「国鉄の職員に対 しては，その勤務中の服装について種々の規定……が設け
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られてお り，原告ら現場の職員に対し制服……を着用 し服装を整えて勤務す

ることが命 じられていることは当事者間に争いがない.」「ところで，使用者

が労働者の服装に関 してなす規制は，労働者の労務提供義務の履行の態様を

定めたものと解されるから，服装の規制が許されるのは，それが使用者の業

務の遂行上合理的な理由がある場合に限られるのである.そ して，合理的な

理由の有無は，使用者の業務の性質や内容および当該労働者の職務内容につ

いて十分考慮して判断すべきことはもちろんであるけれ ども，このような点

を考慮してもなおなんらの合理的な理由がないのに服装の規制をなすことは

許されない.」「被告は右服装の規制をなす 目的ないし必要性について，(1)国

鉄の性格が公共の福祉を増進す ることを目的としているため，その職員も公

共の福祉のために勤務し，公正中立かつ品位を保持 して執務することが必要

であるため」「(2)職員が職務の執行する場合，旅客公衆に対 し，国鉄職員で

あることを識別させると共に，不快感をあたえないため」r(3)職 員が執務す

る場合，制服を着用 し服装を整えることに よって……職務に対する認識心構

えができ，そのため注意力が集中され，それによ り列車 〔等〕の運行の安全

が確保され ると共に，自己の身体の安全をも保持できるため」「等であると

主張 し，……当裁判所 も被告の主張を相当と認める.… …そこで，被告の主

張に即 して本件 リボンの着用が右 目的ないし必要性に反するか否かを検討す

る・」

 「まず第1に ，「公正中立」および 「品位の保持については，……原告らの

勤務箇所および職名か らうかがわれる職務の内容に鑑みるときは，……本件

リボンの形状，大きさ，内容からみて，本件 リボソ着用によって原告らに要

請 されている 「公正中立」および 「品位」が害され，またはおそれぽあるも

のとは到底いえない.」 「第2に ，……本件 リボン着用によって国鉄職員であ

ることの識別に支障を来すものとは考えられない.ま た，旅客公衆に対する

「不快感」 の点についてみると， ……原告 らの職磅の内容，本件 リボンの形

状，大きさ，内容からみて通常の健全な社会的感覚を有す る者Y'本 件 リボソ
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の着用が不快感を与えるものとは考えられない.も っとも，多数の旅客公衆

の中には不快感を抱 く者がいるであろ うことは否定できないけれ ども，その

不快感は労働組合やその活動に対する個人的悪感情を原因とす るものであろ

うと考えられる.し かしそのような現代の正当な労働法感覚に反す る悪感情

からくる不快感はなんら考慮すべきではない.」「第3に 諸hの 『安全の確保』

については，ただ注意力の集中の点で問題とな りうるが，これが余 りに も抽

象的な危険性であることは，さきに職務専念義務違反の判断において述べた

とお りであ り，これをもって 本件 リボンの着用を禁止す ることは許容 し難

い・」

 この判決は控訴審で覆えされ，その控訴審判決が リボン戦術に関する判例

の流れを切 り替えるポイントになったことは先にも触れた.札 幌高裁(昭 和

48・5・29判 決)の 説 くところは，概ね以下のとお りである.

 〔判決〕 (1)ま ず職務専念義務との関係について次のようにい う.す なわ

ち 「国鉄職員が勤務時間中に職務の遂行に関係のない行為または活動をする

ときは，通常はこれによって当然に職務に対する注意力がそがれるから，か

かる行為または活動をす ることは，原則 として職務専念義務に違反する」が

「その行為または活動が職員の職務に対する精神的，肉体的活動力の集中をな

んら妨げるものでないと認められる特別の事情がある場合に限 り，その行為

または活動は違法の評価を免れることができる.そ して，かかる特別の事情

の存否は，その行為または活動の性質，態様等を総合 して判断すべきもので

あるが，特別の事情があるとす るためには，その行為または活動が職員の職

務に対す る精神的，肉体的活動力の集中を妨げないことが確定される必要が

あ り，その行為または活動が職員の右活動力の集中を妨げるおそれが存する

ときは，特別の事情があるとい うことはできない.」 上記の見地から本件 リ

ボン着用が職務専念義務に違反す るかどうかを検討す ると，「被控訴人らは，

本件 リボンを着用す ることにより，勤務に従事 しなが ら，青函地本の指令に

従い，国労の組合員として意思表示をし，相互の団結 と使用者yr対 する示威，
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国民に対する教宣活動を していたものであり，……勤務の間中，組合員相互

に本件 リボンの着用を確認 し合い，これを着用 してしない組合員には着用を

指導していたものであって，本件 リボソの着用が精神的に被控訴人らの活動

力の職務への集中を 妨げるものではなかったとは到底認 めることはできな

い.」「よって，被控訴入 らが勤務時間中本件 リボンを着用 したことは，職務

専念義務に違反す る.」

 (2)続 いて服装規程との関係について以下のように判示する.す なわち，

「旅客公衆は国鉄職員であることとその職員の職務の内容を職員の制服 と制

服に着用された腕章，徴章等によって識別するのであるから，国鉄職員が着

用するリボン，プレー ト等はその職務に関するものと考えることは当然であ

り， したがって，国鉄職員が制服の上に職務と無関係の リボン，プレー ト，

腕章等の記号を着用するときは，いたずらに誤解，混乱を招くおそれがある

か ら， これを禁止す ることについては十分の根拠があるものである.ま た本

件 リボソは，前記のとお り組合活動 として着用されたもので，その内容は組

合の要求を記載 したものであるところ，……被控訴人ら国鉄職員がこれを着

用 して勤務していることに対 し旅客公衆の中には不快感を抱 く者があること

は十分予想される.」その不快感は 「本件 リボンの内容である国労の要求内

容に対する不満にあるのではなく，被控訴人 らが職務に従事 しなが ら本件 リ

ボソを着用して組合活動をしているその勤務の仕方に対す る不信，不安に よ

るものであるときは，国鉄が公共の福祉の増進を目的とす る公法人で，その

資本は全額政府が出資 していることを考えると，右の趣 旨の旅客公衆の不快

感は十分理由があるものであって，これを単なる反組合的感情にす ぎないも

のということはできない.」さらに，国鉄内には，国労と対立関係にある鉄労

があ り，「本件 リボソの着用が鉄労組合員その他組合未加入者に心理的な動

揺を与え，……国労の組合員の中にも指令に反 し本件 リボンを着用 しなかっ

た者が相当数あったことが認められるが，これ らの者にも精神的な重圧 とな

ったことも十分考えられ，……不要に職場の規律，秩序を乱すおそれのある
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ものというべきである.」「よって，本件 リボンの着用は，控訴人の服装に関

する定めに違反する.」

 (3) また職場内慣行との関係については，厂控訴人が リボン闘争を容認

したことはな く本件のような リボソの着用が職場内慣行 となっていた と認め

る余地はない.」

 〔2〕 判例の流れが変わったその中で， リボン戦術を指導 したことを理由

に組合員を減給処分および譴責処分に付 したホテル 。オークラ事件の判決が

東京地裁から出た(昭50・3・11(労 民集26巻2号125頁)).こ の判決は

i控訴審…において全面的に引用 され維持 されたが(東 京高判昭52・8・9(労 民

集28巻4号363頁))， 最高裁は次のように判断した(三 小昭57・4・13

(民集36巻4号659頁))・ 「本件 リボン闘争について原審の認定 した事実の

要旨は，参加人組合は，昭和45年10月6日 午前9時 から同月8日 午前7

時までの間及び同月28日 午前7時 から同月30日 午後12時 までの間の2

回にわた り，被上告会社の経営するホテル ・オークラ内において，就業時間

中に組合員たる従業員が各 自r要 求貫徹』又はこれに添えてrホ テル労連』

と記入 した本件 リボンを着用するとい うリボン闘争を実施し，各回とも当日

就業 した従業員の一部の者(950な いし989名 中228な い し276名)が こ

れに参加して本件 リボンを着用したが，右の本件 リボン闘争は，主として，

結成後3ヵ 月の参加人組合の内部における組合員間の連帯感ない し仲間意識

のs揚 ，団結強化への士気の鼓舞 という効果を重視 し，同組合自身の体造 り

をす ることを目的 として実施 された ものであるとい うのである.」

 「そ うす ると，原審の適法に確定した事実関係 のもとにおいて， 本件 リボ

ン闘争は就業時間中に行われた組合活動であって参加人組合の正当な行為に

あたらないとした原審の判断は，結論において正当として是認することがで

きる.原 判決に所論の違法はなく，右違法のあることを前提とする所論違憲

の主肇は，失当である.論 旨は，探用することができない.」

 この最高裁判決は原審の示す結論を正当としている.そ のことははっきり
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しているけれども， 原審 のい うリボン闘争の 「一般的違法」 と 「特別違法」

性に関する判断の双方を是認 したのかは明らかでない.論 者のなかには，r一一

般違法」 と 「特別違法」に関する原審の判断を両方とも支持したのだとい う

者がある.一 方，次のように読む学者もある.す なわち 「判旨に現われたか

ぎ りでは，労務供給，労働の成果にさしたる影響のない リボン闘争までも正

当な組合活動 と認めえないとす る趣旨と読むことは，やや無理 とい うべきで

あろう.む しろ，第一審判決が特別違法性 として指摘 したような一流ホテル

における従業員の接客勤務態度V'対 する要請 からみて，r就業時間中に行わ

れた組合活動』 として正当な行為に当らないとしたものと読むべき」だ とい

・う学者 もある(花 見忠 「リボソ闘争の正当性一一一ホテル ・オークラ事件最高

裁 判決」ジュリス ト771号66頁).

 この判決は，これを一体どう読んだらよいのか.そ の読み方いかんで本稿

のめざす 厂バ ッジ」着用に対する処分等の正当性判断にちがいが生 じる可能

性がある.そ こで以下，それぞれの理解にたったらどう判断されるか，いわ

ば二本建てで検討 してみようと思 う.(1)

 なお，もう一つ，ホテル ・ナークラ事件に関して注意 しておいたほうが よ

いことがある.そ れは，この事件におけるリボソ戦術は，労働組合が結成 さ

れて3ヵ 月経ったところで行なわれたもので，この組合にとって，それが初

め てのケースだとい うことである.従 って リボン戦術が慣行化している場合

に まで直ちにこの判示を適用できると解しうるかについては疑問があるので

ある.

1(1) この判決には伊藤正己裁判官 の補足意見が付せ られてい るが， 多数意見 との関

  係は必ず しも明らかではない.多 数意見につい ての二つ の読み方の うち前老に

  従 えば， 補足意 見は 厂一般 的違 法」性 を是認 せず， 「特別違 法」の 点で 多数意

  見を補足 し， それ と結論を共にす る もの， とい うことにな るであろ う.こ れに

  対 して後老Yyよ る と，補足意見は現 由づけ の点 で多数意見を全面的に補強す る

  意味 を もつ， とい うこ とになる と考 える，補足意見 は次 の とお りである，

   「就 業時 間中の 組合活動は 使用者の 明示又は 黙示の 承諾が あるか又は労使の
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慣行上許 されてい る場合のほかは認め られない とされてい るが， これは ，労働

者 の 負 う職務専念義 務……に 基づ くもの とされ ている」 「労働 者の職 務専念義

務を厳 しく考xて ， 労働老は， 肉体的であ ると精神的であ ると問わず ，す べて

の活動 力を職務 に集 中 し， 就業時間 中職 務以外 のこ とに一切注意 力を向けては

な らない とすれ ぽ，労働者は， 少な くと も就業時間中は使用者Y'い わば全人格

的Yy従 属す ることとなる.私 は， 職務専念義務 といわれ る もの も，労働老が労

働契約 に基 づ きその 職 務を誠実に 履行 しなければな らない とい う義務 であ っ

て， この義務 と何 ら支障 な く両立 し，使用者の業務を具体的に阻害す ることの

ない行 動は， 必ず しも職務専念義務に 違 背 する ものではない と解 す る.そ し

て，職 務専 念義務に違背す る行動にあた るか ど うかは，使 用者の業務や労働者

の職務の性質 ・内容 当該行動の態様 な ど諸般の事情を勘案 して判断 され るこ

とにな る.」 この事件につい ては， 「原審が…… リボ ン闘争 の特別違法性 と して

説示す るところは是認す ることがで き， したが って， 本件 リボ ン闘争は，参加

人組合の組合員た る労働者の 職務を誠実 に履行す る義務 と両立 しない もので あ

り， 被上告人の経営す るホテル の業務に具 体的 に支障を来たす もρ と認 められ

るか ら， それは就業時間中の組合活動 としてみて正 当性 を有す る もの とはい え

ない.」

4.わ が国 にお け るバ ッジ着 用 に関す る命 令 ・判例 の検討

 1 リボソに関する上記のような判例の流れのな かで，最近勤務時間中の

組合バ ッジ着用に対 し，その取外 しの求めに応じなかったことを理由に懲戒

処分を受けた り，一時金を減額されたことが事件化 した.い ずれも，国鉄な

いしいわゆるJRに 関するもので，例えば次のような事件がある.

 ①国鉄鹿児島自動車営業所事件(鹿 児島地判昭63・6・21)

 ②JR東 海事件(東 京都地労委平元 ・2・1>

 ③JR東 日本事件(神 奈川地労委平元 ・5・15)

 ④JR東 日本事件(岩 手地労委平元 ・6・17)

 上記3つ の労働委員会受令は，いずれ も不当労働行為の成立を認めている.1

被申立人会社は，②および③の命令について，その取消 しを求めて地裁へ訴
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訟を提起 し，現在それぞれ東京地裁，横浜地裁に係属中である.④ に関 して

は中労委に再審査が申立てられている.以 下，JR東 海事件を中心に検討す

る.

 JR東 海事件は会社から組合バッジの取外しを求められた国労組合員がこ

れに応Lな かったため，就業規則に違反するとして 「厳重注意」を受け，夏

期手当を減額支給されたことに関す る.バ ッジは，：NRUと 記された縦1・1

センチ，横1，3セ ソチの四角形で，これを 制服の 襟に着けて勤務していた

(国鉄時代と同じ).果 して 「厳重注意」と「夏期手当」の減額支給が不当労働

行為を構成するものか.都 労委の判断は次のとお りである.正 確を期す るた

め都労委の 「判断」部分を全文掲げる.

〈都労委の判断〉

「(1)① 企業が正常な職場規律の確立や業務の円滑な遂行のために従業員

  の服装を規制し，胸章，腕章や服飾類の着用を禁止し或いは制限す る旨

  を一般的に就業規則に定めることは別に異とす るに足 りない.

 ② ところで，組合パ ヅジは，組合員が当該組合員たることを顕示 して組

  合意識をたかめ，ひいては組合の団結保持に資す る目的のもとに着用す

  るものであるから，組合パ ヅジの着用行為は，それによって職場規律を

  乱 し，または業務運営の妨げとなる等のことが認められない限 り，正当

  な組合活動 ということができる.

   なお，・一般に就業規則等に，就業時間中の組合活動の禁止規定が多く

  見かけられるが，一概に組合活動といっても職場規律を乱すこともなく，

  または業務運営の妨げ ともならない上記バ ッジ着用行為のような組合活

  動 まで禁止す る必要はないと考えられるから，このような行為に対して

  は禁止規定を適用すべきでないとす るのを相当とする.

   そもそも組合バ ッジは， リボン・ワッペン等が組合の特定の目的達成

  のための闘争手段として用いられるのと異な り，平常は闘争的色彩を帯

  びないものであるから上記 のような危惧 を招来す る虞れはあまりない.
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  いずれにしせよ，組合・ミッジの着用によって職場規律が乱され，また

 は業務運営が阻害される等のことがない限 り，使用者 としても組合バ ッ

  ジの着用を禁止すべき理由も必要も見出し難いのであるから，かかる場

 合にはみだ りにその着用を禁止すべきではない.

③ いま本件についてこれをみると，会社は本件処分の理由として職場規

 律の違反をあげるのみで，組合バ ッジの着用がいかなる点において業務

  の運営を阻害す るものなのか，またいかなる点をとらえて職場規律を乱

  したというのか，具体的な主張も疎明もしない.お そらく会社は，会社

 が一方的に定めた就業規則に基づく組合バ ヅジ着用禁止の規定に違反し

  て組合員らが組合バ ッジの着用を続けたことをとらえて職場規律違反と

  い うものと思われるが，組合バ ッジ着用禁止規定の運用に 当たっては，

  ただ会社の一方的に定めた規律に違反したというだけでは足 りず，バ ッ

  ジの着用が具体的に職場の秩序を乱し，または業務の運営を阻害する等

  と認められる場合に限って発動させる配慮が必要である.

   国鉄時代に永年にわた り組合員の組合バ ヅジ着用につき，国鉄 よりそ

  の取 り外 しの注意を受けた り，また処分を受けた りした者がなかった事

  実は，従前の労使関係では組合バ ッジの着用は上記のような危惧を伴わ

  なかったことを裏打ちするものといい得る.

(2)被 申立人は，被申立人会社は国鉄とは別法人であると主張す るが，被

 申立人会社は国鉄の行っていた事業を引き継いだ会社であ り，少な くとも

 60年7月 の 「再建監理委員会」の提言がなされた以降の国鉄による諸施

策は，国鉄の分割民営化を前提 とす る方針に よるものとみるべきであるか

 ら，被申立人会社が法形式的には国鉄 とは別個独立の法入であるとはいえ，

 この間の労使関係の経緯を無視す ることは適当でない.

  そこで，この間における労使関係の経緯をみると，①61年5月21日

 に葛西職員局次長が動労東京地本各支部三役会議に出席 して発言 した内容

 や，②人材活用センターへの配置にあた り，その被配置者の81パ ーセソ
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 トが国労の組合員で占められており，さらに 新幹線支部を対象に見れば，

 同支部の各分会の現役員，元役員等を含む118名(1，416名 中)が 配置さ

 れ，清掃，ペソキ塗 り，自転車の整備等に従事させられていたこと，③第

 2次 労使共同宣言がなされた時期に国鉄総裁が動労，鉄労の大会に出席し，

 両組合を評価 し，感謝す る旨の発言を行っていることや，同時期に国鉄総

 裁談話を発表 して，国鉄が提起した51年2月 のス ト権ス トについての

 202億 円損害賠償請求訴訟の うち，動労に対す る請求を取 り下げてい るこ

 となどからす ると，国鉄が国労を嫌忌していたことが容易に推認できる・

(3) 次に組合バ ッジ着用者に対する従来の取扱いをみると，国鉄時代にお

 いても就業規則でその着用は禁止されていたものの，バ ッジ着用者がその

 取 り外しを指示された り，その着用を理由に処分されたことは一度 もなか

 ったのである.さ ればこそ国鉄分割に先立ち職員の勤務を新たに評定する

 ために作成された61年3月5日 付通達に よる 「職員管理調書」の調査

 項 目の中でもリボン・ワッペソ等は対象とされていたが，バ ッジ着用にっ

 いては当時未だなんら触れられていなかったのである.

  しかるに，本件組合バ ッジ問題の根拠 となった被申立人会社の就業規則

 は，会社発足時の62年4月1日 に施行されたものであるが，それ以前の

 同年3月26日 には準備室の山田室長名で関係人事厚生課長宛てに組合バ

 ッジを着用させてはならないとの指示をしてお り・また同月30日 には新

 幹線総局労働課長名(国 鉄の機関)で 各長に宛てて，新会社の就業規則で

 禁止されていることを理由に組合バッジを着用させないよう全社員に周知

 徹底することを指示している.さ らに同月31日 には準備室から各総務担

 当課長宛てに会社発足時の4月1日 現在のバ ッジ着用状況についての報告

 を求めている.

(4) これを受けて会社は，4月1日 以降バ ッジ着用者に対して，各機関の

 長を通 じ，・ミヅジを取 り外させるため懲戒処分のあ り得ることを含め執拗

 とみ られ るほどの注意，指導を している.加 えて，東京保線所の田村所長
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や同小田原支所長が就業中の組合員を呼び出して 「首覚悟でやっているの

か」とか 「子供も奥 さんもいるのだから」 とか 「バ ッジを着けて仕事を し

ても仕事 じゃない」とか 厂目ざわ りだから業務に支障があるのだ」などと

発言 していることは，管理者として単に職場規律の維持のみを目的 とした

ものと認めることはできない.ま た，東京第二運転所の渡辺課長の 「こん

なものをつけてい るか らお前は運輸部へ配属されたのだ」との発言は，バ

 ッジ取 り外 しの注意，指導ではな く，バ ッジ着用によってすでに職務上の

取扱いを異にした対応をしていたことを示すものである.

  しかも， この間会社は申立人 らの組合に対 してなんらの申 し入れもする

 ことなく，組合員個h人 のみを対象に している.

  このような経緯からみると，国鉄は，国労嫌忌の意思をもって新会社発

足に先立ち，組合バ ッジ着用者に対す る従前の取扱方針を変更 し，これを

受けて被申立人会社においても国鉄の新方針を引き継いで国鉄と同様の意

 図のもとに行動 していたものとみざるを得ない.

(5) なお，本件バ ッジ着用者は，顧客と比較的接触の多い車掌ではなく，

 運転所，保線所，電気所など接客頻度の低い部署に所属していた組合員で

 あったことからみ ると，バ ッジ着用に よって実質的な意味での職場規律や

業務の運営に支障が生じたとか，あるいはその虞れがあったとは一層認め

 ることはできないのである.

〈6) 以上を総合すると，会社が，新会社発足を契機に，新就業規則に定め

 る禁止諸規定をことさら前面に押 し出しこれに藉 口して，バ ッジ着用者に

 対 して就業規則上の処分ではないとはいえ，バ ッジ着用のみを理由に厳重

 注意ならびに62年 夏季手当を5%減 額して支給 したことは，組員員が国

 労にとどまることに不安を抱かせ ることに よって国労の組織を弱体化せん

 とした支配介入行為であるといわざるを得ない.」

 2 JR東 海事件をアメリカの判例 ・命令に照らしてみた ら ど うな るか.

一部復習になるが，アメリカでは勤務時間中でも組合標章の着用は特別の事
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情 が な い限 り被 用 者 の 権利 と して認 め られ てい る.「 特 別 の事 情 」 が あ る と

い え る場 合 に つ い て は前 掲Pay'n Save Corporation事 件 判 決 に あ げ られ

て い るが ， こ こ で関 連 す る例 を も う一 つ 紹 介 す れ ば ，Davidson-Paxon Co。

事 件 判 決(Davison-Paxon Co.， v. NLRB，462 F.2d 364(5th Cir.1972))

で 第5控 訴裁 判 所 は 次 の よ うに 述 べ てい る.rEckerd's Market事 件 で

：NLRBは ，公衆 と接触 が あ る とい うだ け で は，5セ ン ト大 の 小 さな ボ タ ンの

着 用 を禁 止す る十 分 な理 由に な らない ， と判 断 した.ボ タ ソの着 用 が業 務 や

職 場 秩 序 に影 響 を与 えた とか ， 被 用 者 間 に 敵 意 を 増 幅 させ た とい う証 拠 は な

か った・NLRBの こ の判 断 は ，小 さ くて害 の ない ，挑 発 的 で な い組 合 員 ピ ソ

の着 用 は，他 に特 別 の事 情 が な い限 り，〔全 国 労 働 関 係 法 〕第7条 に も とづ き

保 護 され た 行 為 で あ る とい う，Eckerd's Market事 件 以 前 お よび 以 後 の 多

数 の命 令 と一 致 して い る.」 と，

 ア メ リカの 判 例 ・命 令 の 考 え方 をJR東 海 事 件 に 当 て 嵌 め た ら ど うな る

か.「 特 別 の事 清 」 と して挙 げ られ て い る場 合 の どれ に も当 らな い の で は な

い か.JR東 海 事 件 で は 「接 客 頻 度 の低 い 部 署 に 所 属 して い た 組 合 員 」 のバ

ッジ着 用 が 問 題 に な った か ら とい うので は な い.仮 りに 「顧 客 と比 較 的 接 触

の多 い 車 掌 」が 制 服 の 襟 に ・ミッジを着 け て い た と して も，バ ッジは ：NRUと

記 され た 縦1・1セ ンチ ，横1・3セ ンチ の 小 さ な もの で あ り， 国労 に所 属 して

い る こ とを表 わ して い るに過 ぎな い.顧 客 や 他 の労 働 者 との関 係 で 混 乱 を 生

ぜ しめ た り，職 場 規律 を乱 す とい う よ うな問 題 はな に も 出 て こな い ので は な

い か.ア メ リカの判 例 や 命 令 の い う 「特 別 の事 情 」 の有 無 が 問 題 に な るほ ど

の ケ ース で は な い と思 わ れ るの で あ る.(1)

 次 にJR東 海 事 件 を わ が 国 の リボ ンに つ い て の 判 例 ・命 令 に 照 ら して み た

ら ど うな るか.ホ テ ル ・オ ー ク ラ事 件 に関 す る最 高 裁 判 決(最 高判 昭57・

4・13(前 掲))に 突 き合 わ せ てみ よ う.い ま この 判 決 を 原 審 のい う 「一 般 違

法 」 まで 是 認 した とみ るの は難 しい との見 か た(66頁 参 照)に 立 て ば， 問

題 は 「特 別 違 法 」 との関 係 で検 討 され る こ とに な る.こ の 点 に つ い て ホ テ ル ・
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オークラ事件判決は， リボン戦術 はホテル業とい う業種の特殊性 に照らし，

業務運営を 阻害す る意味合いに深甚なものがあるから違法としたわけだが，

これ と比べてみたらJR東 海事件の都労委命令はどうなるか・

 JR東 海は旅客運送を業とす る会社であるから，勤務時間中の組合バ ッジ

の着用は旅客に対する労務提供や会社業務の運営への影響が問題になる.こ

のことについて都労委は 「会社は本件処分の理由として職場規律の違反をあ

げ るのみで，組合バ ヅジの着用がいかなる点において業務の運営を阻害する

ものなのか，またいかなる点をとらえて職場規律を乱したとい うのか，具体

的な主張も疎明もしない.」といっている.そ して 「組合バ ッジ着用禁止規定

の運用に当たっては，ただ会社の一方的に定めた規律に違反したとい うだけ

では足 りず，バ ッジの着用が具体的に職場の秩序を乱 し，または業務の運営

を阻害する等と認められる場合に限 って発動させ る配慮が必要である・」と説

いている.こ れは，・㍉ ジ着用が就業規則の規定に形式的に違反するとして

も，直ちにその規定に触れるとして処分ないし不利益な取扱いをすることは

団結権保障との関連で許されず，具体的職場秩序の混乱または業務運営の阻

害が認められるときに初めてそれが可能になるというものと解され る(限 定

解釈一一一このように限定解釈をしなけれぽ，当該就業規則条項の内容は合理

的なものにならないと解しているのではないか・電 々公社帯広局事件，最：1

判昭61・3・13労 判470号6頁 参照・)・さらに都労委は，上記説示に続け

て次のように述べている.「国鉄時代 に永年 にわた り組合員の組合バ ッジ着

用につき，国鉄よりその取 り外しの注意を受けた り，また処分を受けた りし

た老がなかった事実は，従前の労使関係では組合パ ヅジの着用は上記のよう

な危惧を伴わなかったことを裏打ちするものといい得る.」 と.ホ テル ・オ

ークラ事件第一審 ・第二審判決では， リボン戦術が業務運営を阻害す る意味

合いに深甚 なものがあるから違法 だ とされたが，ここでは 「従前の 労使関

係」についてではあるが，そのような 「危惧」はなかったといっているので

あ り，最高裁判決に照らしても 「違法」 と判断され るケースではないと考え
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られる.

 ホテル ・ナークラ事件判決に照 らしてみ ると， もう一つのことが問題とな

る.ホ テル ・オークラ事件では，労働組合が結成 されて3ヵ 月経ったところ

で リボン戦術がとられ，それが初めてのケースである.で はリボン戦術が慣

行化していたらどうか.そ の場合でも最高裁は同じように判断 したであろう

か.

 このことについて被申立人会社は，JR東 海は 「国鉄 とは別個独立の法人

であるから，国鉄時代における取扱いによって正当化 されるものではない.」

といい，新会社は 「設立当初から，就業規則を全社員に周知させていたので

あって，組合バ ッジを着用 している社員に対 して管理者が注意，指導 を行

っ」ていた， と主張 している.国 鉄と新会社の労使関係は国鉄改革法によっ

て断絶 してお り，新会社では リボン戦術の慣行化など問題になる余地はない

ということであろうか・これに対 して都労委は 「被申立人会社は国鉄の行っ

ていた事業を引き継いだ会社であり，少な くとも60年7月 のr再 建監理委

員会』の提言がなされた以降の国鉄による諸施策は，国鉄の分割民営化を前

提 とする方針によるものとみるべきであるから，被申立人会社が法形式的に

は国鉄 とは別個独立の法人であるとはいえ，この間の労使関係の経緯を無視

することは適当でない・」 と答え，「この間の労使関係の経緯」を検討 し，組

合バ ッジ着用については，「国鉄時代 においても就業規則でその着用は禁止

されていたものの，・ミッジ着用者がその取 り外しを指示 された り，その着用

を理由に処分 されたことは一度 もなかった.」 と述べている.そ してこのよ

うな経緯からみると，「国鉄は， 国労嫌忌の意思をもって新会社発足に先立

ち，組合バ ッジ着用者に対す る従前の取扱方針を変更 し，これを受けて被申

立人会社においても国鉄の新方針を引き継いで国鉄 と同様の意図のもとに行

動 していたものとみざるを得ない.」 と結んでいる.都 労委命令 のような見

かたをすれぽ，(同命令にはみ られない表現であるが)バ ッジ着用 につき労

使間に暗黙の了解ないし慣行一一…取外 しを指示 した り，処分等を行なわない
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という一一があった といえるのではなかろうか.(2)

 いま仮 りに， バ ヅジ着用に関して上記の了解ない し慣行があったとして，

その改廃は一切認められないのであろうか.合 理的理由があり，相当の手続

を践めば改廃は可能でないのか.こ のことについては国鉄鹿児島自動車営業

所事件に関する鹿児島地裁判決(昭63・6・27， 労働判例527号)が 参考に

な る.同 判決は次のようにいっている.「本件当時国鉄が置かれていた状況，

ことに労働者，使用者が一体となって経営の再建に取 り組むべき状況にあっ

たことを考えると，使用者が労働者に対 して，これまで以上に職務に専念す

べきことを要求す ることは当然許されることであるし，そのため従来は労使

慣行として行われてきたことについても見直 しをはかることにも合理性があ

り，前記のように ワッペンや赤腕章とは業務阻害性の程度が異なるものの，

組合員パ ヅジを着用して勤務することは勤務時間中の組合活動に外ならない

か ら組合バ ッジの着用を禁止する措置に出ることも一応の合理性が認められ

る.」「ことに本件の場合，当時国鉄が経営の合理化のために打ち出す hの

施策に対 して，原告の所属する国労が反対する方針をとり，そのたあ労使間

は恒常的に対立 した状況にあったことは公知の事実であ り，……鹿児島営業

所においても，ワッペン，赤腕章の着用などの闘争が行われ，被告らは じめ

管理職と原告をはじめとす る組合員とは対立 した状況にあった ことに照 らせ

ば，そのような状況 のもとでの組合員バ ッジの着用は組合員であることを勤

務時間中に積極的に誇示する意味と作用を有するものであって，労使間の対

立を勤務時間中にも意識化 して，職場規律を乱す虞れを生じさせるものであ

り，職務専念義務に違反す るところがあると'言わざるを得ない。」「そうす る

と，結局，被告 らが原告に対 して組合員バ ッジの離脱命令を発 したことには

合理的理由があると言 うべきである.」といっている.思 うに，この判示には

2つ の問題が含まれている，第1， バ ッジはワヅペンや赤腕章と形状が異る

だけでな く，基本的性格として組合員であることを表わすにとどまるという

ことである.こ れに対して ワッペン等は対抗的性格をもつ.当 該組合員は，
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そのようなバ ッジを平常時から日常的に着けていたものであり，それを 「対

立」時(と いっても 「争議」時ではない)に も着用 し続けたのであ り，それ

をも否認す ることは合理的 といえるか， とい うことである.第2に ，集団的

労使関係における労使慣行を，たとx「 対立」時とはいえ，組合への申入れ

または組合と協議するなどの措置を講ずることなく一・方的に否認することは

合理的か，ということである(前 掲Holladay Park Hospital事 件参照).

 このように考えてJR東 海事件に戻ると， JR東 海事件で会社がバ ッジ取

外 しを求めたのは，鹿児島地裁のいう 「対立」時ではないこと，および取外

しにつき 「申立人らの組合に対 しなんらの申し入れも」 していないことに注

意をす る必要がある.

 最後になるが，ホテル 。オークラ事件に関する最高裁判決をもって原審の

いう 「一般的違法」をも支持 したものと理解 し，その観点からJR東 海事件

をみたらどのようになるか.

 厂一般的違法」 とは，勤務時間中の組合活動 を一・切許さない意味であると

理解す るならば，JR東 海事件のバ ッジ着用は勤務時間中の組合活動に当る

と都労委 も判断しているか ら，間違いな く 「違法」とされよう.

 しかし最高裁 がそれをそのように理解 していたかについては疑問がある。

というのは，ホテル ・オークラ事件判決の翌年，同 じ第3小 法廷から出た明

治乳業事件判決(最(3)判 昭58・11・1集 民140号259頁)を みてみると，

労働協約 と就業規則で定める許可基準に違反する休憩時間中のビラ配布に関

して， ビラ配布の態様，経緯，目的，内容からいって，工場内の秩序を乱す

おそれのない 「特別の事情」が認められるから，戒告処分は無効 としている

からである.も っとも，この事件は 「勤務時間中」の 「リボン戦術」に関す

るものではない.次 に 「ベ トナム侵略反対，米軍立川基地拡張阻止」と記し

たプレートを約1週 間作業衣の胸に着けて勤務 した 目黒電報電話局事件で，

同じく最高裁第3小 法廷は 「形式的に 〔就業規則の禁止〕規定に違反す るよ

うにみえる場合であっても，実質的に局所内の秩序風紀を乱すおそれのない
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特別の事情が認められるときには，右規定の違反になるとはいえない」 と述

べている(昭52・12・13民 集31巻7号974頁.ホ テル ・オー一クラ事件判

決の約4年 半前).も っとも本件 プレー ト着用は組合活動 として行われたも

のではない.ま た最高裁判例ではないが，勤務時間中の リボソ着用に関する

前掲 ・青函局事件控訴審判決 も職務専念義務との関係で 「特別の事情」があ

れぽ 「違法」ではないと判示 している.さ らに，勤務時間に喰い込む病院施

設を利用 しての職場集会に関する事件についてであるが，勤務時間中の組合

活動は 「原則 として」正当ではないとした最高裁第2小 法廷の済生会中央病

院事件判決(平 元 ・12・11)も ある.た だ結論をみると，「特別の事情」があ

るとされたのは上記4件 のうち明治乳業事件だけである.

 そこで 「一般的違法」を，勤務時間中の組合活動は一般論としては違法で

あるが 「特別の事情」がある場合には違法とされない，と解 したらどうなる

か.(3)ア メリカでは，勤務中の組合標章の着用は業務阻害をもたらす等 「特

別の事情」がある場合には保護を受けない，とい うのであるから，このよう

に解することは，アメリカにおける原則 と例外を丁度転倒させた形になる.

 以上のことからJR東 海事件をみたらどうなるか.都 労委の命令によると

「国鉄時代に永年にわた り組合員の組合バ ッジ着用 につき，国鉄よりその取

り外しの注意を受けた り，また処分を受けた りした者がなかった事実は従前

の労使関係では組合バ ッジの着用は上記の 〔=職場秩序を乱 し，または業務

運営を阻害する〕ような危惧を伴わなかったことを裏打ちするものといい得

る.」「危惧」がなければ 「特別の事情」があるといってよいのではないか.

そ うだとすれば，JR東 海事件におけるバッジの着用は会社就業規則の禁止

規定に形式的には抵触するとしても，「厳重注意」を受け，手当を減額される

ような行為とはいえないのではないか.

(1)い わゆ る私鉄 で も組合バ ッジを 着用 して客等 に 接触 してい る者 もい るよ うだ

  が，問題化 した ことはあ るのであろ うか.

(2)新 会社の労使関係は国鉄のそれ と断絶 してい るとの見解に立てば，「慣行化」な
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ど問題にな らない こと，本文で も述べた とお りであ る.

ただ し，ホテル ・オ ークラ事件の第二審判決は 「労務の給 付 ない し労働 の成果

に さ した る影響を与えない とみ られ るよ うな 場合」 で もリボ ン戦術 は， 「使用

者において忍受 しなければな らない」 いわれ はない とす る第一審判決 を維持 し

てい る.

5.結 語

 組合標章に関するアメリカの判例 。命令によると，その着用は全国労働関

係法7条 にもとつく組合員の権利であって，生産または規律を維持す るため

に必要等 「特別の事情」のない限 り，取外しを命 じた り，その拒否を理由と

して処分等を行えば不当労働行為になる.

 日本の場合はどうか.リ ボソ戦術に関するホテル ・オークラ事件最高裁判

決を，原審の 「特別違法」だけを維持 したものと読めぽ， リボソ ・ノミッジの

着用による業務阻害の有無を問題 とすれぽ よいわけだから，実質上アメリカ

の判例 ・命令の考え方に接近す るように思われる.

 これに対し 「一般違法」をも支持 したものと読み，これを勤務時間中の組

合活動は一切認めない趣旨と解すれぽ， リボン ・バ ッジ等の着用は 「違法」

となる.し かし 「一般違法」を次のように理解 したらどうなるか.す なわち

勤務時間中の組合活動を一般的に 「違法」とした うえで，業務を阻害するお

それがない等 「特別の事情」があれば 「違法」とされない意味だと解 したら

どうなるか.リ ボン・バ ッジ等の着用 も違法視されないケースがでてくるで

あろう.こ の場合にはアメリカにおける原則 と例外をあたかも転倒させた形

になるといえよう.

 以上をJR東 海事件に当て嵌めてみ ると，「特別違法」の立場およびアメ

リカの判例 ・命令の見かたからすれば，バッジ着用は 「違法」とはされない

こと，明らかであろう.次 に 「一般違法」の観点にたったらどうなるか.「一一

般違法」とは勤務時間中の組合活動を一切認めない意味だ と解すれば，この
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事件のバ ッジ着用は，都労委で組合活動 と判断されているから，正当と解さ

れる余地はない.し かし 「特別の事情」があれぽ 「違法」とされないとい う

のであれば，この事件の組合バ ッジ着用は，乗客等との関係で問題を生 じる

おそれはなかった とみられるから，「違法」 とは考えられない.

 このようにみて くると，勤務時間中の組合活動は一切認めないとい う立場

に立たないかぎり，JR東 海事件で会社がバ ッジの取外 しを求め， それに応

じなかったことを理由に 「厳重注意」をし，夏期手当を削減 して支給 したこ

とは，労組法7条1号 および3号 に触れるものと解される.
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   第4章 労 使 関 係 の 国際 摩 擦

一一・事例 を通 してみた 「摩擦」の発生予防 と

     解消のための異意点一一一一

1.問 題 の限定

 日本は現在，「モノ」と 「カネ」だけでな く，「ヒト」まで国際化の時代で

ある.そ の 「ヒト」 の国際化の波が，いまだ小波ではあるが摩擦を生んで，

救済申立て，または，あっせん申請の形をとって，労働委員会にも打ち寄せ

てきている.ω いま比較的最近，ある地方労働委員会(以 下，甲地労委とい

う)が ，摩擦解消のために判断または調整を求め られた事件の中から興味を

ひかれた事件を拾ってみると，外国人語学教員の労働条件をめ ぐって起った

二つの外国語学校事件(以 下，A外 国語学校事：件， B外 国語学校事件とい う)

がある.こ の二つの外国語学校は，いずれも日本法人が日本で経営 している

もので，従 って外国人が係っている事件といっても，甲地労委に管轄権があ

ること，および学校(正 確にいえぽ学校を経営する法人)に 「使用者性」が

認められることについては疑いがない.(2)問 題となったのは労働条件の変更

で，興味をひかれるのは，変更をめぐる労使の争いの背景に，文化の違い(3)

があると思われることである.本 稿は，この二つの事件を概観 し，問題点を

摘出 ・検討 して紡争調整上の留意点を探 るとともに，紛争発生を未然に防止

するY'は どうしたらよいのかについても吟味す るものである.(4)

(1)各 地方労働委員会にあ らわれた外国人労働者に係 る事件については， 山本敬三

  「外国人労働者をめ ぐる諸問題」月刊労委労協1992年6月 号11頁 以下参照.

   なお，1986年(昭 和61年)か ら1990年(平 成2年)6月30日 までに，
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東京都地方労働委員会に係属した外国人労働者の係った事件は次の表のとおり

 である.

_._一 一ユ 超 讐.」62年
不当労働
行為事件

処理状況

0 0

63年1平 元剣2年

0

    L_L___上
靆難⊥1⊥ __i ■

2 0

  処理状況  解決1              解決1                          解決1   解決1              取
下1                          取下1  係属中1

(2) 本文で述べた事件のほか，甲地労委 では，海外進出企業(正 確にい うと， 日本

   のあ る電機会社 が50パ ーセ ン ト出資 して韓 国Fy設 立 した合弁会社)の 解散 に

   よって生 じた事件が 問題 になった.労 働組合の代表者が来 日し， 出資 した会社

   (いわ ば親会社)に 団体交渉を求めたので あるが ，そ の折に 甲地労委 に対 して，

   団交促進 のあっせんを 申請 した ら受付け るか ど うかを 打診 した とい うものであ

   る.実 際 には， あっせん 申請に至 らなか った よ うであ るが， 申請があ った とし

  た ら・問題 とな るのは と りあえず次 の2つ ，すなわち， 第1に 甲地労委に管 轄

  権があ るのか， 第2に 被申請人 とな る日本の親 会社 はr労 働関係の当事者」 な

   い し 「労働争 議の当事者」(労 働関係調 整法2条 ない し4条 ，12条1項 ，16条

   な ど参照)と いえ るのか}と い うこ とだ と思われ る。 参考 まで にい うと， 管轄

  権の問題については， 同種 の事件を扱 った香川地労委の判断が ある.そ れに よ

   ると・ 厂労働法は 日本 の行政 法であ り， 韓国企業の 労使問題 に介入す ることは

   韓国の主権を侵す ことに もな りかねない」 としてあっせ ん 申請書 を受理 しなか

   った(山 本 ・前掲13頁.な お・山本教授は，この考え方に疑問を呈 してお られ

   る)， また，親会社の 「使用 者性」に関 しては， 日本 リーダース ・ダイジェス ト

  社事件についての東京地労委の命令(平 成 元年9月5日 ， 東京都地方労働委員

   会事務局 ・不当労働行為事件命令集平成 元年539頁)が 参考にな る.事 案は，

   終戦後閥 もな く日本へ進出 して きた この会社 の撤収 によって引き起 こされた不

   当労働行為事件であ る.ア メ リカで設立 され， 二s一 ヨークY'本 社を置 く法人

   (親会社)に 厂使用者性」が 認め られ るのか， 都労委は，「アメ リカ 。リーダイ

   は ・組合員 らの直接の雇用主ではないが， 日本 リーダイの10000株 主で あ り，

   同社の役員人事，財務，営業方 針，雜誌等 の編集内容 といって経 営の基 本にか

   かわ る事項につい て，許可 ない し承認 を与 えてお り……， 本件会社閉鎖を最終

ー
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的v'決 定 した ものであるか ら，本件に，つい て， 日本 リーダイ とともY'いわ ゆ る

『使用者 性』 を肯定 して妨 げない.」 と判示 している.な お， 日本 リー ダース ・

ダイジ ェス ト社事件を含 めて，外国会社， 外資系企業に対 す る労働委 員会の管

轄 ，当事者能力の問題について， 尾崎正利 「外国会社 ，外資 系企業 の不 当労働

行為審査 の問題 について」(月 刊労委労協1991年4月 号3頁 以下)参 照.

「文 化」 の違 いなぞ とい う大 層な言葉 を使 ったが， 本稿では 本文で 述 べる よう

Yy， 「雇用 の性格」 にあ らわれた文化 の違いが最 も重要で ある.

本稿 は，拙稿 「『国際化』 と労使紛争」(研 究 ・労働法 ・経済法，別冊2)を 手

直 しして織 り込 んでい る ことを お断 りして おきたい.

2.外 国語学校 と外国人語学教員 をめぐる労使紛争

 1 A外 国語学校事件

 (1)事 件の概要 A外 国語学校事件は，フルタイムであるが雇用期間1

年の外国人語学教員に対して，(学校を経営す る)会 社 が次期の契約内容の

改訂を通知 したことに端を発する・数名 のカナダ人とアメリカ人の教員が，

会社のいうとお りに契約を更新すると労働条件は引き下げられ るとみて労働

組合を結成 し，会社に対して団体交渉を求あた・ ところが，組合に よると会

社に誠実な態度がみられない・そこで甲地労委に団交促進のあっせん申請を

した.

 これら外国人教員が労働条件の不利益変更だというわけはい くつかあるが，

ここでは次の二つだけを挙げてお く。その第一は，「1時 間3，300円 の時給

を勤続年数に応 じて100円 から200円 引下げる」 ということである(毎 日

新聞平成元年10月13日 参照)・第二は人事考課制度の導入で，評価の結果

いかんで 「異動解雇の対象」となるということである・ とりわけ問題となっ

たのは考課項 目で，そのなかに “Dress Code， Professional Conduct”(服

装規律 ・専門的行動)と “：Loyalty”(忠誠心)カミ含まれていたことである・(1)

 団体交渉は三回行われたが妥結に至らず， 四回 目に会社は， 「新契約に応

じなけれぽ雇用契約を終了させ る」旨を組合に通知 し，交渉を打ち切った.
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そこで組合が甲地労委にあっせんを申請 したのである.し かし，あっせんは

まとまらず，不当労働行為救済の申立てとなった.

 (2)問 題点と検討 この事件では，労働条件の変更が紛争のもとになっ

ていて，それが労働組合結成の直接の契機になっている.そ のことは特別V'

新 しいことではない.し かしこの事件には，いわゆる 「文化の違い」が係っ

ている節がある.そ うい う理由の第一は，雇用条件は交渉可能であるべきだ

と，審問の場でアメリカ人教員が証言 していることである.た とえばこうい

っている.「契約の変更の幾つかが不適切であると感 じました.そ れで契約

条件が交渉可能ではない， とい うことに心が乱されました.」 と証言してい

る.日 本でも，たとえぽ労働基準法第2条1項 で労働条件は労使で対等決定

すべき旨を規定 しているが，労働者の受けとめ方として，労働条件の一方的

決定に 「心を乱され」 るという感 じ方をするものかどうか.こ の証言は建前

を述べたものとは思えない.つ まり，労働条件は契約によって定め られ るべ

きものであ り，当事者の話 し合いで決められるべきであるのに(契 約 自由)，

一方的に変えられてしまうのはおか しい，と主張しているのではないか.い

わゆる契約社会で育ったアメリカ人が，自分の考え方を，率直に証言 したも

のと思われてならない.こ のあた りにも，日本人 との違いがあらわれている

と考える.

 なお，雇用契約は交渉可能であるべきだといっていることに関連 し，アメ

リカの 厂さらり一まん」について次のように述べている著書がある.す なわ

ち，厂大企業……では，通常，社員の勤務評定が1年 ，1，2度 の頻度であ り

ます.そ の折，上司の評定に同意す るか否か，一応話し合いの機会があ り，

この場が昇給交渉の場 ともな ります。」(2)と述 べておられる.日 本でも人事

考課のさいに査定者 と被査定者 とが話 し合った り，また評価の結果を被査定

者に示す企業があることはあるようである.(3)し かし，そういう企業でも，

厂評定に同意するか否か」とか，その場を 「昇給交渉の場」とするようなこと

はないのではなかろ うか.
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 文 化 の違 い が 紛 争 に 係 わ って いる と思 わ れ る理 由 の第 二 は， 人 事 考 課 の項

目に関 す る.外 国 人 教 員 に よ る とsそ こに は 「生 徒 の レベ ルが 上 った とい う

こ とは ど こに も書 い て い な い.」 また 前 述 の “Dress Code， Professional

Conduct” の項 目に 関 して 学校 か ら次 の よ うな説 明 ，す なわ ち 「ネ クタイ や

ドレス の柄 に 派 手 な もの を 選 ぶ な 」， 「授 業 中 は イ ス に腰 かけ るな 」 な ど の説

明が あ っ た とい う.厂 これ らの こ とは 言 葉 を 教 え る こ と と何 の 関 係 もな い.」

とア メ リカ人 教 員 は 反 撥 して い る(前 掲 毎 日新 聞).学 校 とこ の教 員 との間 に

ど うい う内容 の契 約 が 結 ぼ れ て い た のか ， 細 い と ころ ま で は は っ き りしな い

け れ ど も，「英 語 を教 え る こ と」が 契 約 内 容 で，そ れ に付 随す る義務 と して で

も右 の こ とは導 き出 され な い といい た い ので あ ろ うか.私 の 学 ん だ 高等 学 校

の英 語 の 先 生 に プ ライ ズ(R.H：. Blyth)と い うイ ギ リス人(故 人 ・俳 句 の研

究 家 と して も知 られ て い る)が い たが ， イ ス どこ ろか 机 に 腰 か け て 教 え る こ

とが しば しぼ あ った こ とを 想 い 出す.先 生 は， 学 生 が ， た とえ ば 自動 車 の 後

部 を ヒ ップ ・オ ブ ・ザ ・ヵ 一 と 苦 し 紛 れ に 表 現 した ら， ヒ ヅプな ど とい う

(下品 な)言 葉(?)は 英 語 に な い と冗談 を いわ れ つつ ， き ち ん と した 英 語 を

教 え て下 さった.そ んな 先 生 がoshiyiを 机 の上 に のせ て学 生 に 対 され た の

で あ る.カ ナ ダや ア メ リカで は 時 に よ りイ ス に腰 か け て教 え て も少 し も差 支

え な い に違 い な い.

 も とへ 戻 って “Loyalty” とい う項 目に つ い てみ る と， 結 局 ， 査 定 者 で あ

る 「学 監 と仲 よ くす るか しな いか に よっ て， そ れ が 決 ま るの で は な いか とい

うお そ れ を い だ い て い た 」 とい う証 言 が あ る.前 記 ア メ リカ の人事 考 課 に触

れ てい る著 書 に よ る と， 「ア メ リカ の 査 定 制 度 で も査 定 者 の 主 観 的 判 断 と感

情 が 多分 に 入 りこむ 余 地 が ， あ るの は い た し方 の な い こ と」(4)だ そ うで ， そ

の た あ に “teacher's pet”(先 生 に 可 愛 が られ る子)に な ろ うと，ブ ラ ウ ン ・

ノ ウ ズ(ご ます り)を 生 み 出す こ とが しば しば あ る，c3)と い う.し か し， ア

メ リカで は ， 査 定項 目上 “Loyalty” とい う種 類 の もの はみ られ な い の で は

な か ろ うか.(6)そ こに欧 米 の雇 用 と違 った 日本 的 雇 用 の 性 格 を垣 間 見 る よ う
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な気がする(本 章3を 参照).

 2 B外 国語学校事件

 (1) 事件の概要 これは，アメリカ人英語教員の賃上げ等をめ ぐる団体

交渉が行き詰ったため，労働組合(合 同労組)が 甲地労委に対 し，あっせん

を申請 した事件である.申 請事項は，団交促進のほか，内容あっせんが含ま

れていたが，後者には，アメリカ人教員の賃金が労働協約に違反 して引き上

げ られない ことが織 り込まれていた.

 (2)問 題点 と検討 甲地労委のあっせんの場にあらわれたアメリカ人教

員は， 自分たちの言い分を十分に(少 な くとも被申請人である学校よ り少な

くない時間をかけて)聞 いてもらい，後はあっせん員の判断に委ねるとい う

態度をとっていた ようである.労 働委員会が 「仲裁」でもしてくれるものと

考えていた節があったらしい.い うまでもな く，労働委員会による仲裁の制

度も設けられている(労 働関係調整法第29条 以下参照).し かし，それは任

意仲裁のみで，当事者の合意に よらない，たとえば当事者の・一方の申請によ

る強制仲裁は定められていない.

 もっとも，アメリカ人が思い違いを していたとしても無理ないと思わない

でもない.と いうのは，後述するようにアメリカでは，労働協約の解釈 ・適

用について労使Yy争 いがあるときは，当該労働協約にもとづき仲裁を頂点と

す る苦情処理手続に掛けることが一般化 しているからである.い ずれにせ よ，、

日本の労働委員会による調整制度に関 して誤解がなかったとはいえない.日

本人でもありうることだが，労働委員会を利用するなら制度を正しく理解 し

てもらうことが必要である。

 この事件はあっせん案の受諾によって解決 した(A外 国語学校事件は自主

解決による取 り下げ).あ っせん案をみると，その内容は 「足 して2で 割る」

式のものではない.「 足 して2で 割る」 とい うのでは欧米人にはわか り難い

のではないか.そ れでは当該アメリカ人たちの納得を得ることができなかっ

たのではないかと考える.
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 次に言語の問題がある.A外 国語学校事件の審問では，甲地労委の負担に

おいて通訳が付けられたという.し か しこの事件では，アメリカ人と一一緒に

あらわれた組合員 である 日本人英語教員が実に 流暢な英語を話 したとい う

し，また組合役員も英語が上手だったらしいから通訳を別に用意する必要は

な く，「言葉」ではとくに問題は生じていない.な お，学校側は 日本人が対

応 した.

 しか し，一般的にいえば調整の場でも通訳を付けることが必要になること

があるであろう.そ の場合の通訳は，労使関係に通 じていることが望ましい

ことはい うまでもない.久 しい以前，レヴィーソ(Solomon B.：Levine)と

いうイ リノイ大学や ウイスコソシン大学で教鞭をとられ，日本の労使関係の

研究家としても知 られる学者(Industrial Relations in Postwar Japan藤

林敬三 ・川田寿訳 ・日本の労使関係とい う著書がある.)の 講演 をきいたこ

とがある.教 授は日本語を自由に話せるのだが，そのときは英語を使用 し，

通訳が付いた.と ころが，私の隣 りで聞いていた女性が，通訳の一言ひと言

に 「違 う，ちが う」 と小さな声で不満を洩していたことを想い出す.調 整の

場では話しが微妙な内容に及ぶことがあるから，通訳を付ける場合には，審

問における以上に人選びに慎重であるべきだ と考える.CT)

(1)人 事 考課表は ，Class Management SkillsとAttitude Work Ethicsと か ら

  成 り，“Dress Code， Professoina1 Conduct” と “Loyalty” はいず れ も後老に

  含 まれてい る.

(2)松 浦秀明 ・米 国 さら り一まん事情93頁.

(3)一 般的には，査定は被査定者の眼に触れ ない形 で行われtか つそ の結果は公開

  され ていない.ち なみ に各地労委には， 査定差別事件がい くつ も係属 してい る

  けれ ども， この種の救済申立ては，査定後 ，相 当の 月日を経 てか らな され るこ

   とが少な くない.そ のわけ は，査定が秘密裡 に行われ，かつそ の結果が開示 さ

  れない ことにあ る.そ のために，それ と気づ くのに時間がかか り， 救済 申立 て

   も遅 れるのであ る.そ こか ら 「継続 す る 行為」 とは 何 か とい う問題 が クロー

  ズ ・ア ップされて くる.本 書第2部 第3章 参照

(4)松 浦 ・前掲136頁.
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(5)松 浦 ・前掲132頁.

(6) 松浦 ・前掲133頁 一126頁 参照.``Loyalty” は少 な くとも組合員 であ る従業

  員V'は 要求 されないのではなかろ うか.

(7)労 働委員会の審問やあ っせんの場で の通訳利用 につ いて言及 してい る ものに，

  山本 ・前掲23頁 ，藤原昇 「外国人の証 人尋 問」月刊労委労協1992年7月 号

  26頁 があ る。

3.職 務 内容 の明確 さと柔軟性一A外 国語学校事件 を通 して考

  える

 (1) A外 国 語 学 校 事 件 の 審 問 で， ア メ リカ人 の行 った 次 の 三 つ の 証 言 ，

す な わ ち ① 「契 約 条 件 が 交 渉 可 能 で な い ， とい うこ とに 心 が 乱 され ま した.」

② 〔人 事 考 課 項 目 “Dress Code， Professiona1 Conduct” に 関連 し〕 「これ

らの こ とは言 葉 を xる こ と と何 の関 係 もな い.」 ③ 〔人事 考 課項 目 “Royal・

ty” に関 連 し〕 結 局 ， 査 定 者 であ る 「学 監 と仲 よ くす るか しな い か に よ って ，

それ が 決 ま るの で は な い か とい うお それ を い だ い て い た.」 とい う証 言 を 繋

いで み る と， 朧 気 で は あ るが ， ア メ リカ人 の 雇 用 に 対す る考 え方 が浮 び 上 っ

て くる よ うに 思 わ れ る.そ れ は ， よ くい わ れ る こ とで あ るが ， ア メ リカ の雇

用 は， 特 定 の職 務 と結 び つ い て い て ， そ れ を行 うこ とに対 して：賃金 が 支 払 わ

れ る とい う関 係 で あ る.そ こで は特 定 の職 務 の確 実 な履 行 が 求 め られ てい る

ので あ って ， 企 業 に 対 す る 「忠 誠心 」 は(少 な く と も組 合 員 で あ る従 業 員 に

は)要 求 され な い.

 ち な み に ， ア メ リカで は ，職 務 分 析 に も とづ き， 職 務 ご とに 職 務 内 容 を説

明 した 職 務 記 述 書(job description)が 普 及 して い る.こ の国 は 異文 化 を背

景 と した 多 民 族 に よっ て構 成 され て い る こ とか ら， 相 互 の コ ミュ ニ ケー シ ョ

ンが難 し く，職 務 内 容 につ い て も誤 解 を避 け るた め ， 職 務 記 述 書 の作 成 が 必

要 とさ れ た のだ ， と推 測 され てい る.<1)労 働 者 は ，職 務 記 述 書 に 記 され て い

る仕 事 を き ち っ と行 うこ とが 求 め られ て い るの で あ る.賃 金 は そ の こ との対

償 と して支 払 わ れ る.「 職 務 給 」 で あ る.
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 ところが，アメリカ人の雇用についての考え方は，これをそのまま日本へ

持ち込むと摩擦を生む.と い うのは，日本の雇用は，それと全 く性格を異に

す るからである.日 本では，特定の企業に雇用 され る(=労 働者がその企業

の一員となる)と いうことが重要で，職務との結びつきは二次的になる.雇

用は長期に亘 り，そのもとで昇給 ・昇格が行われ，また福利厚生制度が設け

られる.(2)こ のことが労働者の企業への一体感を強め，企業に対する忠誠心

を生み育てる.

 そこで，日本企業がアメリカ人労働者に対して 「忠誠心」を求めると摩擦

が生 じてしまう.ま た，職務を特定せずに雇用すれば争いのもとになる.逆

から見た例であるが，日本の銀行のニューヨーク支店で，テラー(teller)が

欠勤 したので後方で仕事をしていた従業員に代わ りを頼んだ ところ，それは

自分の仕事 でない， と断われたという.(8)「日本的な雇用 のあいまいさは受

け入れられないと考えるべきでしょう.」「日本人の常識は外国人に とって必

ず しも常識ではあ りません.」(4)との指摘があるが正 しい.

 (2) (一) アメリカでも日本でも，そのもつ雇用の性格は裁判例な どに

色濃 く投影されることがある.配 置転換の問題は，その主要なものの一つで

あろ う.A外 国語学校事件では，人事考課の結果いかんで 「異動の対象」と

なると説明されているが，異動内容に よっては，検討すべきことがない とは

いえない.

 (イ) まず，アメリカにおける配転の問題を仲裁裁定(ア メリカにおける

仲裁制度については次節を参照)に よってみると，配転命令権は，使用者の

もつ労務指揮：権(the right to direct the working force)に 含まれ る， と

される.そ こで使用者は 厂労働協約，制定法，慣習法，慣行または禁反言に

よる制限に違反しない限 り，操業における必要な要素として配置転換を命ず

ることができる.」(5)

 このようにい うと，アメリカでは広範囲の配転が認められているように響

くけれども，実際の裁定例を読んでみ ると，そうとは思えない.労 働協約の
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解釈 ・適用 との関係においてであるが(従 って配転について 「労働協約によ

る制限」がある場合に関する)，たとえば，同一の職務分類の範囲内での職務

の異動t8)あ るシフ トから他のシフ トへの異動，(?)同一職級に属するが異っ

た職務に分類される，ある職務から他の職務への異動，(8)そして同一職務で

あるが新しい機械に就いて作業すること(9)などが争われている.ア メリカで

は，このような狭い範囲における配転でさえ紛争が生じ，仲裁に付 され るの

である.そ こに，この国の雇用が特定の職務と結びついて行われている姿を

見ることができるであろ う.な お，アメリカの賃金は職務によって決定 され

るか ら(職 務給)，より低い賃金の職務へ配転を命ずることは，一般的にいっ

て困難である.

 (ロ) 次に，日本における配転の問題を配転命令権に関する判例を通して

眺めてみ ると，判例は，労働契約説から出発しつつ，結論的には包括的合意

説に到達する，とい う方向で固っているといえる.こ こに包括的合意説とい

うのは次のような考え方である.す なわち，一般に労働契約は，労働者が具

体的労働の給付を約す るのではな く，労働力の使用を使用老に包括的に委ね，

使用者は労働力の処分権を取得するとい う内容をもつ.従 って使用者は，]職

務内容や就労場所に関す る特約のない限 り，具体的 。個別的)rYY` 定す る権限

をもつ.配 転命令はこの権限の行使 として，使用者の一方的意思表示によっ

てこれをなしうる.こ れが包括的合意説である.(北 海道放送事件，札幌地判

昭和39年2月25日 労民集15巻1号90頁 ほか).こ れに対 して労働契約説

とは，配転命令は労働契約で定められた範囲内においてのみ効力を有する.

その範囲を超える配転命令は，使用者による契約内容の変更の申入れの意味

をもつに とどまり，労働者の同意がなければ拘束力を生 じない，とい う(日野

自動車工業事件，東京地判昭和42年6月16日 労民集18巻3号648頁 等).

 以上，包括的合意説 とこれに対立する労働契約説について述べたが，昭和

61年 になって配転に関する最高裁判決が出た.東 亜ペイン ト事件判決(最2

判昭和61年7月14日 労働判例447号6頁)で あるが，この判決を検討して
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みると，出発点は労働契約説に立脚しつつも，到達点は包括的合意説 と同じ

である.す なわち 「会社の労働協約及び就業規則には……会社は業務上の都

合により従業員に転勤を命ずることができる旨の定あがあ」 ること，「従業

員，特に営業担当者の転勤 〔は〕頻繁に行」われていたこと，および 「労働

契約が成立した際に……勤務地を……限定する旨の合意はなされなかった」

ことなどの事情から，この事件の配転についての契約内容を解明し，そこか

ら 「会社は個別的同意なしに被上告人の勤務場所を決定 し，これに転勤を命

じて労務の提供を求める権限を有する」 と判断 しているのである.

 右の最高裁判例は，従来の下級審判決の大勢を固めたものといえるが，そ

の考え方は，日本の雇用の性格を反映 している.繰 り返 しになるが，日本で

は職務内容や勤務地を合意しないで雇われ るのが通常である.他 方，就業規

則上，業務の都合による配転がある旨定めているのが一般である.そ して，

この定めは不合理 とまではいえないから，労働契約の内容になると解される

(電々公社 帯広 電報電話局事件最1判 昭和61年3月13日 労働判例470号6

頁)。このような事情から裁判所は，それぞれの事件において，労働契約上，

職務内容や勤務場所についての取 り決めを見出せず，結局，使用者に包括的

な労{動力処分権があるとい う結論に到達せ ざるをえないのである.(10)なお，

日本ではアメリカと違い，どのような内容の職務に移されても，賃金の引ぎ

下げは行われないのが普通である.

 (二) このように，アメリカと日本の配転(命 令権)に 対す る考え方は著

しく違っているが，その大本は，雇用の性格の相違にあると考える・ もとよ

り日本でも，労働契約，職務内容や勤務場所が明確になっていれば，配転は

その範囲に限って認められる.私 は先に，外国人労働者の雇用にあたっては

職務内容を明確にすべきことを示唆したが，職務内容を明確にすれぽ，日本

でもその範囲を越えての配転は，一方的に行 うことはできない.A外 国語学

校(事 件)の 語学教員は，明示の合意がなくても 「語学教員」として雇われ

た とみるべきであるから，「異動」があ りうるのなら，使用者はどの範囲で配
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転を行い，また賃金はどうなるかを中心に配転に関する規定を設け，これを

契約内容となるようにしておくとよいと考える.

 (3) 本節の最後に，A外 国語学校事件の 厂服装規律」の問題について簡

単に触れとおきたい.ア メリカ人教員は学校から 「ネクタイや ドレスの柄に

派手なものを選ぶな」といわれているが，かれらは，そのことと 「言葉を教

えることとは何の関係もない.」 と反撥している(2(2)(ロ))・ これは服装

の 自由とも絡む問題であるが，アメリカ人でも合理的理由，たとえば安全上

の理由があって一定の服装をさせるというのであれば，そのことまで職務を

行 うことと関係ない， とはいわないであろ う，いいかえれば，一定の服装を

させ るためには，その前提 として合理的理由の存在が必要 であると考える.

従 ってA外 国語学校の 「服装規律」も，外国語教育 という観点に立って，そ

れが合理的な人事考課項 目であるかどうかを見直してみるとよい.そ こに合

理性が認められるならば，その範囲で服装規律があることを教員たちに説明

し，納得させ ることが肝心である・

〈1) 石 田英夫 「日本企 業の人材管理の 国際的適応性」慶應 義塾 大学地 域研 究セ ソタ

   ー編 ・アジア ・太平洋経済 圏の新時代212頁.

〈2) 白井泰四郎 。企業 別組合(増 訂版)34頁 以下参照.

〈3)石 田教授の次の指摘を参照.「 外国， 例 えばア メ リカの組織 は個人 の職責 が極

   めては っき りしてい る.… …個人個 人 はそれ をきちん とやれ ばいい.」 「これに

   対 して 日本の組織 とい うのは，」個人の 「職務 ・…・は曖昧かつ柔軟で ある.… …

   個人 の 分担 〔は〕……はっき りしている ところ 〔と〕は っき りしていない とこ

   ろ」が ある.前 掲190頁.

〈4)外 国人雇用問題研究会編 ・外国人雇用 の実 務177頁 一178頁.〔 井戸和夫氏執

   筆部分〕「制服着用」 と 「ローテーシ ョソ」を例に引いて説明 してい る.

〈5)Ch・y・1・r Corp.6LA 276，281(1947).一 一一一ELx・UR・&ELK・UR・ ・How AR・

   BITRATION WORKS 361(rev. ed.1960)か ら引用.以 下 の裁 定 例 もす べ て この

   書 の361頁 に拠 っ て い る.な お ， 労 働 協 約 に よ って 制 度 化 され た 配 転 につ い

   て は ， 梅 谷 俊 一 郎 「ア メ リカに お け る配 転 」 日本 労 働 協 会 編 ・配 置 転 換 を め ぐ

   る労 使 関 係111頁 以 下 参 照.

(6) Simmons Co.，25 LA 194，198(Elson，1955).
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(7) Midland Rubber Co.，18 LA 590，593(Cheney，1952).

(8) Bethlehem Steel Co.，28 LA 437(Seward，1957).

(9)Gisholt Machine Cor，23 LA 105，107(Kelliher，1954).

(10) 本 多 淳 亮 ・「入 事 権 」 恒 藤 武 二 編 ・論 争 労 働 法226頁 以下 ， 下 井 隆 史 ・労 働 基

  準 法68頁 以 下 ， 菅 野 和 夫 ・労 働 法(第2版)327頁 ， 小 西 ・渡 辺 。中嶋 ・労

  働 関 係 法180頁 〔渡 辺章 教授 執 筆 部 分〕 参 照.

4・ 対決型 と協調型の紛争処理手続一一お 外国語学校事件 を通 し

  て考 える

 (1) B外 国語学校事件では，労働協約で決めた賃金の不支給が争点のひ

とつになっていた.ア メリカでは，労働協約の解釈 ・適用上生 じる紛争は，

仲裁を頂点とする苦情処理手続に掛けて解決するとい う仕組みが定著 してい

る・グール ド教授によると，労働協約の95パ ーセン トが仲裁条項を設けて

いる.う ち99パ ーセントは当事者の一方が仲裁に付しうることを規定 して

いるとい う.(1)

 ところで，B外 国語学校事件で労働組合は，甲地労委にあっせんを申請 し

た.こ の学校の労働協約には仲裁条項は設けられていなかったようであるが，

あっせんの場 でみられたアメリカ人教員の 「誤解」(甲地労委 が仲裁 でもし

てくれるのではないか， と誤解 していた節があったとい う(2(2)(ロ)参

照))は ，右のアメリカの制度 と無関係でなかったかも知れない。いずれにせ

よ，労働協約の解釈 ・適用から生 じる紛争の解決方法については，アメリカ

と日本に違いがあることを思わせる.

 そこでいま，日米について労働協約の解釈 ・適用か ら生 じる紛争の解決方

法を吟味 してみると，もともと協約の解釈 。適用上の争い，たとえば協約で

定めた賃金の支払いをめ ぐっての労使の主張の対立は，賃金請求権ないし賃

金支払債務に関する紛争であるから，法律上の争いとして裁判所で解決でき

る紛争である.裁 判所は，当該労働協約の解釈を行い，これを当該紛争に適
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用 して判 断 を 下 せ ぽ よい.ま た ， た とえ ぽ協 約 で定 め た 賃 金 を 使 用 者 が 一 方

的 に切 り下 げ た ので 労 働 組 合 が 団 体 交 渉 を 申 入れ た とこ ろ拒 否 され た とい う

の な ら， 不 当労 働 行 為 と して 労 働 委 員 会 に 救済 を 申 し立 て るこ とが で き る筈

で あ る.と ころが ア メ リカで は， これ らの 争 い は ，裁 判 所 と労 働 委 員会 の ど

ち らで もな い労 働 協 約 上 の仲 裁 制 度 に よ って 解 決 す る こ とが.__.化 して い る

の で あ る.

 なぜ で あ ろ うか.基 本 的 に は 「労 使 自治 」 を理 由 と して挙 げ る こ とが で き

るで あ ろ うが ，(2)裁判 所 お よび全 国 労働 関係 局(Natzonal Labor Relations

Board， NLRB)の 姿 勢 も大 き く影 響 して い る と考 え る.ま ず 裁 判 所 につ い て

い え ば ， 連 邦 最 高 裁 判 所 は ， タ フ ト ・1・一 トレイ法(：Labor Management

Relations Act of 1947(Taft-Hartley Act)〉 の仲 裁 奨 励 策(201条(b>

203条(d)参 照)を 根 元 に 据 えつ つ ， 次 の よ うに 判 示 して い る.す な わ ち ，

第 一 に ， 当事 者 の一 方 が 協 約 の規 定 に 違 反 して仲 裁 に 応 じな か った場 合 ，裁

判 所 は タ フ ト・ハ ー トレイ法301条 に も と づ き， 仲 裁 条 項 上 の 義 務 の 履

行 を 強 制 し うる， と判 断 して い る(Textile Workers Union v・Lincoln

Mills，353 U.S.448，40 LR.R.M.2113(1957)・ 第=二に ， 当 該 紛 争 が 仲 裁

条 項 の適 用 を 受 け る紛 争 で あ るかが 問 題 とな った 事 件 で ， 仲 裁 に 付 託 す る権

利 は ， 仲裁 条項 が 当該 紛 争 に適 用 の な い こ と明 白で な け れ ば ， 否 認 され るべ

きで な い と説 い て い る(United Steelworkers v. Warrior&Gulf Naviga-

tion Co.，363 U.S.574， L.R.R.M.2404(1960)).そ して第 三 に， 仲 裁 裁 定

の履 行 が 拒 否 され た 場 合 ，裁 判所 は ， 当該 裁 定 が 労 働 協 約 に もとつ い て い る

か ぎ り， そ の 内容 が不 明 瞭 で あ った り， 当該 協 約 の解 釈 に つ い て 仲 裁 者 と見

解 を異 に す る と して も， 履 行 を強 制 す べ きで あ る と 判示 して い る(United

Steelworkers v. Enterprise Wheel&Car Corp.，363 U.S.593，46

L.R.R.M.2423(1960)).tg'

 以上 の判 例 を併 せ て考 え る と， 労働 協 約 の解 釈 ・適 用 上 の争 い に 関 しては ，

裁 判 所 は そ の解 決 を 仲裁 制 度 に委 ね て い る とい え るで あ ろ う.
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 次 に ，全 国労 働 関 係 局 に つ い てみ る と，全 国 労 働 関 係 法(National Labor

Relations Act of 1935(Wagner Act))10条(a)の 定 め ， す な わ ち 局 の不

当 労働 行為 を防 止 す る権 限 は，「労 働 協 約 ，法 律 ，そ の他 … …に よっ て設 定 さ

れ た 他 の 調 整 また は 防 止 の 方 法 に よ って 影 響 を受 け る こ とは な い.」 との規

定 に もか かわ らず ， 仲 裁 との関 係 で は タ フ ト ・ハ ー トレイ法 の仲 裁 奨 励 策 に

も とづ き ， 管 轄 権 行 使 に 慎 重 で あ る・ ス ピル・ミー ク事 件 命 令(Spielberg

Manufacturing Co.(112 NLRB 10801955))に よ る と， 「① 仲 裁 手 続 が 公

正 かつ 正 規 に 進 め られ ， ②す べ て の 当 事者 が仲 裁 裁 定 が 拘 束 力 を もつ こ とに

同意 し， そ して③ 仲 裁 裁 定 が 全 国 労 働 関 係 法 の 目的 と政 策 に 明 白に 違 反 して

い な い」 場 合 に は， 仲 裁 裁 定 は 尊 重 され る， と 判 示 し て い る.そ の後 ， 局

は ，仲 裁 優 先 の考 え方 を拡 張 し， 労 働 協 約 上 仲裁 に付 し う る事 件 を， 不 当労

働 行 為事 件 と して い き な り局 に救 済 を 申立 てた 場 合Y`適 用 して い る(Collyer

Insulated Wire，192 NLRB 150(1971)).も っ と も， これ に は例 外 が 少 な く

な い.(4)

 いま，全国労働関係局の仲裁優先の考え方と前記判例とを総合 して考える

と，労働協約の解釈 ・適用上の紛争は，仲裁によって最終的で拘束力あるも

のとして解決され るのが一般であるとい うことができるであろう・(5)

 (2)日 本でも，1947年(昭 和22年)頃 からアメリカ型の労働協約があ

らわれ，アメリカの制度に倣って苦情処理手続を設けた.(6)し かし，その手

続は，なにほどかデフォルメされている.(7)

 最近はどうか.中 央労働委員会事務局が1981年(昭 和53年)2月 に発

表 した 「労働協約調査」(8)が参考になる・この 厂調査」は同事務局が1978

年(昭 和53年)8月 か ら1979年(昭 和54年)7月 に かけ て収集 した

sos協 約を解析したものであるが，それに よると，労働協約の解釈 ・適用か

ら生 じる争い(以 下，「苦情」ということがある)は ，苦情処理機関だけでな

く，労使i会 や団体交渉の付議事項 とされている例が少なくない.ま た，

苦情処理機関で処理しえないときは，最終的に労使協議会に付議するとか，
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団体交渉へ移行させると規定する協約例も相当数：存在す るし，労働委員会 も

しくは第三者に付議すると定める協約もある.(9)苦情処理機関から労使協議

会に付議され，また団体交渉に回付 されても決着をみない紛争 もあ りうるが，

その場合に備えての規定を設けている例はほとんどない.従 って 「苦情」が

処理されないまま残ってしまうことがないとはいえない.

 ところで，苦情処理機関で処理できなかった事案はこれを 「労働委員会又

は第三者に付議」すると定めている協約は44例 ある.(10)「労働委員会に…

付議」するとの定めを，労働委員会の仲裁に掛けるとい う意味に解釈 した う

えで，労働委員会に係属した仲裁事件をみてみ ると，そもそも仲裁事件は極

めて少ない・たとえぽ東京都地方労働委員会についていえば，1946年(昭 和

21年)3月 か ら1986年(昭 和61年3月 までの40年 間に，仲裁事件は

わずか7件 しか係属していない.し かもこの中には，「双方申請 を形式的に

個別申請で行ったもの」や，「当事者関係としては2事 件であるが，同一の

調整事項であるため併合 して仲裁を行ったもの」が含まれているから，実質

的には5件 である.な お，右の併合事件は公共部門におけるもので，あっせ

んで解決しなかったため地方公営企業労働関係法第15条3項 にもとつ い て

職権仲裁に移行した事件である.ま た肝心の内容をみ ると，1件 を除外 して

すべて賃上げに関するものである.協 約の解釈 ・適用から生 じた紛争の処理

についてのものではない.(ii)

 以上のように，日本では労働協約の解釈 ・適用か ら生 じる問題を仲裁によ

って解決す るという仕組みはほとんどない.ま た，どのような内容の労使紛

争であれ，仲裁で解決 した例は極めて少ない.

 (3) 「苦情」処理に関す る以上のような 日本とアメリカの違いはどこか

ら生まれ るのか.

 先に筆者は，労働協約の解釈 ・適用から生じる紛争は，権利 ・義務に関す

る紛争だ と述べた(本 節1).ア メリカの場合は確かにその通 りである.ア メ

リカの労働協約は，労働条件の 内容を詳細 かつ具体的 に規定しているから，
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その解釈 ・適用上の紛争は権利 ・義務に関す るものであって，法律上の争い

である.し かるに，アメリカでは，これを裁判所でも全国労働関係局でもな

く，(任 意)仲 裁制度によって解決することが一般化しているのである.

 他方 日本では，1948年(昭 和23年)ご ろからアメリカ型の労働協約があ

らわれたが，今日でもなお，労働条件を詳細かつ具体的に定めたものは少な

い(中 労委事務局 ・前掲81頁 以下参照).「特定企業の一員となる」とい う対

決型でない日本の雇用の性質がそ うさせていると考えるが，労働条件が具体

化 されていなければ，'協約の解釈 ・適用をめ ぐる争いといっても，規定内容

について当事者が改めて交渉 し，確定 しなければならない場合がでて くる。

それはもはや権利 ・義務に関す る法律上の争いではな くて，新 しい権利 ・義

務を設定するための紛争である.従 ってそれは団体交渉によって決着を図る

べき性質のものであろう.そ うであるならば，労働協約の解釈 ・適用から生

じる紛争といっても，それを解決す る場は団体交渉や労使協議であっても少

しも不思議でない.C12)

 以上のことと関連するから日本の労使'協議制と団体交渉の性格について

述べておくと，まず労使協議制は 「団体交渉への攻撃」 として性格づけられ

ることが少なくない.そ こでは，厂日本人の行動に 深く染み込んだ性格であ

るところの，非公式 と舞台裏の討議が重んぜられる.」そ して，「この非公式

の傾向が，日本人の対決に対す る嫌悪 と一致す るのである」C13)(傍点筆者).

これはグール ド教授の説であるが，教授はまた 厂アメリカにおける仲裁手続

は，対決を避けたい日本人の願望と矛盾す る」(14)とも説かれ てい る.け だ

し，仲裁は対決型の労使関係のもとで，当事者の主張の不一致を第三者によ

って黒白をつけるのに適 している制度なのであって，労働者が企業の一員と

な り，企業 と一体感を強める型の雇用には馴染まないのではないか.「苦情」

も労使協議会に付議 されるゆえんであろ う.

 それならぽ団体交渉はどうか.団 体交渉は確かに労使 「対決」の場である.

しかし日本では，団体交渉は企業別に行われること，および，交渉当事者で
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ある労働組合は，先に述べた雇用の性格をもつ当該企業の従業員をもって構

成されていることに注意する必要がある.(15)

 (4) このほか，日本では労働委員会 と裁判所が紛争処理機関として開か

れている，本稿は労働協約の解釈 ・適用を例にとったが，その紛争解決手続

はアメリカと日本とでこれだけの相違がある.こ のことの理解の うえに立 っ

て労働組合は，組合員である外国人に対 して，それぞれの手続の性格と機能

を説明す るとともに，当面進めている手続があれば，そこから何が期待でき

るかを話しておくことが肝要である.他 面，労使は 「苦情」があればそれを

未処理 のまま放置せず，一つひ とつ解決するように努めるべきである.そ れ

を怠れぽ不満が残 る.小 さな不満でも積れぽ爆発しないとは限らない.B外

国語学校事件をみていると，以上のことに考えが及ぶのである.t18)

(1)GoULD， A PRIMER ON AMERICAN：LABOR Law 138(松 田保 彦 語 。ア メ リカ労

   働 法 入 門170頁).

(2) 本 田 尊 正 「労 働協 約 の 比 較 法 的 研 究 一 ア メ リカ」 日本 労 働 法 学 会 編 ・新 労 働 法

  講 座5巻53頁 参 照.

(3)以 上 の連 邦 最 高裁 判 決 に つ い ては ，佐 藤 進 ・ア メ リカ労 働 協 約 の研 究126頁 以

  下 に 詳 しい ，

(4)GouLD， op. Ctt.， supra note at 156(松 田訳191頁 一192頁)， GREGORY&

  KAT2， LABOR AND THE LAw 440-441(3rd ed.)佐 藤 進 ・前 掲168頁 一169

  頁 な ど参 照.

(5)ち な みY'， ア メ リカで 仲裁 とい って も 必 ず し も 一 様 で な い(NOLAN， LABOR

  ARBITRATION LAW AND PRACTICE 5 ff.， GOULD， op. cit.， supra note l at

  143-144.松 田訳175頁 以 下)参 照).け だ し， 仲 裁 は 労 働 協 約 の 定 め に 従 って

  行 わ れ るの で あ り(任 意 仲 裁 一 一ス トラ イ キが 禁 止 され て い る 公 共 部 門 の 一 部

  に 強 制 仲 裁compulsory arbitrationが あ る)， 協 約 上 ， 当 事 者 が 自由 に定 め て

  運 用 で ぎ るか らで あ る.古 い話 で あ るが参 考 まで に ， 筆 者 が傍 聴 した 審 問 の場

  で ， 当 事 者 が 書 証 と して 提 出 し， 受理 され た 労 働協 約 の 中 か ら， 手続 に 関連 す

  る条 項 を 拾 い 出 し， 翻 訳 して 次 に 掲 げ る.

(i・B電 話会社 と国際電機工組 合の支部 との間で 締結 された労働協約一1948

年8月8日 発効，一部改正を挾 んで1966年10月8日 まで有効一)
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  第17条 苦情 お よび苦情 処理 手続

   第1項 会社 と組合 との間に， この協約 の解釈 もし くは適用に関 して争いが

   生L， または，そ の他 の苦情 もしくは紛争が発生 した ときは， 本章の定め る

   手続 に従 って処理す るもの とす る.

    第1段 階 被用者 または職 場委員は，苦情 を職長 または第 一線 監督者(first

    line supervisor)に 提示す るもの とす る.

    第2段 階ない し第4段 階省略

   第2項 前項 の定め る手続に.従い， 会社お よび組合 の代表者が苦情 を処理 し

   えなかった場合 ，当事者の一方は， 書面に よって， この協約第18条 の定め

   る仲裁へ の付託 を求 めるこ とが できる.

  第18条 第1項(c)仲 裁委員会が事案を解決で きない ときは ，他 の委員 ととも

  ・に仲裁にあた る中立の第7番 目の委員(aneutral seventh member)を 選任

  し，事案v'つ い ての裁定を下す.

   〔訳者注〕 仲裁者は常設か臨時(=事 件 ごと)，rYom.選任 され る)か ， 単独か 複数

   か の組合わせで， い くつかの型に分け ることがで きる.こ の協約の よ うに労

   使 同数で構成 され る常設 の委 員会 に，中立委 員が事件 ごとに 単独で加わ る型

   のほか ，①常設 で単独 ②常設で三者構成③臨時で単独 とい う型が普通の よ う

   で あ る.(NOLAN op. CZt.， supra note 5 at 12 ff・)この事件では， イ リノイ

   大学 の故 フ ィリップス ・：L・ガ ーマ ン教授(Professor Phillips L Garman)

   が中立 委員(=7人 委員会 の委 員長)と して選任 されたが， 当事者 は審問廷

   で教授に仲裁を一 任 した.協 約の文言か らは窺 い知れない プラクテ ィスであ

    る.

    なお，審 問はホテルの一一室 で行われ ，1日 ，3時 間で終了 した.法 廷速 記

   者が速記を とった.裁 定が出た のは審問終了後， 約3ヵ 月であ った.ち なみ

   に， 事件Yrよ っては当事者双方か ら事情を聴収 し， 直ちに裁定を下す ことも

    ある とい う(GOULD， op. CZt.， supra note l at 143-145(松 田訳 ・176頁)，

   谷 口安平 「外国の労働紛 争処理 制度 か ら学ぶ もの一 仲裁」月刊 労委労協1991

   年7月 号7頁 な ど参 照).

   第18条 第1項(f)… …仲裁 委員会の中立委 員の費用 は，……当事者双方 が等 分

   して負担す る.

(6)吾 妻光俊 ・労働協約177頁 以下参照.

(7)吾 妻 ・前掲212頁 一213頁 参照.

〈8) 中央 労働時報662号(臨 時：増刊〉所収.

(9) どの よ うな事項が苦情処理機関に付議 され るかを規定 してい る協約は284存 在



(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)
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す るが，「労働協約の解釈 ・適用」 だけに絞 って規定 している 例は 報告 されて

いない.「 労働協約 ・就 業規 則等の解釈 ・適用」Yyつ いて規定す る例が284の

うち100(35・2パ ーセ ソ ト)で 最 も多 く，次いで 「協約 ・就業規則等の解釈 ・

適用 」 と 「労働条件 に関す る 日常 の不平不満」を併せて 掲げてい るもの88協

約(31・0パ ーセ ソ ト)，「具 体的に対 象事項 を規定 する もの」46協 約(16.2パ

ーセ ン ト)，厂労働条件 に関す る 日常の不平不満」42協 約(14.8パ ーセ ン ト)，

「単 に苦情 と規定す る もの」8協 約(2，8パ ーセ ソ ト)と なってい る.こ れ に対

して労使協議会 の場 合，「労働協約 の解釈 ・適用 」を掲 げる もの195協 約(付

議 事項 について規 定 してい る協約 は478あ るか らその うち40・8の パーセ ソ

ト)で ある.な お，「苦情 ・紛争」を掲げ てい る協約 も120例(25.1パ ーセ ソ

ト)あ る，また，、団体交渉事項 として「協 約の疑義解 釈」を規定す る ものは74

協約(何 が 交渉事項 か..Y'ついて 規定 してい る協約519の うち14.3パ ーセ ン

ト)存 在す る.な お，「苦情」を交渉事項 として掲げ るもの も17協 約(3.3パ

ーセ ン ト)あ る.

 次に，苦情処理機関で解決 しない場合，最 終的解決方 法 と して 「労使協議機

関に付議」す ると規定 す る例 が58協 約(最 終的解決方法 を定 めてい る 協約

236の うち24・5パ ーセ ン ト)，「団体 交渉へ移行」 させ ると規定す る協約が33

(13。9パーセ ン ト)あ る.「労働委員会 または第三者に付議 」す ると定め る例 も

44協 約(18.6パ ーセ ン ト)存 在す る.

注(9)を 参照.

東 京都地方 労働 委員会編 ・東京都地方労働委員会40年 史94頁 以下.

労使 関係法研究会 ・労使 関係法運用の実情及び問題点2129頁 参照.

GouLD， JAPAN's REsHAPING OF A】YIERICAN LABOR：LAw 12-13.

Id. at 12.

白井 泰四郎 ・労使 関係論155頁 参照.

本節全体 につき， 小嶌典明 「企業 内 におけ る紛争解決」 日本労働法学全誌80

号29頁 以下参照.

5・ 摩擦 の発生予防 と解消のための留意点

 (1) 日本人を父とし，アメリカ人を母として育 った高校生の話しを聞い

たことがある.こ の高校生は日本とアメリカで生活をした経験をもっている

が，両親の喧嘩をみていてその原因がよくわかるときがあるとい う.文 化の
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違いがそこにある場合だとい うのである.労 使関係を夫婦の関係に擬えるつ

もりはないが，労使でも，背景とす る文化が異なる場合には，その違いから

紛争が生 じることがある.そ こで，紛争の発生を未然に防止 し，または解消

するために，労使は互に相手の文化を理解す ることに努めるとともに，日常

のコ ミsニ ケーションをよくしておくことが大切である.そ れを怠れば，誤

解を生み不信感が募 って，些細なことで紛争に発展するおそれがある.

 (2)以 上を基本 として本章で述べたことをまとめてみると，第一に，ア

メリヵ人の雇用にあたっては，職務内容と労働条件を明確にしておくことが

必要である.ω そのことが紛争の発生を予防するし，仮 りに紛争が発生した

としても調整上ないし解決のための基準 として役立つ・第二に，紛争が発生

して調整に掛けられた場合，その場がどうい う性格をもち，どのような機能

を果す ものであるかを正 しく理解 してもらうことが必要である・なお，言葉

の問題がある.調 整に当る者が外国語に堪能なら問題ないが，そ うでない場

合には通訳を付けることが必要になる・通訳は労使関係の知識をもっている

者が望 ましい.

(1) アメ リカ人以外の外 国人 につい て もこのよ うにいえ るのかについては， 石 田英

  夫 「日本企業 の人材管理の 国際的適応性」慶應義塾 大学地域研 究セ ンター編 ・

  ア ジア ・太平洋経済 圏の新時代38?頁 以下参照.
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第1章 労働組合把握についての

    労働法学 と社会政策

1. は し が き

 労 働 組 合 に 関 す る研 究 は ， ダ ン 目 ップの 言 葉 を 借 りて い え ば ， 「多 くの学

問 ， 歴 史 学 ，経 済 学 ， 社 会 学 ，心 理 学 ， 法 学 が 出 合 う交 叉路(acrossroads)

で あ る」(1)が ， そ れ らを 統 一 して理 解 し，解 明す るデ ィシ プ リンは ， い まだ

形 成 され てい る とは い え な い.そ れ ぞ れ が 中心 課 題 と して き た周 辺 で は， 全

く同一 の こ とが 研 究 され て い るに もか か わ らず ， これ ら相 互 の問 で共 通 の問

題 意 識 が 反 省 され る こ とは 少 な か った の で あ って ，(2)イ ン ター デ ィシ プ リナ

リー な研 究 で さえ， 必 ず しも十 分 な 成 果 を あ げ て い な い.こ の よ うな状 況 を

うけ て， 調 査 や 分 析 の成 果 は ， そ れ ぞ れ の 領 域 の な か に埋 もれ て しま い， 一

つ の 領域 を こえ る と， 十 分 な評 価 も与 え られ ず ，利 用 も され な い とい う こ と

が 少 な くな い よ うで あ る.(3)

 そ こで本 稿 は ，労 働 組 合 把 握 に つ い て， 労 働 法 学 とい わ ゆ る隣 接 科 学 ， そ

れ も社 会 政 策 に限 定 し， 相 互 の 関連 に つ い て検 討 す る こ とを 目的 とす る.(4)

以 下 ， 第 一 に ，両 者 の 一 般 的 関連 に つ い て述 べ ， 第 二 に ， ウ ェ ッブの 見 解 を

中 心 に ， 労 働 組 合 の 意 義 お よび機 能 につ い て若 干 の問 題 を 提 起 し， 政 治 ス ト

の問 題 に も触 れ る.な お ，右 の うち第 一 の 点 につ い て は， す で に 「きわ め て

活 発 な 論 議 が 展 開 され てい る」㈲ か ら，簡 単 に述 べ るに と どめ る.

(1)

{2)

(3)

DUNLOP， INDUSTRIAL RELATIONS SYSTEM 6(1958)；see also 381-382.

氏 原 正 治 郎 「労 働 問 題 に お け る経 済 と法 」 経 済 評 論 昭 和33年4月 号154頁.

小松 隆 二 「労働 組 合 論 の 回顧 と展 望 」 日本 労 働 協 会 雑 誌 昭 和50年2月 号20頁.
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(4)「 隣接諸科学 の発展 と労働法学 」と題す る川 口実教授 の報告が ある，ジ ュリス ト

  441号101頁 以下.ま た，労働法学者，社会政策学者，社会学者，経営学者に

   よる 「労働問題 の多科学 的研究 」 と題す る座談会 もある.季 刊労働法80号120

  頁以下.

(5)松 岡三郎 「労働法学者か ら経 済学への注文」経済評論昭和33年4月 号31頁.

2.労 働組合把握 についての労働法学 と社会政策

 労 働 組 合 は ， 国 に よ って そ の組 織 や機 能 が 異 な り， また 同 一 の 国 に お い て

も，時 代 が 異 な るに つ れ て，そ の性 格 に変 化 が み られ るけ れ ど も，一 般 に は，

職 業 別 組 合 か ら産 業 別組 合 へ とい う発 展 過 程 を た ど った とい わ れ て い る.こ

の よ うな 組 合 に対 し国 は ， 組 合 の存 在 そ の もの ， な らび に ， これ ら組 合 が ，

そ の 内部 に 定 立す る諸 規 則， 使 用 者 と締 結 す る協 定 ， そ の 作 成 手 続 ，作 成 過

程 で 生 ず る紛 争 ， 紛 争 を有 利 に 解 決 す るた め の実 力 行 使 な どに つ き， これ を

否 認 す るか承 認 す るか ， 承 認 す る と して ， どの範 囲 で ， ま た どの程 度 承 認 す

るか ， とい う形 で法 規 制 を 行 って きた とい え る.労 働 組 合 に 関す る 国家 法 の

変 遷 は， こ うい う法 の 展 開 過 程 で あ って ，q)そ れ らは 一般 に ，禁 圧(repres・

sion)， 放 任(tolerati◎n)， 助 成(encouragement)の 三 段 階 を経 過 す る も の と

い お れ てい る.(2)

 とこ ろで ， 現 在 の ヨ ー ロ ッパ や ア メ リカ， そ して 日本 な ど は， 放 任 また は

助 成 の段 階 に あ るが ，(3)こ れ らの 国 で， 法 が 放 任 ない し助 成 政 策 を と る基 本

的 要 因 は， こ の段 階 に お け る賃 金 労働 者 ，す なわ ち， あ る高 さ の社 会 的 意 識

を もち ， また ， 労 働組 合等 に組 織 され た も の と して労 働 市場 に あ らわ れ るに

至 った 賃 金 労 働 者 を ， 資 本 が ， 引 き続 い て確 保 し， 掌 握 す るた め に はs労 働

者 の一 体 に お い て 受 け とめ ， か つ労 働 者 の 団結 とそ の活 動 を 容 認す るほ か な

い と判 断 した こ とに あ る と考 え る.も っ とも， 法 は ， 労働 組 合 の活 動 を無 制

限 に 認 め るの で は な く， そ こ)i'y_.Y1...定の規 制 を 加 え る のが 普通 で あ る.こ の こ

とは 戦前 の 日本 で ， い くた び か 提 出 され た 労 働組 合法 案 の うち， 最 後 の法 案
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(昭和6年)が 帝国議会に上程された際の，政府の提案理由書のうちに， よ

く示されている.(4)す なわち，次のようにい う.

 厂近時労働組合 ノ発達著 シク其 ノ産業 二於ケル地位頗ル重要と為 リ来 レル

ノ情勢二鑑 ミ労働組合法ヲ制定シテ労働者 ノ団結 ヲ法律上公認スル ト共二其

ノ組織行動二対シ規準ヲ与へ其ノ運動ヲシテ秩序的ナラシムルコ ト緊要ナ リ

ト認 ムコレ本法案 ヲ提出スル所以ナ リ.」

 もちろん， このような放任ないし助成とい う共通の政策の上にたって，具

体的にどのように労働組合およびその活動を法律で枠づけるか という点にな

ると，それぞれの方法が とられていて一様でない。しかし，国が労働組合を

法認す るのは，あくまで も資本制社会が維持されることを前提 としているの

であって，もし労働組合が，全体 として労働力の供給 ・取引団体であること

をやめ，労働者が，賃労働の提供者たる立場の廃棄を直接の目的とし，資本

主義体制そのものに対決す る性格の団体に転化するならば，国はこれに抑圧

を加えることにちゅうち ょしない，(5)ここに，労働組合に対する社会政策の

性格ないし限界があ り，労働法学においても・この点を十分認識してお く必

要があると考える.(6)

(1) 氏 原正 治郎 「労 使 関 係 に.おけ る経 済 と法 」 農 村 と労 働 の 法 社 会 学 一 一 磯 田進教

  授 還 暦 記 念所 収226頁 参 照 。

(2)COMMONS&ANDREWS， PRINCEPLES OF LABOR LEGISLATION 374 ff.(4th rev.

  ed.，1936).〈 池田 ・吉原訳 ・労働法原理下巻484頁 以下).

(3)た とえば， 日本国憲法におけ る団結権 の保障(28条)は ・ 日本が 「助成」 の段

  階Y'あ ることを示 してい る(吾 妻光俊 ・労働法(現 代法学全書)86-87頁)・

(4) 柴 田義彦 ・第59議 会提 出の労働組合法案研究79頁 か ら引用 ・なお・同書80-

  82頁 ，な らびに.98-100頁 所 収の，安 達謙蔵国務大臣の演説参照.

    また，全逓中郵事件に関す る最高裁判決(昭 和41年10月26日 ，刑集20

  巻8号901頁)は ， 「一 方で，労働運動の必然性 と正当性を認めつつ も・他方

   でそれを体制のわ く内V'と じこあ るために権力 の 許容 し うる範囲あ るいは容認

   し うる限界 とい うものをは っき りと打 ち 出 してい る」 と批評 され てい る(渡 辺

  洋三 ・法社会学 の課題181頁.な お，沼 田稲次郎 ・労働基本権論327頁 以下
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(5)

(6)
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参照).

大河内一 男 ・社 会政 策講 義(II)120-121頁 ，小松隆二 ・社会政策論8-10頁 ，

同183-186頁 参照.も っと も，福祉国家や福祉社会が視界yY入 ってか らは，労

使 の関係 や組合 の活動は変貌 しつつ あるといえ よ う.

舟橋 尚道 ・社 会政策論 と労働法学177頁 参照.

3・ 労働組合の意義 と機能 をめぐる若こFの問題

 1 (1)労 働者が，労働組合を結成 し，発展を期する基本的契機は，労働

力の取引において，使用者に比 し，きわめて不利な状況におかれているとい

う点にある・それは，何 よりもまず，賃労働の存在構造そのものに起因する.

すなわち，資本制社会では，人間の労働力は商品化 し，労働市場で労使によ

って取引されるが，その取引は，労働力商品の特殊性一商品である労働力が，

その生産者であ り販売者である労働者に内在 し，これと不可分離の関係にあ

る(1)一のために，労働者にとって不利であ り，経済的には労使対等な立場に

あるとはいえない.こ のことか ら労働者は，労働力の販売にあたって不利な

条件を可能なかぎり除去し，使用者 と経済的にも対等性を確立し，自らの再

生産，ひいては生存の確保のため，労働組合を結成することになるのである.

 こうして結成 され，発展 した労働組合とは，ウェッブによれぽ，「賃金労働

者が，その労働生活の諸条件を維持または改善するための恒常的な団体であ

る.」(2)いま，このウェッブの定義にもとついて，労働組合の性格ないし原則

を整理すれば，次の三つ，すなわち，第一に，労働組合は，賃金労働者の自

主的組織であること，第二に，労働生活の諸条件の維持 ・改善を目的 とする

こと，そして第三に，労働組合は恒常的団体であること，以上のようにまと

め ることができるであろう.

 このウェッブの定義づけは，1920年 当時の組合運動をに らんで行われた

ものであるが，労働組合運動は，経済的 ・政治的 。社会的条件に応 じて発展

す る.そ こで，組合運動の発展に対応して，この定義の，他の点は変わらな
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いに して も， 「目的 」 の 点 で拡 充 がみ られ るの で はな い か と考xら れ るで あ

ろ う.(3)19世 紀 末 の段 階 の課 題 を反 映 す る ウ ェ ッブ の規 定 に 対 して ，新 た な

問題 の提 起 が あ って も当然 の こ とだ と思 わ れ る.

 こ の点 に つ き，1944年 に ， イ ギ リス 労働 組 合 評 議 会(Trade Union Con・

gress， T.U.C.)が ，「戦 後 再 建 に 関 す る中 間 報 告 」(Interim Report on Post・

War Reconstruction)の な か で， 労 働 組 合 の 目的 を ，次 の よ うに 規 定 して い

る こ とが ， まず 注 目 され る.

  「第 一 は ，い うまで もな く，賃 金，時 間 お よび 労働 諸 条 件 を維 持 し改 善 す

 る こ とで あ る.

  第 二 に ， 労 働 組 合 運 動 は 労 働 者 が 仕事 を 手 にす る機 会 に 関 心 を寄 せ てい

 る.r完 全 雇 用 』 は 労 働 組 合 が つね に追 求 して い る 目的 で あ る・

  第 三 に ，労 働 組 合 運 動 は産 業 政 策 とそ の 目標 へ の勤 労 者 の影響 力 を 拡大

 し， そ の管 理 に参 与 す る よ う立 ち 向 うため に 存 在 す る.」(4)

 ウ ェ ッブ の定 義 を 「時 代 お くれ 」(out-of-date)と して正 面 か ら批 判 を 加 え

た のは ，・ミロ ウ(N.Barou)で あ る.か れ の 問題 指 摘 の うち， こ こで 重 要 だ

と思 わ れ る点 を あげ れ ぽ ， ウ ェ ッブが ，「労 働 生 活 の諸 条 件 」 とい う とき，雇

用 の場 に お け る労 働 時 間 ， 賃 金 お よび 健 康 の 諸条 件 に つ い て だ け言 及 して い

るのだ とす れ ば， 今 日の労 働 組 合 は ， そ れ らを 維 持 また は 改 善す る こ と以 上

の こ とを 行 な って い る， とい う指 摘 で あ る.(5)

 以 上 の 点 に つ い て は ，次 の こ と，す な わ ち，先 の ウ ェ ッブの 定 義 は ，「労 働

組 合 運 動 の歴 史 」(The History of Trade Unionism)の 再 版(1920年)の

冒 頭 に 掲 げ られ た も ので あ って ， こ の書 の初 版(1894年)に お い て は ， 「労

働 生 活 の諸 条 件 の維 持 ・改 善 」と い う部 分 が ，「雇 用 条 件 の維 持 ・改 善 」 とな

っ て い た こ とに 注 目す る必 要 が あ る.こ の改 訂 の 背 景 に は， イ ギ リスに おけ

る産 業 構 造 の変 動 ， 長 期 に わ た る不 況 ， 資 本 制 経 済 の 行 きづ ま り，失 業 者 の

登 場 ・増 大 な どか ら結 果 す る労働 組 合 運 動 の急 激 な変 化 が あ った.組 織 の面

で い えぽ ， 不 熟 練 労 働 者 の大 量 進 出 に と もな い ，一 方 で は職 業 別 組 合 か ら産
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業別組合への再編成が進行 し，他方では 「一般組合」(General Union)が 結

成された.そ して，それにともないイデオβギーの面でも，現状維持的なも

のから革新的な運動方針への変化がみられ，職業的利害をこえて，全労働者

の階級的利益を 貫徹しようとす る階級闘争主義 を採用 するものもあらわれ

た.(6>第 一次大戦は，上のような組合運動の変化を決定的に したといえるで

あろう，

 ウェッブの 「目的」規定における上の改訂は，かかる事態の進展に対応 し，

労働組合の目的のなかに，広 く労働者の社会的 ・政治的 ・文化的生活の向上

をも包含せしめうるように行われたものと考えられる。(7)すなわち，初版に

おける 「雇用条件の維持または改善」によって意味されることは，労働者が，

労働力の担い手 として，その取引の場である労働市場や，その消費の場であ

る職場(蠶 商品生産の場)に おける条件の維持 ・改善をめざすことが意味さ

れてい るのに対 し，再版における 「労働生活の諸条件の維持または改善」に

よるときは，それにとどまらず，労働力の再生産の場である 「家庭」がつけ

加えられたことになる.い いかえれば，そこでは，労働力再生産の全過程に

わたって，労働組合は，さまざまな条件の維持 ・改善をめざすものであるこ

とが簡明に述べられたとみることができるのである.(8)

 右のようにみるならぽ，バ ロウの批判は必ずしも妥当なものでないであろ

う・また，TUCに よる労働組合の 目的規定も，ウェッブの掲 げる労働組

合の目的 のなかに，すべて 含ませ ることが 可能 であると考える.な ぜなら

TUCの 組合の目的規定の第一は， ウェッブ初版の目的規定においてすでに

包含される性質のものであるし，第二の 「完全雇用」も，労働市場に主たる

関心をもつから，ウェヅブ初版の目的規定に包摂 されているといえる.さ ら

に，完全雇用は，副次的には，「職場」における組合の立場を強固にす る.ま

た，雇用が保障され ることによって，生活の安定をもたらし，その結果 「家

庭」の場にも関連をもつことになるが，再版の定義では，これも含まれるこ

とにな る.
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 第 三 の産 業 政 策 に 関 す る部 分 に つ い ては ， 「ウ ェ ッブ の 定 義 に対 す る重 要

な付 加」で あ る との ベ ル(J.D.M. Bel1)の 評 価 が あ る.「 それ は，労 使 協 議 制

(joint consultation)等 セこお け る近 代 的経 験 に とっ て， きわ あ て大 きな 意 義

を もつ 『産 業 民主 制 』(industrial democracy)へ の労 働 者 の熱 望 を あ らわ

し， 産 業 お よび 社 会 に お け る市 民 と して の 労 働 者 の地 位 を高 め る も の」 と説

か れ るの で あ る.(9)け れ ど も， この 問 題 も，組 合が ，産 業 政 策 へ の参 与 を 通

して， 国 の社 会 ・労 働 政 策 に 影 響 を 及 ぼす こ とに な るか ら， 直 接 ・間 接 に 労

働 力 の再 生 産 過 程 に か か わ りを もつ こ とは 間違 い な い.ベ ル 自身 も こ の第 三

番 目の 目的 を 含 め て ，TUCの 掲 げ た 目的 は ，す べ て ウ ェ ッブ の い う 「労 働

生 活 の 諸 条 件 」 とい う句 の なか に， も しそ れ を 「か な りゆ るや か に解 釈す れ

ば 」(if given a sufficently liberal interpretation)包 摂 され る こ とを認 め

て い るの で あ る.(10)

 要 す るVy， 労 働 組 合 運 動 は ， 経 済 的 ・政 治 的 ・社 会 的 条 件 に適 応 して発 展

し， そ の 目的 もそ れ に 応 じて さ ま ざ まに 拡 充 され るけ れ ど も， ウ ェ ッブ の規

定 した 目的 は ， そ のい ず れ を も包 含 せ しめ る こ とが 可 能 で あ る とい え よ う.

ウ ェ ッブの 定 義 が ， 古 典 的 で あ る と と もに ， 現 在 も十 分 活 用 し うる もの と し

て高 く評 価 され るゆ え ん の 一 つ も， ここ に あ る の で あ ろ う.(11)

 (2)眼 を ， 日本 の労 働 組 合 法 に 転 ず る と，そ の第2条 に ，労 働 組 合 の 定 義

規 定 が あ る.こ の規 定 は ，こ の法 律 の立 案 に 関 与 され た 学 者 に よれ ば ，「ウ ェ

ップ な どの 労働 組 合 の考 え方 を参 考 に した も の」(12)であ る.そ して，経 済 学

者 の な か に も， こ の規 定 を も っ て， ウ ェ ッブ的 な 古 典 的 定 義 で あ る と説 い て

お られ る者 が あ るcis)そ うだ とす れ ば ，こ の条 の組 合 の定 義 は ， ウ ェ ッブの

定 義 をめ ぐっ て上 に 紹 介 し検 討 を 加 え た こ とか ら知 られ る よ うな広 範 な 内容

を そ こに盛 り込 み うる こ とに な り， 労 働 三 権 を 無条 件 に保 障 す る憲 法28条

と の関 係 に お い て も， 何 ら問 題 とす べ き点(た とえば 憲 法28条 の 内容 を 制

限 す る とい うよ うな)は な い よ うに 思わ れ る.
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この こ とか ら， 次 の こ とが い え る.す な わ ち ， まず 第 一に ， 労 働 力 は ， 売 り惜

しみ を した り， 貯 蔵 や 保 存 を す る こ との で きな い 商 品 で あ る.第 二 に ， 労 働 力

商 品 の移 動 は ， 労 働 者 自身 の 移 動 を 意 味 し， か れ の 移 動 は ， 住 居 や 家 族 との 関

係 で ， 容 易 で は な い.な お ， 労 働 力商 品 の 特 殊 性 に つ い て は ，上 に あ げ た もの

の ほか ， 小 松 隆 二 ・社 会 政 策 論31頁 以 下 参 照.

WEBBS， ， TxE HISTORY OF TRADE UNIONISM 1，(rev. ed.，1920)(飯 田 ・高 橋

訳 ・労 働 組 合 運 動 の歴 史(上)4頁).

山 中 篤 太 郎 教 授 は ，1955年(昭 和30年)に 発 表 され た 論 文 「産 業 民 主 制 に つ

い て一 一英 国労 働 組 合 運 動 の 組 織 民 主 制 に よ りて一 一 」 一 橋 大 学 創 立 周 年 記 念

論 文 集 上 巻 所 収335頁 に お い て ， 「労 働 組 合 運 動 の 目的 に つ い て は ， 両 ウ ェ ッ

ブが1894年 の 規 定 を1920年 に 修 正 せ ざ るを 得 な か った こ とは 多 くの 人 の 知

る と こ ろで あ るが ，1950年 代 に は また 之 が 書 きか え られ よ うと して い る」 と述

べ られ てい る.

Cited from FLANDERS&CLEGG(ed.)，'THE SYSTEM OF INDUSTRIAL RELA-

TIONS IN GREAT BRITAIN 190(1954).訳 文 は 隅 谷 三 喜 男 ・労 働経 済 論129頁

に よ る.

BARou， BRITISH TRADE UNIONS 29(1947).こ の 書 に つ い ては ， 前 川 嘉 一 ・

N・ バ ロ ウ の 厂イ ギ リス労 働 組 合 論 」 イ ギ リス 労 働 組 合 主 義 の 発 展259頁 以 下

参 照.

大 河 内 一 男 ・労 働 組 合34-36頁.な お ， こ の よ うな イデ オ ロ ギ ーの 変 化 との 関

連 にお い て，「労 働 党 」 の結 成 が み られ ， 同党 との関 係 に お い て， 労 働 組 合 は 大

きな 力 を もつ よ うに な った.

ウ ェ ッブ 自身 の 註 記 に よれ ば ， こ の 改 訂 は ， 「労 働 組 合 〔が)， 少 な くと も19

世 紀 を 通 じて ， しば しば 社 会 的 ・経 済 的 諸 問 題 に お け る革 命 的 な 変 化 を 切 望 し

て きた 」 こ とを 明 らか に す るた め に 行 わ れ た(Webbs， oP. cit.， supra note

2，at 1飯 田 ・高 橋 訳 ・前 掲5頁) .も っ と も， ウ ェ ッブの ， 初 版 に お け る規 定

は ，労 働 組 合 の 基 本 的 性 格 を ， 正 し くい い あ らわ して い る.と い うわ け は ， 使

用 者v'対 抗 して， 雇 用 条 件 の 維 持 ・改 善 を 図 る こ とを 目的 と しな い 労 働 組 合 は

あ りえ な い か らで あ る.

小 松 ・社 会 政 策 論(前 掲)187頁 参 照.

BELLY， Trade Unions， contained in TgE SYSTEM OF INDUSTRIAL R肌ATION$

IN GREAT BRITAIN(FLANDERS&CLEGG ed.)191-192(1954).

BELL， op. cit.， supra note 10， at 194.

小 松 隆 二 ・労 働 組 合 論 の回 顧 と展 望17-18頁 ，同 ・社 会政 策 論(前 掲)187頁.な
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  お，山本潔 「労働組合の本質規定をめ ぐる諸見解」季刊労働法99号140頁 参照.

〈12)松 岡 ・前掲31頁.

(13)隅 谷 ・前掲119頁.な お沼田稲次郎教授は，「〔旧労組 〕法 制定作業 の行われ て

  いた時期V'は ，その原型 とな るような労働組 合 は殆 ん ど存在 していなか った.

  だか ら国際的に理 解せ られてい る労働組合 の基 本的 な性格 を念頭に おい て，そ

  の定 義を規定 す るほかなか った.も とよ り戦前 の 日本 の労働組合を も参考 とみ

  られた と思わ れ る」 と説 いてお られ る(労 働基 本権論127頁).

 2 (1)労 働 組 合 は ，そ の 目的 を達 成 す るた め一 定 の機 能 を遂 行 す る.労

働 組 合 の 機 能 は ，組 織形 態 と同 じ く， それ ぞれ の国 に よっ て異 な り， また 同

一 の 国 を と って み て も時 代 が 異 な る と変 化 す る.こ の点 に 関 しウ ェ ッブは ，

相 互 保険(mutual insurance)， 団体 交 渉 ，お よび 立 法 活 動(legal enactment， 〉

の3つ を組 合 の 機 能 と して あ げ ， これ ら3つ の 機 能 は 並 列 して 存 在 しつ つ ，

重 要 性 の 比 率 が ， 相 互 保 険 か ら 団体 交 渉 へ 移 り， 「コ レ クテ ィヴ ィズ ム」

(collectivism)の 進 展 と と もに ， やが て立 法 活 動 が 団体 交 渉 と交 替 す る(re・

place)も の と予 測 してい た.(1)

 上 の見解 に つ い て は ，19世 紀 末 の 段 階 に お い て は 妥 当 で あ った と して も，

今 日的段 階 で は不 十 分 で は な い のか が 問 題 とな るが ， こ の3つ の 機 能 は ， そ

の枠 組 に お い て 今 な お生 き る もの で あ る と して も， そ の中 味 が 時 代 と と もに

変 化 し， も し くは不 十 分 な ものに な るのは ， あ る意 味 で は 当 然 で あ ろ う.

 そ れ に対 して， た とえ ば ， 労 働 組 合 が 社 会 的 基 盤 を 確 立 して 社会 的発 言 力

を増 大 させ ， そ の 目標 が 多 面 化 した こ とに と もな って 新 し く出 現 した ，組 合

の いわ ば第 四 の機 能 と して 「労 使 協 議 」 が付 加 され るべ き だ とい う見 解 が あ

る.「 そ れ は 労 働 組 合 が経 営 者 と対 等 に話 しあ う とい う意 味 で， 労 働 組 合 運

動 の発 展 に お い て 一 段 階 を 画 して い る」 と され るの で あ る.② もっ とも， そ

の 実 質 は 対 等 な 協 議 で あ る と い うよ り， 「雇 主 が 組 合 の 活 動 力 を 経 営 のな か

に 包 摂 す る手 段 とな って い る」 と も述 べ られ ， そ の 「第 一 次 大 戦 後 の代 表 的

例 は ，イ ギ リス のWhitley Committeeと よば れ た 工場 委 員 会 制 で あ り，第
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二次大戦後の代表事例は， ドイッの共同決定法および経営組織法に よる経営

協議会である」 とされる.(3)

 思うに，労働組合は，産業の発展にともない，各企業における労働条件が

画一的なものか ら特殊性をもちは じめるとともに，工場委員会や経営協議会

と結合し，また，組合代表をそこへ送 りこむことによって，その組合の企業

ンベルにおける影響力を強化す ることができるとい}よ うC4)そ して，西 ド

イツにおける経営協議会については，「労働組合 と無関係では存在 しえず，そ

れと不可分の関係に立って，はじめて活動 しうる」のであって，それは，実

際上，厂労働組合の下部組織としての性格を持つに至っている」とい う実態

調査にもとつ く報告もあるが，(5)工場委員会や経営'協議会は，原則として労

働組合 とは別個の組織であり，労働組合とは異なった原則にもとつ く組織で

あることに留意 しておく必要があるであろう・

 2 ここで再び，日本の労働組合法第2条 に眼を転ずると，同条は，労働

組合の目的についてだけ規定 し，その目的を達成するための活動に関 しては

何も定めていない.こ の点に関し，国労広島地本組合費事件に関す る最高裁

判決(6)は，示唆に富む判断をしている.

 この判決によれぽ， 厂労働組合は， 労働者の労働条件の維持改善その他経

済的地位の向上を図ることを主たる目的とす る団体」であるが，その 「活動

は，必ず しも対使用者との関係において有利な労働条件を獲得することのみ

に限定 されるものではな」 く， 厂社会の変化 とそのなかにおける労働組合の

意義や機能の変化に伴って流動発展するものであ り，今日においては，その

活動の範囲が本来の経済的活動の域を超えて政治的活動，社会活動，文化的

活動など広 く組合員の生活利益の擁護と向上に直接間接に関係する事項にも

及び，しかも更に拡大の傾向を示 して」いる.こ のような組合の活動の拡大

は，それだけの 「社会的必然性を有す る」ものであるから，「これに対 して法

律が特段の制限や規制の措置をとらない限 り，これらの活動そのものをもっ

て直ちに労働組合の目的の範囲外であるとし，あるいは労働組合が本来行 う
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ことのできない行為であるとす ることはできない.」

 この判示と関連し，日本でとくに問題 とな る一つは，労働組合の政治活動，

とりわけ政治ス トの問題である.(7)

 日本には，政治ス トを，それ として規律す る法律は存在しない.ま た，憲

法第28条 は，労働者に争議権を保障しているが，争議行為の目的によって，

政治ス トと非政治ス トとを区別 していない.そ こで同条は，労働組合の政治

ス トをも保障しているのかが問題 とな る.こ の点につき，本稿との関係で注

目すべき見解は， とりあえず次の二つであると考える.そ の一は，憲法にお

ける労働基本権の保障をもって，労働力商品に関する価値法則ないし賃金法

則の貫徹をめざす，労働組合運動の本来的目的を支えるための権利の保障で

あるとす る見解である.⑧ したがって，この見解によれば，社会保障や物価

問題は賃金法則に関係す るから同条の保障する範囲に含まれ るけれども，反

戦ス トのような 「純粋の」政治ス トは，それと必然的な固有の関係をもたな

いか ら同条の保障を うけない.そ れは憲法第21条 に関する問題である，と

いうことになるであろう.(9)

 その二は上の ようにみることに対す る批判的見解であって，その見解によ

れぽ，第一に，組合が賃金法則の貫徹を本来の目的とするものだとい う前提

に立つ としても，今日的段階において，その貫徹が，たとえば侵略戦争に反

対す る行動を起 さずして可能なのかというのである.厂労働力の価値規定そ

のものが，今日ではもはや一国のわくをこえ， したがってまた対外政策その

他いわゆる 『純粋の』政治的要素によって影響をうけているのではないだろ

うか」 と問われる.つ いで第二は，労働組合の本来的目的が価値法則の実現

にあるとする理解そのものについての，いわば根本的な批判である.す なわ

ち， 「資本主義社会においては， 労働力の価値そのものがたえず低下す る傾

向にあり， ……したがって， ……労働者の状態はr悪 化せ ざるを得ない』」

厂まさに価値法則(賃 金法則)の 貫徹が，その意味での窮乏化をもたらすので

はないのか.そ して労働力の価値規定は，いわゆる道徳的要素をふくんでい
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る.そ れゆえに労働組合は，たんに価値法則の貫徹をはかるとい うだけでな

く，その前提 としての労働力の価値の低落に反対 し，これをおしあげようと

するのではないだろ うか」 とされ るのである.(10)

 この二つの見解の対立は，かつて社会政策学者の間で行われた論争，すな

わち，労働力の価値の貫徹をめ ぐって，資本制蓄積の一般法則いわゆる窮乏

化の法則との関係で，社会政策は労働力の価値を貫徹せ しめ うるのか，それ

とも社会政策 といえども価値以下に しか実現 しxな いと理解するのかという

論争を思わせるものがある.

 いま，この点Y'つ いて深入 りすることは本稿の主題から離れることになる

から避けるが，要するに，すでに述べた ように，労働者が労働組合を結成 し，

その発展を期す るのは，労働力の取引において，労使の間に存す る経済的非

対等性を可能なかぎり除去し，使用者 と対等の立場を樹立して，自らの再生

産を確保す るためである.こ のような再生産の確保は，自由放任のもとでは

使用者との自由な取引を通 して実現されるべきものと考えられていたから，

労働組合は，使用者だけを相手方 として交渉を行っていた.し たがって，こ

の段階では，争議行為も，専 ら使用者に向けられていたのである.し かるに，

独占段階以降，国が労使の関係に介入 し，そこに一定の影響を及ぼす ように

なると，労働組合は，交渉の相手を，使用者に限定せず，政府や議会にまで

拡張 していかざるをえなかった といえる・だから，その武器 としての争議行

為 も，使用者に対するものに限らず，政府や議会に向けられるものをも含む

よう拡張 されざるをえないのである.11)

 以上のこと，および，憲法28第 条が労働者の争議行為を無条件に保障 して

い ることか らみるならば，同条は政治ス トを一切排除していると解すること

はできないとともに，政治ス トがすべて同条の保障の範囲に含まれ るともい

えないと思われる.C12)労働力の再生産に影響を与える諸要素に関す る政治

ス トが容認 されているものとみるべきであろ う，(13)



(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)
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WEBBS，， INDUSTRIAL DEMOCRACY， Part II Chs，1， II&VI(rev. ed.，1920>

(高野岩三郎監訳 ・産業民主制論第部第1章 ，第2章 ，第4章)た だ し， イギ リ

スに おけ る事態 は， ウェッブの予測 どお りには進展 しなかった.FLANDERS&

CLEGG， THE SYSTEM OF INDUSTRIAL RELATIONS IN GREAT BRITAIN 76；

FLANDERS， TRADE LTNIONB 75-76，(7th rev. ed.，1968).隅 谷 ・労働経済論

132頁.

隅谷 ・前掲130頁 ，FLANDERS&CLEGG， op. cat.、 supra note l at 195 ff.

隅谷 ・前掲130頁 ，

大河内 ・社会政策講義(II)(前 掲)95頁.

正 田彬 「西独におけ る工場委 員会 制度」 日本労働協会雑誌昭和37年1月 号10

頁.

最3判 昭和50・11・28 (民集29・10・1634).な お， 三井美唄炭鉱事：件， 最

大判昭和43・12・4， 刑集22・13・1425参 照.

ただ し，本文に紹介 した最高裁判決 は，組合費 と労働組合 の統制力 の 限界に闘

す るものであ る.

渡 辺洋三 ・法社会学の課題179頁 ，横井芳弘 「政治 ス トと して反戦 ス ト」法律

時報39巻3号 ・5号 ・6号 参照.

渡 辺 ・前 掲188頁 以下，横井 ・前掲3号 ，4号 ，6号 参照.

佐藤正夫 ・労働法学の課題165-166頁.

渡 辺 ・前 掲187頁 参照.

なお本章第2節 を参 照.

全遙 中郵事件に 関す る最 高裁 判決(前 掲)は ，公労法違反 の 争議 行為 に も刑 事

免責 の適用が あ りうる ことを前 提 としつつ，憲 法28条 の保障 する争議行為 と

しての正 当性 の限界 を超 える例 として， 厂争議 行為 が労組法1条1項 の 目的 の

ためでな くして政治 目的 のため に行 なわれた ような場合」を あげて い る.こ の

判決は，「『トレイ ド・ユニナニズム』の法認 を 公労協 について も一応貫徹 しよ

うとす るもの」 と評 され てい るが， トレイ ド・ユニォニズム(trade unionism)

の内容性格が何なのかは，必ず しも明確でない(沼 田稲次郎 ・労働基本権論330

頁，216-217頁).私 見に よれば トレイ ド・ユニオニズムとは， もと もと労働組

合運動その ものを意味 し， したが って，現代資本主義社会では政治活動 を 必ず

しも一切拒否す る もの とみ るべ きでは ない.独 占段階以降， 国が労使 の関係LY'

介入 し，そ こに一 定 の 影響を及ぼす よ うにな ってか らは，労働組合は，組合員

の生存 確保 のため，使 用者のみな らず 国を も相手方 として交渉 を 行わ ざるをrx

ない.し たが って，そ の武器 としてのス トライキ も，政 府 や議 会に向け られ る
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ものまで 拡張 され ることにな る.そ れφえ，今 日的段 階におけ る トレイ ド・ユ

ニオニズムとは，一切 の 政治 ス トを拒否す る もの で は な く， ウェッブのい う

「労働生活 の 諸条件 を維 持 ・改善」す るための政 治 ス トな らば， トレイ ド・ユ

ニオニズムの 概 念 の なかに 包摂 され る もの と考 えなければな らない， トレイ

ド・ユニオニズムを もって，一切 の政治活動 を 拒否す る もの と考え るのは，組

合運動を あま りに も純粋に，経済主義 の 枠に限定 して しまう考え方 であ る.そ

れは，1850年 か ら1880年 の30年 間におけ る，イギ リスの労働組合 運動 を想

起 させ るもの が あ る とい え よ う (HUTT， BRITISH TRADE UNIONISM一ｮ一 一A

SHORT HI3TOItY Ch. II(1962)).塩 田庄兵衛訳 ・イギ リス労働運動 史28頁 以下

参照)，

4. む す び一要約

 1 労働組合につい て のウェップの定義は，普遍的な意味をもち，骨格と

しては時代をこえて利用す ることができるものである.(1)も とより労働組合

運動は，経済的 。社会的 ・政治的条件に適応して発展するから，それに応 じ

て組合の目的も拡充される.し かし，たとえば1944年 のTUCに よる組合

の目的規定についてベルが述べているように，ウェッブの定義における 「労

働生活の諸条件」を 厂かな りゆるやかに解釈するならば」それらの目的はど

れ もこれに包摂され うるものである，また，組合の目的と関連 して，その実

現を図るための方法一 一ウェッブは，相互保険，団体交渉，立法活動の三つ

をあげている一一～も，時代とともに発展し多面化す る.こ の点で 「労使協議

制」が問題となるが，たとえば西 ドイッの経営協議会を，実際には労働組合

の下部組織 としての性格をもち，機能 を営んでいるとみることについては，

それが原則 として労働組合と別の組織であ り，労働組合とは異なった原則に

もとつ く組織であることに留意してお く必要があるであろ う.

 2 労働組合法第2条 に規定される労働組合のウェッブ的古典的定義だ と

される.そ うだ とすれば，以上ウェッブの定義をめぐって検討 したごとく，

この定義も普遍性をもち，時 どきの労働組合が必要に応じて掲げる目標を，
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広 く包み うるものであると解され る.し たがって，同条は労働三権を無条件

に保障す る憲法第28条 との関係においても，とくに問題となる点は生じな

いように思われ る.ま た，同条は，労働組合の 「目的」達成のための活動につ

いては何も規定をしていないが，この点に関し，今日的段階で問題になるこ

との一つは，組合が政治ス トを行い うるかとい うことである.現 代資本主義

のもとでは，厂労働生活の諸条件」を維持し改善す るためには，国を相手方と

して交渉をし，これに対 して争議行為を行わざるをえない場合もあること，

憲法第28条 が，労働者の争議行為を無条件に保障していること，などの点

からみて，労働力の再生産に影響を与える諸要素に関連す る政治ストは，法

的にも容認されているとみるべきであろう.

〈1) したが って， ウェ ッブの定 義の もとで，相対立す る組合論で さえ 展開す る こと

  が可能であ るともいえ るであろ う.
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第2章 労働組合法上の労働組合

1.本 章 の 目的

 労働組合は，元来，国の法律や政策によってつ くられたものではなく，む

しろ逆に，国や使用者の抑圧に対抗 しなが ら，労働者の自主的組織として生

成し発展してきた社会現象である.こ の社会現象としての労働組合は，ウェ

ヅブに従い， 「賃金労働者が， その労働生活の諸条件を維持または改善す る

ための恒常的な団体である」(1)と定義することができるであろう.

 国は，このような社会現象 としての労働組合を，やがて承認して法秩序 の

なかに組み入れるようになるが，(2>組み入れるにあたっては，そこに一定の

規整を加え，この規整に服す る組合にのみ法律上の存在を認め，保護を与え

るのが通常である.た だ，その規整の仕方は各国の労働政策によって一様で

はない.わ が国では，第二次世界大戦後に定立された日本国憲法が労働者の

団結権を保障 し(28条)， 労働組合 に対する助成の態度を表明しているが，

それを受けて制定された(現 行)労 働組合法(以 下，労組法とい う)は ，労

働組合の自主性を確保するとい う政策的意図から，第2条 において労働組合

についての定義を行っている.労 働者の団体は，同条の規定に適合すれば労

組法上の労働組合と認められ同法の適用対象となるが，この規定で問題とな

るのは，本文と但書1号 ・2号 との関係である.な ぜなら，但書1号 ・2号

の要件に該当する組合でも，当然には本文に定める自主性を失わない場合が

あるからである.そ こで，労働者の団体が第2条 但書1号 ・2号の要 件をみ

たすときは労組法上の労働組合とされないのか，それ とも，但書1号 。2号

の規定V=該 当する場合でも，本文の要件をそなえるかぎ り労組法上の労働組
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合 といえるのか，が問題となる.本 章は，この問題を中心に労組法上の労働

組合の要件を検討 し，すすんで上記要件を欠く労働組合の地位について考察

す ることを第 一の目的とする.

 次に，労組法第2条 の労働組合についての定義規定は，労働組合の資格審

査制度 と直接的関係をもっている.す なわち，労働組合が労組法 の定め る

「手続」に参与 し，「救済」を受けるためには，第5条2項 の要件(民 主性)

とともに第2条 の要件(自 主性)を みたさなければならない(5条1項).こ

の2つ の要件を，一般に労働組合の資格要件といい，労働者の団体がこの要

件をそなえているかどうかは，労働委員会が審査する(資 格審査).そ こで本

章第二の目的は，労働組合の資格審査の問題について若干の考察を行 うこと

にある.な お，それとの関連において，労働組合の 「民主性」(5条2項)の

問題についても簡単に検討を加える.

〈1)WEBBS， TxE HISTORX oF TRADE UNIONISM 1.(rev. ed.，1920)飯 田=高 橋

  訳 ・労 働組 合 運 動 史(上)4頁.な お， 隅 谷 三 喜 男 ・労 働 経 済 論(第2版)138

   頁 参 照.

(2)労 働 組 合Y'V，対 す る 国家 法 は ，一 般 に 禁 圧(repression)， 放 任(toleration)， 助

  成(encouragement)の 三 段 階 を 経 過 す る も の と い わ れ る(CoMMoNs&

  ANDREWS， PRINCIPLES OF LABOR LEGISLATION 374 ff.(4th rev. ed.，1936)

  池 田=吉 原 訳 ・労働 法原 理 下巻484頁 以 下 参 照).

2.労 働組合の自主性

 労組法第2条 は，同法にいう労働組合(1条 ・5-12条 ・14条 ・19条 ・22

条 ・27条 ・33条 参照)を ，目的 と組織の観点から定義 してr労 働者が主体

となって自主的に」(組織上の要件=客 観的要件)「 労働条件の維持改善その

他経済的地位の向上を図ることを主たる目的」(目的上の要件=主 観的要件〉

「として組織する団体またはその連合団体をいう」 と定めるとともに，但書

で，労働組合と認められない四つの場合(1号 一4号)を 列挙 している・い
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ま，これを分説すれぽ次のとお りである.

 1組 織上の要件

 (1)主 体性 と自主性

 労働組合は， 「労働者が主体となって自主的に……組織する」 団体である

ことが必要である.こ こに労働者とは，厂職業の種類を問わず，賃金，給料そ

の他これに準ず る収入に よって生活する者」(労組法3条)を い う.

 (一) 主体性 労働者が 「主体となって」 とは，労働者団体の構成員のう

ち大部分がこのような労働者であ り(量 的面)，かつ，組合の運営および活動

において，労働者が指導的立場に立っていること(質 的面)こ とを意味す る

(通説).「 主体」 とい う語 を，量的 な意味 においてのみ 把える立場 もある

が，ω その立場 も，質的な面を，「自主的」という語のうちに含めて理解す る

から，結果的には変 りないことになるであろ う.い ずれの立場に よるにせ よ，

労働者とはいえない者，たとえば，職業的組合運動家や学生が組合に加入 し

組合役員になっていても，「主体」とならないかぎり，その団体は，当然には

労働組合であることを否認されない.

 (二) 自主性 また，労働者が 「自主的に」組織す る団体 とい うのは，対

内的に，その団体の組織と運営とが，構成員である労働者自身の意思Y'よ っ

てたてられ，行われること，したがって，対外的には，団体外部からの支配

を受けないことを意味する.「主体となって」とい う語を，質的面からも把え

ると，この点において重複する部分をもつ.そ のことをも考慮 してか，「主体

となって」とい う語を 「自主的に」 とい う語に結合させ，あわせて 「労働者

が量質ともに指導的地位にあって」の意に解する立場もある.(2)

 ところで，労働者団体に対す る外部か らの支配には，国家，政党，使用者

および宗教などのそれがあるが， このうち，国家と使用者による支配は，労

働運動の歴史に照 らしてとりわけ注 目すべきものである.し かし，労働組合

はその本質上，使用者に対抗する組織であること，労組法第1条 が，労働組
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合をもって使用者を相手方 として行 う団体交渉の主体として把 え てい る こ

と，同法第2条 但書1号 および2号 が，労働組合の自主性を，使用者からの

独立 という観点から規定 していること，などをあわせ考慮するならば，対外

的側面におけ る自主性 とは，主 として使用者の支配を受けないことを意味す

るものも解 され る(な お，労組法7条 参照).

 (2)二 条本文 と但書o..・二 号との関係

 労組法上，労働組合の自主性について問題 となるのは，同法第2条 但書1

号 ・2号 が，使用者の利益代表者の参加している団体(1号)， および，使用

者から経費援助を受けてい る団体(2号)を 労働組合として認めない旨を規

定 していることである.い わゆる御用組合はs第2条 本文によって自主性を

欠くと認められ る典型であるが，但書1号 ・2号 によると，その程度にいた

らない場合でも，1号 または2号 に該当すること，たとえぽ，わずか1名 の

使用者の利益代表者を組合員 とし，または，ごくわずかな経費援助を受けて

いることに よって労組法上労働組合として認められない場合が生ずるかのよ

うである・そこで，上但書1号 または2号 に該当す るけれども実質的には

自主性を保有する(蠶2条 本文の要件をみたす)と 認められる労働者の団体

を，労組法上の労働組合とみることはできないのかが問題となる.

 この点につき，学説は二つに分かれて対立 している.一 つは形式説 とよぼ

れ，他は実質説と名づけられている.

 (一)形 式説 形式説によれぽ，労組法上の労働組合であるためには，同

法第2条 本文の要件をみたすほか，但書の定める事由に該当しないことが必

要である.但 書は，労働組合の自主性を担保するための制度的要件を定めた

ものであって本文 と独立の要件をなす.し たがって，たとえ本文の要件をみ

たす ものでも，但書1号 または2号 の要件に該当するときは，同法上の労

働組合 とは認め られない， とい う.(8)

 (二)実 質説 実質説に よれぽ，但書1号 ・2号 は，本文の要件をみたす

かどうかの判断基準を例示的に掲げたもので，本文と独立の要件をなす もの
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ではない，その理由づけは論老によって必ずしも同一でないが，たとえば①

但書1号 ・2号 の規定を文字通 り厳格に解釈す ると，かえって労働組合を法

の保護 の外に投げ出すことになること，C4)とか②但書1号 ・2号 は，自主性

を侵害するおそれのある要素を労組法上の手続参与 と救済を前提とする資格

審査に結びつけ，同号に該当す る労働者の団体をもって手続参与と救済を受

け る資格をもたないものとす るが，それに該当す るというだけで労組法上の

労働組合でないとするわけではない，と解すべきこと，(5)などがあげられて

いる.以 上の理由によってこの説は，1号 または2号 の要件を形式的にみた

す労働者の団体でも，実質的に自主性を保ってい るか ぎ り，労組法上の労

働組合と認めて差支 えないとされるのである.学 説上，実質説が 多数 であ

り，⑥ 判例くz)もこの立場にたつ.

 上記の形式説 と実質説のいずれをとるかに よって労働組合の法律上の地位

について生ずる差異は次のとお りである.す なわち，(イ)第2条 本文の要件

をみたさない労働者の団体は，いずれの説によっても使用者に対抗す る組織

としての実体をそなえないものとして，憲法その他の法律上，あらゆる関係で

労働組合としての取扱いを受けることができない.し たがって，第5条1項

の定め る不利益を課されるのみならず，たとえば協約能力は否定され，(8)また，

不当労働行為の救済(9)や民事 ・刑事の免責(8条 ・1条2項)も 否定される.

もっともこれは労働組合としての取扱いに関す ることであるか ら， このよう

な団体の構成員が争議行為を行った場合，争議行為の主体は労働組合に限定

されないことからみて(争 議団をみ よ)，それが正当であるかぎり，民事 ・刑

事の免責は認められると解 される.(13)また構成員の一部が 正当な組合活動

を行った場合，これを理由とす る不利益取扱には不当労働行為を構成 し，当

該労働者は労働委員会または裁判所に対し救済を求めることができる.(10)

 (ロ) 次に，第2条 但書1号 ・2号の要件に該当す るが，本文の要件をみた

す労働者の団体については，次のような差異がみ られる.① 本文 と但書1

号 ・2号 との関係について形式説をとる立場に よれば，このような団体は労
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組法上の労働組合 とはいえないが，憲法上，労働者の団体に保障される諸利

益を享受 することまで否定されるべきではない.労 働法の規定のなかには，

憲法における労働基本権の保障か ら当然に帰結される規定 (確認規定)と ，

労組法が労働組合に対 し，特別に付与 した権利または資格を定める規定(創

設規定)と がある.た とえぽ民事 ・刑事の免責(労 組法8条 ・1条2項)は

ここにい う確認規定であるから，かかる組合にも実質的にそれと同一の保障

が認められるとい う.② これに対して，本文と但書1号 ・2号 との関係に

つき実質説をとる立場によれば，@そ のような労働者の団体も労組法上の労

働組合であ り， 同法の適用を受けるが，但書1号 ・2号 は資格審査制度と

も関連をもつ規定であって，そのことか ら，第5条1項 の定める不利益は免

れることができない，とされる.以 上のかぎ りでは，実質説 ・形式説いずれ

に よっても結論上あ'まり大 きな相違を生 じない.し か し，⑤実質説のなかに

は，但書1号 と2号 に該当す る場合でも，それに よって組合の自主性が実

質的にそこなわれていなければ(=本 文の要件をみた していれば)そ の組合

は第5条1項 の定める不利益 も受けない，と解す る見解がある・裁判所は

実質説後者(前 記⑤)(12)を， 資格審査を担当す る労働委員会は 実質説前者

(前記③)，または形式説をとっているように思われ る.(1))そ して，但書2号

に関 してはこれをさらに一歩進め，形式的に経費援助にあた る行為も実質的

に組合の自主性をそこなわない場合には，同号に抵触 しない とみ る立場があ

ることに注意すべきである.(14)

 (3)組 織における自主性

 労働組合は，本質上使用者に対抗する組織であるから，その組織において

使用者の影響から独立でなけれぽならない.そ こで使用老の利益代表者の利

益代表者の組合加入は認め られるべきではないが，いかなる範囲の者が これ

に該当す るかは，団結権保障のもと，組合が自主的に判断すぺ きものである.

ところが，労組法は第2条 但書1号 でこの点に関する規定を設け，利益代

表者 として，後に述べる三種類をあげている.そ こで問題 となるのは，法が
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組合組織に介入しすぎると，かえってその自主性を失わせる結果を招きかね

ないことであろう.こ の点で第2条 但書1号 が，監督的地位にある労働者

の広範な部分を労働組合か ら排除 しているのは問題である.

 さらに，同号におけ る使用者の利益代表者かどうかを判断す る基準は，必

ずしも明確であるとはいえない・この号は，1945年(昭 和20年)に 制定さ

れた(旧)労 働組合法における第2条1号 の規定を具体化し，詳細化したも

のといわれているが，(15)それでもなお，これを無理に限定づける基準 として

用いると 「無用の混乱をきたすおそれがある」.そ こで，「労使間の協議」に

よってその範囲を具体化す るとい う，労使間で実際にとられている方法(労

働協約上 の非組合員 の範囲条項)も 一応 の 妥当性 を もって い るといえる

がC18)使 用者の利益代表者の範囲は，組合が自主的に定めるのを基本とし，

最終的には，法の解釈にかかわる問題として，労働委員会ないし裁判所の判

断にまつべきものである.(17)このような角度からみれば，た とえば守衛，自

動車運転手，秘書が，協約上，非組合員とされている例があるのは問題であ

ろう.こ れ らの者は，その組合加入が使用老の利益に反す るとしても，当然

にはここにい う利益代表者たる地位を有す るとはいえない.こ れ らの者を組

合員とするときは，争議時に使用者が不便を蒙るというのであれば，これを

争議不参加者として協定すれぽよい.こ のようにみ ると，上記の非組合員の

範囲に関する協約条項は，争議不参加者の範囲を定めたものと解するのが正

しいであろう.(18)

 以下・労組法第2条 但書1号 にかかげる使用者の利益代表者か否かの判

断基準について，検討を加える.

 (一) 役員 実際上，役員が組合に加入している例は絶無に近い.

 (二) 雇入 ・解雇 ・昇進または異動に関し，直接の権限をもつ監督的地位：

にある者 「雇入 ・解雇 ・昇進または異動」 とい う， 労働者の地位 ・身分を

決定するいわゆる人事に関する事項について 「直接の権限」をもち，しかも

厂監督的地位にある労働者」 を参加させると， 労働組合としての自主性がそ
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こなわれるおそれのあることに着 目した 規定 である.し たがって，ここに

「直接の権限」とは，使用者の人事に関し，基本的な人事に関 し，基本的な決

定に関与する権限をいうものと解 される.人 事課 ・労務課の一般職員のよう

に，人事についての決定に関与はす るが，その程度が，補助的 ・助言的にと

どまる者は， これに含まれないとみるべきである.ま た， 「監督的地位」 と

は，従業員に対する監督的地位をいい，その監督権の内容は人事に関するこ

とが らに限定されず，営業 ・技術 ・生産上の事項などをも包含する.

 上の要件に該当するのは，一般には課長以上(た とえば，人事部の部課長，

技術部 ・営業部の部課長)で あるといえるが，企業によって組織，職務権限

の定め方に相違があり，単に課長とか支店長 という職名だけで形式的に判断

す ることの困難な場合がある.そ の場合には，上に述べた意味における，人

事に関す る 「直接的権限」をもち，かつ 「監督的地位」にあるかどうかを基

準 として，実質的に判定するほかない.<19)

 (三) 使用者の労働関係についての計画と方針とに関する機密事項に接 し，

そのために職務上の義務 と責任とが当該労働組合の組合員としての誠意と責

任とに直接にてい触する監督的地位にある労働者 労働者の待遇や労働組合

に対す る関係などの計画と方針に関する事項のうち， 「機密」 に属す る事項

に職務上接す る地位にある労働者が組合に加入すると，その者は職務上知 り

得た機密を漏洩しない義務を負うために，とりわけ労使が対立 した場合，組合

員として誠実に行動 し，責任を果すことがむずか しいとい う矛盾におちいる

おそれがある.(20)いいかえればこのような地位にある者を労働組合 に加入

させることは，その者の組合員としての活動を鈍化させるだけでなく，使用

者に対抗する組織 としての労働組合の性格を弱めることにもなるであろう.

この規定は，この点に着 目しておかれたものである.た だ，排除されるのは，

右の矛盾が 厂直接」的，つまり，その矛盾が明白であるような立場にある者

であって，「監督的地位」にある労働者にかぎられる.し たがって，労働者に

関与する人事課 ・給与課 ・労務課等に所属す る労働者でも原則的には係長以
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上がこれに含まれ，かかる地位にない一一般の労働者は， これに該当しない.

また，秘書なども係長以上がこれに該当し，たとえば社長づき秘書も，機密

事項に接するであろ うが，当然には除外 されない.な お，本規定は(二)の

規定と重複する部分をもつが， ここでは， 「決定権」がなくても 「監督的地

位」にあれぽ要件をみたすのである.

 (四) その他使用者の利益を代表する者 上に列挙された三種類を包含す

る概念であって，上記以外の者で，その加入が労働組合の自主性をそこなう

ような職務上の地位にある者をいう.し たがって，どの範囲の者がこれに含

まれるかは，その加入によって，組合の自主性がそこなわれるかどうかとい

う観点から実質的に判断されるべきである.こ の観点からすれば，すでに述

べた守衛 ・運転手 ・秘書等の組合加入は，使用者の利益に反す るとしても，

当然にはここにいう利益代表者に該当 しない.(21)

 (4)運 営における自主性

 (一) 経費援助の禁止

 労働組合が，その運営のために使用者 から経理上の援助を うけることは，

使用者b'よ る組合運営に対す る支配への途をひらき，組合の自主性をそこな

うおそれがある.そ こで，労組法は，かかる使用者の経費援助を，不当労働

行為 として禁止する(7条3号 後段)と ともに，使用者から経費援助を受け

ている組合を， 同法上の労働組合と認めない旨を定めている (2条 但書2

号).

 ここに組合運営の経費とい うのは，労働組合がその目的を達成するために

行 う諸活動に必要なすべての経費をさし，組合事務所の設備 。備品 ・電話 ・

自動車などの物件費であると，在籍専従者の賃金 ・諸手当などの人件費であ

るとを問わない.ま た，援助の形式は，現金の支払いだけにかぎらず，金銭

的利益供与の一切を含む.こ のような経費について，使用者がその全部また

は一部を供与し，組合の負担を免れさせ ることを，使用者の 「経費援助」と

よぶのである.た だ，このような 「経費援助」があれぽ，その労働者の団体
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は労組法上の労働組合と認められないのかについては，次のような対立 した

見解がある.す なわち本号但書の定める例外に該当しないかぎりこれを肯定

す る立場 と，否定する立場とがある.否 定す る立場は，第2条 本文 と但書2

号 との関係について実質説をとり，「経費援助」があっても，それによって自

主性が実質的にそこなわれていなければ(=本 文の要件をみた していれば)，

労組法上の労働組合であると判断す る.

 (二) 経費援助の禁止の例外

 上にみた使用者による組合経費の援助の禁止については，労組法第2条 但

書2号 但書において，次の三つの例外が認められている.

 (イ) 労働時間中の労使間の協議または交渉に対 し，その時間分の賃金を

控除 しないこと この程度の援助は，組合の自主性をそこな うものでない半

面，労働組合を保護す るためにむ しろ必要であるとの考えから，上にい う経

費援助から除外したものと解 される.(22)も っとも， 労使の協議(労 使協議

会 ・苦情処理機関などv`け る協議)と 交渉(団 体交渉)は ，使用者からみ

れぽ経営活動でもあるとして，この援助を，組合活動に対す る純粋な経費援

助 と区別し，その除外の妥当性を認め る立場 もある.㈱)

 (ロ)組 合の福利厚生基金に対 して寄附をすること 福利厚生事業は，労

使の対抗関係を基盤としないから， これに対する使用者の寄附は，上にいう

経費援助とは性質を異にし，労働組合の自主性をそこな うおそれはないとみ

たのである.な お，かかる寄附も，労組法第9条 にしたがい，組合が総会の

決議を経るならば，争議資金等，他の目的のために流用しうるとい う説があ

る.(24)総会の決議によって流用す るのであるから，組合の自主性はそこなわ

れないことなどを根拠 とす るものであるが，上の寄附は福利厚生資金に 「実

際に用いられる」寄附と解すべきであ り，第9条 の規定も，使用者の寄附を

流用す ることまで認める趣意 とは考えられないとして否定的に解す る説 もあ

る.㈱)

 (ハ)最 小限度の広さの組合事務所を供与すること わが国における労働
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組合の多数は，独立の事務所をもつほど財政的基盤が強固でないこと，およ

び企業別組織の形態をとって企業内で組合活動を展開してきている実情など

を考慮して，組合事務をとるために必要な最小限度の広 さの部屋ないし建物

を，使用者が無償で譲渡または貸与することを，経費援助に該当しないと定

めたのである(な お，7条3号 但書参照).

 2 目的上の要件

 労働組合は，労働者の 「労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図

ることを主たる目的」とす る団体でなければな らない.労 組法第2条 におけ

るこの規定は，「ウェッブ的な古典的規定にしたが」 うものである.(26)と こ

ろが，ウェッブの定義づけそのものは，1920年 当時の組合運動をにらんで行

われたものであって，今日の労働運動を考察するためには，次の二つの理由

によって，もはや十分でないとの指摘がある.そ の理由とは，第一に，今日

の「労働運動 はウェヅブのいう賃金労働者だけでなく，サラリーマン=職 員

層を広範に包含する運動となっている」こと，第二に，「労働組合の社会的発

言力が強化されるにつれて，組合は労働者の社会生活の全側面にわたって発

言 し」てきてお り，厂『労働生活の諸条件』に対象を限定することも狭きに失

する」とい うことである.(27)

 いま，この批判を現行労組法における労働組合の定義 と関連させてみると，

その定義はウェッブ的なものであるにもかかわらず，上の批判に十分たえう

るものであると考える.と い うわけは，同法は，第一に，労働者の範囲をひ

ろく把え，「賃金，給料その他これに準ずる収入によって生活す る者」と定め

ているから(3条)， この要件をみたせば職員層も労働者 とされ ること，第二

に，労働組合の目的を 「労働者の経済的地位の向上を図ることを主たる」も

のとすれば足 りると規定し，それに附随して政治的，社会的文化的地位の向

上を追求することを禁止していないからである(2条3条 ・4号 参照).

 この点につき，国労広島地本事件に関す る：最高裁判決(昭50・11・28判 ，
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民集29巻10号1634頁)の 次のような判示は，注 目に値するであろう.

すなわち， 「労働組合は， 労働老の労働条件の維持改善その他経済的地位の

向上を図ることを主たる目的とす る団体」であるが，その 「活動は，必ずし

も対使用者 との関係において有利な労働条件を獲得す ることのみに限定 され

るものでは」 なく， 「社会の変化とそのなかにおける労働組合の意義や機能

の変化に伴って流動発展す るものであり，今日においては，その活動の範囲

が本来の経済的活動の域を超えて政治的活動，社会活動，文化的活動など広

く組合員の生活利益の擁i護と向上に直接間接に関係す る事項に も及び， しか

も更に拡大の傾向を示 している.」 このような組合の活動の拡大は， それだ

けの 「社会的必然性を有す るもの」であるから，「これに対 して法律が特段の

制限や規制の措置をとらない限 り，これ らの活動そのものをもって直ちに労

働組合の目的の範囲外であるとし，あるいは労働組合が本来行 うことのでぎ

ない行為であるとす ることはできない」と.

 もっとも，労働組合が，労働者の経済的地位の向上以外の目的を追求する

場合に，それが法的にどのような評価を受けれかは別に検討を必要 とする問

題であって，とりわけ政治ス トと組合の統制権の限界をあ ぐって問題となる

が，とりあえず本稿の課題ではない.

 3労 働者の団体

 労組法上の労働組合 と認め られるためには，上に述べた要件をみたす労働

者の 「団体又はその連合団体」でなければならない.

 (1)団 体

 団体とは，一定の目的のもとに結合した人の集まりをいう.民 法では，そ

の結合関係がどうあるかによって社団と組合の二つの態様に分けるが，これ

にしたがえば，労働組合は，社団としての性格をもつ.28)労 働組合は社団と

して永続的な存在であるか ら，一時的に団結 しているにすぎない場合(争 議

団など)に は，これを労働組合とい うことはできない，(29)もっとも，争議団
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として組織 されても，それが一時的なものとして消滅しないで存続す るとき

Y'は，労働組合 としての実質をそなえたものと判断すべき場合があるであろ

う.し かし，その場合にも，労組法第5条2項 の要件をみたさないかぎり，

同法の定める手続に参与 し，救済を受け ることができないことはい うまでも

ない(5条1項).次 に，労働組合は社団として人の結合体であるから，脱退

などによって組合員が一人となった場合には(一 人組合)も はや労働組合 と

『認められない.(30)ただ例外的に，使用者の支配介入(労 組法7条3号)に よ

って組合員が一人になってしまった場合につき，「組合員の復帰または新規

組合員獲得の可能性が全 く消滅 した とは認められない」かぎり，社団性を失

なわないとされている.(31)また，労働組合としての性格をもつ支部または分

会の場合には，所属組合員が一人になってしまっても，なお，組織的な統一

体としての性格」を有 しているから，その支部または分会の社団性 ←・労働

組合性)は 失われない と説かれている.(32)しかし，支部 ・分会が，労組法第

2条 の要件をみたす団体であるならぽ，それは上部団体の一構成単位である

と同時にそれ自体独立した労働組合とみることができるから，原則的には，

その支部 ・分会自体の社団性はそれによって失われると解すべきでないかと

考え，る.(33)

 (2)連 合体

 連合体については，その構成員として労組法上の労働組合でない団体を加

入させている場合に，これを同法第2条 にいう 厂連合団体」として認めるこ

とができるかが問題となる.こ のことについて行政解釈は，第2条 の「その」

連合団体 とい う語を労組 「法上の労働組合だけから構成 され る」団体をさす，

と厳格に解釈 してこれを否定 している.(34)しか し，これに対しては同法上の

労働組合でない団体が構成員であることに よって連合体にどのような影響が

あるのかを実質的に判断し，かかる団体の加入にもかかわらず連合体自体が

同法の定める労働組合の要件をみたしているときには， これを肯定 してよい

と解する説がある.(as)行政解釈は労組法第2条 本文 と但書 との関係にっい
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て形式説をとってお り，連合体についても，それに準 じた解釈をしているよ

うに思われる.後 説は実質説に立った考え方であるといえよう.(38)ちなみに

中央労働委員会は，公務員法上の職員団体等を含む連合体について，総体的

にみて 「労組法上の労働組合の連合体とみることができ」れば，労組法第2

条にいう 「その連合団体」に該当すると判断している.(38)

3.労 働組合の資格審査

 労働者の団体(ま たはその連合体)が 労組法上の労働組合 と認め られ るた

めには，以上に述べた組織上および目的上の要件を具備す ることが必要であ

るし，それ らの要件をみたせば，それで十分である(労 組法2条).

 しか し，労組法は別に資格審査制度を設け，同法 の定め る手続 に参与 し，

救済を受けるためには，上記の労働組合としての要件をそなえるほかに，組

合規約に一定事項を記載 しなければならない旨を定めている(5条).そ こで

以下，資格審査制度について簡単に検討を加える.

 1 労働組合の民主性

 (1) 組合 自治 と規約

 労働組合の組合員ならびに機関の行動は規約によって規律されるが，規約

においてどのような事項をどのように規定す るかは，組合の自由に委ねられ

るべきものである.し かるに労組法は，この点について規定をおいた(5条

2項).そ の趣旨は組合の民主性を確立するにあると説明されている.(38)た

しかに，規定そのものは組合民主主義の観点か らみて当然と思われるものが

多い.け れども，規約記載事項につき，その具体的内容にまで立入って規定

を設け，しかも，かかる事項の一つでも欠 く場合には一定の不利益を免れな

いとしているのは，組合自治に対す る過度の関与である， と批判されてもや

むをえない.(39)



132        第2部 労働組合法と労働組合

 (2) 労組法五条二項の全般的意義

 以上のことを念頭におきつつ労組法第5条2項 の規定について全般的な検

討を加えるならば，そのもつ意味は，同項各号の趣旨に適合す る規定を残 ら

ず規約に記載 しない組合は，一項所定の不利益を免れないというにとどまる

と解すべきである.し たがって，組合規約が2項 各号に定める事項の全部 も

しくは一部を欠き，あるいはこれに反する場合でも，労働組合の設立が当然

に否認されるわけではなく，また，同項の規定に違反す る規約の定めないし

規約全体が，当然に無効となるわけでもないC40)

 もっとも，組合民主主義が組合の組織 ・運営における本質的要請であるこ

とから，著しく非民主的な規約条項は無効 と解される余地が昂る・この点に

っいてとくに問題となるのは，3号 と4号 である・いま4号 についてみれば・

組合員資格の得喪につき差別扱いを禁止され る理由のうちに 「信条」が含ま

れていない，そこで，特定の政治的信条を抱 く者，または特定政党に属す る

老に対し，「組合員たる資格」を認めないと規約に定めても，その条項は同号

に違反しないと解される.

 けれども，上のこととは別V'，政治的信条による組合員資格の剥奪を定め

る規約条項 は有効かが 問題 となるのである・労働組合その他の私的団体が，

その団体に加入す る者の資格Yyつ いて差別を設けることは私的自治に委ね ら

れた領域に属し，憲法第14条 に違反しない，との見解もあるが，(41)これを

無効と解す る説が有力である・無効説はその根拠づけが一様でなく，次の三

つに大別される.そ の一つは，かかる定めは，憲法第14条 の平等原則に直接

違反するといえないにしても，同条の精神に反 しヂ または同条の形成す る公

序に違反する，といい，(42>もう一つは，憲法における団結権保障の精神から

これ と同じ結論を導 くもので，たとえば，そのような定めは，団結権(組 織

選択の自由 ・組合加入の自由)を 違法に(=憲 法14条 および本文の精神に

反する仕方で)侵 害す るものであってf団 体自治法としての効力を有pな い

と説 か れ る.(43)最 後 の一 つ は ，上 の 二 つ の 立場 ，す なわ ち平 等 原 則 と団 結 権
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保障の精神とから，かかる定めの効力を否認す るものである.(44)ただ，かか

る規約の定めを無効であると解 してみても，組合加入の場合，加入を拒否 さ

れた労働者が，当然に組合員資格を取得するわけでないことに注意す る必要

があるであろ う.(45)

 2資 格 審 査

 (1) 資格審査制度の意義

 すでに述べたように，労働組合が労組法の定める手続に参与 し，救済を受

けるためには，同法第2条 の要件(自 主性)お よび第5条2項 の要件(民 主

性)を みたさなけれぽならない(労 組法5条1項).こ の二つの要件を，一

般に労働組合の資格要件とよび，組合がこの要件を具備しているかどうかは，

労働委員会が審査する(資 格審査).

 かかる制度を設けた趣旨は，資格要件を欠 く組合に対し，そのような不利

益を課することによって上記要件をそなえるよう，間接的に強制す ることに

ある，と解される.(46)そ うだとすれぽ，労組法における労働組合についての

自由設立主義(労 働組合の結成につき，行政官庁への届出やその許可 ・認可

などを必要としていない)は ，これによって貫徹 していないとみることがで

きるであろう.(47)

 (2)審 査の方法

 資格審査の方法に関し，第2条 の審査は実質的に行われなければならない

が，第5条2項 についての審査は形式的なそれで足 りると解するのが判例(48)

であ り，これを支持する学説も少な くない.(49)その論拠は要約す ると次のと

お りである.す なわち，第2条 に関する審査は，同条が労働組合の自主性を

獲得するための実質的要件を定めるものであるから実質的に行われることが

必要である.こ れに対 して第5条2項 に関する審査は，同項が規約の民主化

を通 して組合の民主性を確立 しようとするものと解されることから，同項所

定の事項が規約にすべて含められているかどうかを審査すれば足 りる(=形
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式的審査).い いかえれぽ，組合運営の実際が規約どお りに行われているか ど

うか(実 質審査)に まで及ぶ必要はない.組 合の運営が規約に従 って行われ

ているかどうかは組合の内部問題であって労働組合法との関係では問題を生

じない.一 一以上のようにまとめることができるであろう.お もうに，資格

審査は，行政機関である労働委員会に よる，上記第2条 および第5条2項

の要件をみたしているかど うかを確認す る行為(=準 法律行為的行政行為)

であって，これを前提 として労働組合は 「手続」への参与を認 あ られ，「救

済」を付与 さ れるのである.し たがって，問題なのは，その確認行為に誤

りがあるかどうかであって，審査が実質的か形式的かではない.審 査方法が

形式的でも，その結果に誤 りがなければそれで差 し支えな く，逆に実質的審

査が行われても結果に誤 りがあれば意味があるとはいえない.(50)審査方法に

対する法の規整も，適格性の認定は組合の立証によって行 うことを原則とし，

それによって心証がえられない場合に，例外的に労働委員会が事実の調査お

よび必要と認める証拠調べを行いうる道を開いているにすぎない(労 組法5

条1項 ，労委規影23条2項 参照).以 上の理由によって，2条 に関する審

査は実質的でなければならないとはいえない，と考える.

 (3) 資格審査の法的効果

 資格審査の結果，労組法第2条 および第5条2項 の要件に適合すると判

定されれば，その労働者の団体(一 般に適格組合またほ法内組合などとよば

れている)は ，同法の定ある次のような手続に参与し，救済を受けることが

できる(5条1項 ，なお労委規則22条 参照)・

 (一) 「手続に参与」 ここにい う労組法の定める 「手続」が何をさすかに

ついては必 ずしも明 らかでないけれ ども，次の四種 をさす ものと解 され る

(通説)。(イ)法 人登記の手続(11条)， ただ し，登記手続は労組法上の 「手

続」とはいえないという説がある・(51)労働委員会規則第22条 はこの立場に

たって，法人登記の手続を，以下の三種の手続 とは別個のものとして扱って

いる.(ロ)労 働協約の拡張適用の申立手続(18条)，(ハ)労 働委員会にお
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ける労働者委員の候補者の推せん手続(19条7項)，(二)不 当労働行為の

申立手続(27条1項).こ れらの手続に 「参与」す るとは，労働委員会に対

し，上の四種の申立または申請を行い，その趣 旨を弁明し，証拠を提出して

労働委員会の審理および判定を受け，さらに再審査を申し立てるな どの行為

を，みずから，または代理人を通じて行 うことをいう.

 (二) 労組法に規定す る 「救済」とは，同法第27条 の規定す る労働委員

会を通じての，不当労働行為に対す る救済をいう・(52)この規定Yyよ って非適

格組合は，使用者から団体交渉拒否(労 組法7条2号)ま たは支配介入(同

3号)の 不当労働行為を受けても，労働委員会に よる救済を受けることがで

きない.

 (三) なお，資格審査は，労働組合が無料の労働者供給事業を行 うについ

て，労働大臣の許可を受ける場合にも必要 とされる(職 安法45条 ，同施行

規則32条3項)・

 (4) 資格審査の法的性質

 資格審査の結果に誤 りがある場合，それを前提として行われる処分(=「 手

続」への参与を認め，「救済」を付与す るという処分)は 違法 となるのであろ

うか.

 この点につき最高裁判所は，不当労働行為事件に関す る日通会津若松事件

(最高裁昭32・12・24判 ，民集11巻14号2336頁)に おいて次のように

判示 している.す なわち，労働委員会は労組法第2条 および第5条2項 の規

定に適合 しない組合の申立を拒否すべき義務を負っているが，この義務は，

「労働委員会が，組合が2条 および5条2項 の要件を具備するように促進

す るという国家 目的に協力す ることを要請 されているとい う意味において，

直接，国家に対 し負う責務にほかならず，申立資格を欠 く組合の救済申立を

拒否す ることが，使用者の法的利益の保障の見地か ら要求される意味におい

て，使用老に対す る関係において負う義務ではない」 と判示 している.そ し

て学説の多数 もこれを支持す る.C53)
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た とえぽ，菊池 ・林 ・前掲書は，次の よ うに説 かれ る.す なわち，「主 体 となっ

て」 とい う語を，「自主的」 とい う言葉 と対比 して考え ると，「主 として団体に

おけ る人的構成の ことを さす もの とも解せ られ る」(59頁)と.

東京大学労働法研究会 『註釈労働組合法』38頁 ， 吾 妻光俊 『新訂労働法概論』

126頁 など参照.

山 口浩一郎 ・労働組合法14-15頁 ，菅野和 夫 ・労働法(第2版)374頁 ，石井

照久 ・新版労働法(第3版)277頁 ，労働省労政局 労働法規課編 ・三訂新版労

働組合法 ・労働関係調整法241-242頁.

柳川 ・古山 ・緒方 ・高島 ・斉藤 ・全訂判例労働法の研究(上)681頁.

荒木誠之 「労働組合 の 資格要件」新 労働法講座2巻51頁.な お，吾妻光俊 ・

条解労働組 合法41頁 参照.

(5)に あげ た もの の ほか ，菊池 ・林 ・前掲59-60頁 ，峯村光郎 ・労働法概論

139頁 ，外尾健一一・労働団体法40頁 ，東京大学労働法研究会 ・注釈労働 組 合

法(上)141-42頁 など参照.

日本 セメン ト事件 ・東京地判昭25・1・30労 民集1巻1号13頁 ，高岳製 作所

事件 ・東京地決昭25・12・23労 民集1巻5号770頁 ，塚 本総業事件 ・千葉地

判昭35・12・6労 民集11巻6号1397頁 な ど.

高岳製作所東京工場事件 ・東京地決昭25・12・23労 民集1巻5号770頁.

東京生命保険会社事件 ・東京地決昭25・5・8労 民集1巻2号230頁.

5条1項 但書.な お，(9)に 掲げた決定 を参 照.

吾妻 ・前 掲(条 解)32頁 ・41頁 ，荒木 ・前 掲51頁.

(7)に 掲げた判 例を参 照.

瀬元美知 男 「御用組 合」総 合判例研 究叢書労働法(5)49頁 以下参照.

磯 田進 「改正 労働組合法 の若千 の問題」社会科学研究2巻1号97頁 ，本多淳

亮 ・労働組合 法41-42頁.

賀来才二郎 ・改 正 ・労 働組合法 の詳解96頁 参照.

昭24・8・26中 労委一文発526号 厂労働委員会 の 事務処理につい て」解釈指

示1号 参照.

労使 関係法研究会 ・労使 関係 法運用 の 実 庸及 び 問題点1..¥Y関す る報告書第1巻

205頁 参照.

窪 田隼人 「組合員 の 範囲及 び 組合活動条項」後藤清先生還暦記念 ・労働協約

198頁 ，荒木 ・前 掲55頁 ，角田邦重 「労働組合 の意義 と要件」片 岡=横 井編 ・

演習労働法93頁 参照.ま た，この点 に関連 し，三石耐火 煉瓦事件 に 関す る中

労委決定(昭29・11・24命 令集11号256頁)参 照.
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総務課長が但書1号 に該当 しない とされた例 として，男鹿市農業 協同組合事 件・

秋 田地判昭60・4・15労 働経済判例速 報1248号12頁 があ る.

吾妻光俊編 ・註解労働組合法114頁 参照.

「労働組合の資格審査基準LV'ついて」(労 発4号 昭24・2・2労 働 次官発 各都道

府県知事 あて)は ，「会社警備の任Yyあ る守衛」を使用者の利益 代表者にあた る

と している.           .          。

石崎政「郎 ・労働法講義(1)83頁 ，

吾妻 ・前掲(条 解)38頁.       、

東大 ・前掲(注 釈(上))598-599頁 ，          .  .

労働省 ・前掲書249頁.          .

隅谷 ・前掲書138頁.な お，立法 に 関与 された学者 も，「ウェ ッブな どの労働

組合 の考 え方を参考 に した もの」 と述べ てお られ る(松 岡三郎 「労働法学者か

ら経済学者へ の注文」経済評論昭和33年4月 号31頁).

隅谷 ・前掲書138頁.

三宅正男 「労働組合 の法人格」石井=有 泉編 ・労働法大系1巻19頁 以下参照.

なお，横井芳弘 「労働組合 の団体性」季刊労働法69号117頁 以下 も参照，

三和 タ クシー事件 ，熊 本地判昭40・9・29労 民集16巻5号659頁.な お，本

文で 「永続」(性)と い う言葉を使 ったが，その意味は，団体運営 の基 本 とな る

規 則を もち，運営 のた めの役 員その他Q機 関 と独 自の 財政 とを有 してい る， と

い うことで ある.

友浦鉄工所事件 ・岡山地判昭39・7・7労 民集15巻4号825頁.

京都全但 タクシー事件 ・京都地労委決昭37・8・3命 令集26=27集23頁.

同旨，浜本染料事件 ・大阪地労委決昭55・6・26命 令集67集603頁.

外尾 ・前掲書46頁 ， 山本吉人 ・労働組合の組織 と運営79頁 参照.

東大 ・前掲書(注 釈(上))158頁 参照，

旧法解釈例規第1号 第3問 昭24・8・8労 発第317号 労政局長発各都道府県

知事宛.

外尾 ・前掲書47頁 参照.

もっ とも，実質説 に 立ちつつ この解釈を支持す る説 もあ る.菊 池=林 ・前掲書

62-63頁 参照.

井沢商店事件 。中労委昭51・11・17命 令集60集486頁.た だ し，初審の北

海道地労委 は 労働法上連合体にあた らない と判断 してい る(昭47・7・4命 令

集47集60頁)，

賀来 ・前掲書116頁 参照.
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本田尊正 「労働組 合の資格審査制度につ いての再検討」学会誌労働法23号64

頁，荒木 ・前掲論文49頁 ，外尾 ・前掲書49-50頁 ，片 岡 ・前 掲 書140頁 な

ど参照.な お，ILO条 紀87号3条1項 ・2項 は次の ようY'定 めている.「 〔1

項〕労働者団体及 び使用 者団体は，その規約 及び規 則を作成 し， 自由にその代

表者を選 び，その管理及び活動 について定 め，並 びにその計画 を 策定す る権利

を有す る.〔2項 〕公の機関は， この権利 を制 限 し又 はこの権利 の合法的 な行

使を妨げ るようないかな る干渉を も差 し控えなければ な らない.」

吾 妻編 ・前 掲書154-156頁.萩 澤清彦 「労働組 合の運営」労働法大系1巻202

頁.荒 木 ・前掲論文60頁 な ど参照.

労働省 ・前 掲書310頁.

荒木 。前掲論文61頁 ，外 尾 ・前掲書128頁 ，本多 。前 掲書44頁 参照.

吾妻編 。前 掲書160頁.

萩沢 ・前掲論文202-3頁.

吾 妻編 ・前 掲書161頁.現 行法上 ，加入 を強制 する手段 はない菅野前掲書374

頁.

瀬 元美知男 ・前 掲論文(「 御用組合」)63頁 ，吾妻 ・前 掲書(「 条解」)52頁 な

ど参照.

吾 妻 ・前掲書(「 概論 」)124頁 参 照.な お，秋 田成就 「労働組合」有泉亨編 ・

日本の労使 関係 と法」35頁 参照.

日通会津若松支店事件 ・書(三)判 昭32・12・24民 集11巻14号2336頁.

荒 木 ・前 掲論文63頁 ，石川 ・前掲書123頁 など参照.

瀬 元美知 男 「救：済命令 の取 消原 因た る資格審査 の 瑕疵」季刊労働法28号156

頁 ，外尾 ・前掲書52頁 な ど.な お，三藤正 「資格審査 と行政訴訟」新版労働

判 例百選は 「要 はそ の資格審査が組合 の 実体を ぴた りと突 きとめたか ど うかに

あるのだか ら，形式的 審査 といい，実質的審査 とい って も，実際的 には 大差は

ない」 と説かれ る(247頁).

石 井照 久 「労働組 合 の 資格 と労働法規 の 適用」法学脇会雑誌67・ 巻6号509

頁.

昭24・8・8労 発317号.

片 岡舜 「資格審査 の瑕疵 と救済命令 の取 消」続判例百選153頁 ，窪 田隼人 「労

組資格審査手続 の瑕疵 と救済命令取消請求」(判 例評釈)民 商法雑誌38巻1号

72頁 ，塚本重頼 ・労働委 員会340頁 ， 山本吉人 ・労働組合 の 組織 と運営126

頁な ど参照，

 ただ し，5条1項 が労働組合に 対て要：求す る資格は， 少な くとも不当労働行
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為手続 に関す るか ぎ り，使用者 の法的利益 と全 く関係を もたない， といい きれ

るかは次の2つ の理 由Y'よ って疑 問が ない とはいえない.ま ず 第1に ，労働委

員会におけ る審判手続 は，準 司法的構造を もち， しか も組 合 の 資格審査を不当

労働行為成否判定の前提条件(い わば訴訟要件)と してい ること，第2に ，審

査におけ る判定いかんは，結局の ところ，使用者の公義務 の 負担 と結びつ くこ

と，以上の2つ の理 由Y'よ って，資格審査制度に よって使用者に もた らされ る

利益を法的 なそれで ない とみ るこ と，いいか えれば，事実上 の 利益 ない し反射

的利益 にす ぎない といいきれ るのか どうか.こ のよ うな疑問 を 呈す る立場か ら

は，少な くとも不 当労 働行為 の救済 手続 については，不 当労働行為 の成立を争

う以外 に，その前提た る適格性について争 い救 済命令 の取 消を求 める こともで

きるとい うことにな るであろ う.(瀬 元 ・前 掲(判 例評釈)158頁 以下，吉川 大

二郎 「資格審査 と行 政訴訟 」(判 例評釈)労 働判例百選193頁 ，原田尚彦 「組

合の資格審査 と行政訴訟」労働判例百選第3版313頁 参照).
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第3章 賃金差別 と労働組合法第27条2項 の

         「継続す る行為」

 1不 当労働行為が行われると，当該労働者または労働組合は，司法救済と

は別に，労働委員会に対 し救済を申し立てることができる(労 組法27条).

ただ，申立ては 〔不当労働〕行為の 〔行われた〕日から1年 以内に行われな

ければならないと定められている(同 法27条2項).そ の立法趣旨は，行

為後1年 も経過す ると，「証拠蒐集」や 「実情把握」が困難 とな り，かつ，命

令を発 しても 「却って労使関係の安定を阻害す る恐れがあり」，実効 も挙が

らない場合があるからだと説かれている.C1)

 上に述べたように，労働委員会への救済申立ては，「行為の日」から1年 以

内に限られる(労 働委員会が，1年 を経過 した事件を誤って受理 し救済命令

を発 した場合は，その命令は取消 しを免れない(山 口放送事件，東京地判昭

和55・3・10労 働委員会関係裁判例集16巻415頁 参照))が ，この1年 と

いう期間は，「継続する行為にあってはその終了した日」から起算される(同

27条2項)・ そこでどのような行為が 「継続す る行為」に当たるかが問題と

なる・ところが，この問題は立法当初(「 継続する行為」に関する労組法27

条2項 の規定は，昭和27年 の法改正によって設けられた)は ほとんど論ぜ

られなかった.そ れが実務上脚光を浴び，学説上も論議を呼んだのは昭和40

年前後か らである.

 そのわけは次のとお りである.す なわち，昭和40年 代に入ると，賃金制

度に考課(査 定)を 前提とす る職能給を導入す る企業が増加した，それに伴

い，査定を利用 して組合員であること，または併存組合の一方に所属するこ

とを理由に昇給 ・昇格差別が行われ，それが 「不利益取扱」，ひいては 厂支配
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介入」の不当労働行為(同 法7条1号 ・3号)を 構成す るとして，労働委員

会に救済を求める事件が続発したのである.

 ところが，この種の申立ては査定後1年 を含あて相当の日月を経てからな

されることが少な くない.そ の理由については，査定は，一般労働者の眼に

触れない形で行われ，かつ普通その結果は開示されないこと，ならびに一回

の差別が小さいことなどから，それと気づ くのが遅れるからだ と説明されて

いる.そ こで，救済の申立期間との関係で，(1)(差 別的)査 定(前 述のよう

に，差別は実際上査定において行われる)と それに基づく賃金の支払いまた

は不昇格 とは別個の行為なのか，それとも一体ないし 「継続す る行為」であ

るのか.(2)(差 別的)査 定が毎年ないし定期的に行われた場合，それらは，

その都度完結 する一回限 りの行為なのか，それとも相互に 「継続 する行為」

といえるのか，が問題となったのである.(1)・(2)の 場合とも 「継続する行

為」といえるなら，その終了の日が右の期間の起算日になるわけである.

 2 このことに関す る労働委員会の見解は幾つに も分かれ てい る，しかし

大別すれぽ次のようになるであろ う.(2)

 (1) (差別的)査 定 とそれに 基づ く賃金 の支払または不昇格は 「継続す

る行為」といYる か，とい う問題について(1(1))・

 (一)否 定説 当初はこれを否定的に解す る命令が多かった.そ の嚆矢は

昇給差別事件に関する埼玉地労委の東京ゴルフ事件命令(昭 和37・3・12不

当労働行為事件命令集26・27集211頁)で ，それによると 「昇給措置行為

とその結果の残存」である賃金支払行為 「とは区別されるべき」で，両者は

一体 とはいえない.そ のように解しなければ 「労組法27条2項 が特に除斥

期間を定めた趣旨に反する」とい う.中 労委 も同旨の命令を発 している(昇

給 ・昇格事件に関する内田洋行事件，昭和46・12・ 『15命令集45集789頁

ほか).な お，後掲紅屋商事事件の上告理由参照。

 (二) 中間説 原則的には否定説に立ちつつ，特別の事情がある場合にの

み 「継続す る行為」と認める見解である。昭和49年5月21日 ，ラジオ関



142        第2部 労働組合法と労働組合

東事件において東京地労委が初めて示 した見解で，それによると，組合から

の抗議や申入れを排斥 し，従前の格差のある賃金を支払い続 けるなど，「会

社の不当労働行為意思が，毎月の給与を支給する都度，具体化し顕在化して

いる場合」に，査定 と毎月の賃金支払いは一体であると見られ，「継続す る行

為」と判断されるとい う(命 令集53集353頁).

 (三) 肯定説 中間説 と違い，査定 と賃金の支払いは当然に一体であると

みる立場である，昭和51年 ，神奈川地労委か ら発せられた日本IBM事 件

命令(昭 和51・3・19命 令集58集334頁)が それで，年一一回の 「昇給決

定措置」とその後1年 間の 「賃金支払」とは，「青写真作成行為」とそれを

「具体化するための実行行為」にあたる，いいかえれぽ，両者は 「不即不離の

関係」に立つ.従 って，昇給決定措置が 「不当な差別意思のもとに行われた

のである限 り，その後の賃金支払行為 も当然積極的に上記不当差別意思を具

現化するもの」と評価 されるという。なお，会社の方針に基づき，組合員を

昇格させなかったこと，ならびに，現在 もなお昇格させていないことは，「全

体として一箇の……不作為である」 と説いて 「不作為の継続性」を認める命

令もある(ラ ジオ関西事件，兵庫地労委昭和51・10・26命 令集60集60頁).

 (2) 毎年ないし定期的に行われる(差 別的)査 定は相互に 「継続する行

為」といえるか，とい う問題について(一(2).

 (一) 否定説 2(1)(一)の 否定説G'立 てば消極に解 される.一 例を付加

すれば，各年度の昇格 ・昇給およびその他諸手当の決定等の諸行為は，「それ

ぞれ独立した単一の行為であ り，かつそれ自体で完結する一回的なもの」で

あって 「継続する行為」とはいえない，と判断した命令がある(山 陽放送事

件，岡山地労委昭和49・3・14命 令集53集459頁).

 (二) 中間説 2(1)(二)の 中間説に立てば原則的に否定される.し かし，

特別の事情が あれ ば，(=会 社の不当労働行為意思が具体化 し顕在化 してい

る場合)各 年度の(差 別的)査 定は，例外的に一体ないし相互に 「継続する

行為」 と認められる(前 掲ラジオ関東事件命令，共立事件，東京地労委昭和
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56・7・7命 令集20集85頁 など).

 (三) 肯定説 昭和47年 ，京都地労委は日本計算機i事件(昭 和47・11・

17命 令集48集153頁)に おいて肯定説をとり，厂会社が組合壊滅を意図し

た単一の不当労働行為意思にもとづき年h同 種の行為を繰 り返 していると認

め られる」場合には，相互に 「継続す る行為」 と認め るべきであると判示 し

ている.ラ ジオ関東事件命令のように，不当労働行為意思が具体化 ・顕在化

していなくても，同種の行為(こ の事件では賃上げと一時金差別)が 反覆さ

れていれば，そこに行為の継続性を認めるわけである.現 在はこの説による

命令が多数を占めている.

 3労 働委員会の命令は以上のような状況にあったが，平成3年6月4日 ，

このことに関する初の最高裁(第 三小法廷)判 決が出た(最 高裁判所民事判

例集45巻5号984頁 ，判例時報1407号118頁 ，労働判例595号6頁).

事実の概要 と判 旨を示す と次のとお りである.

 〔事実〕 上告人X社 は，昭和53年7月8日 ，補助参加人A労 働組合と

同年度の賃金改定に関す る協定書に調印した.そ の後Xは ，既に終えてい

た査定に基づき，4月 に遡って差額を支給した.こ のことにつきAは ，Xの

上記査定による基本給および役職手当の支給上，組合員12名 と非組合員との

間に格差があ り，この格差は組合員であることを理由とす るものであるとし

て，昭和54年7月17日 青森地労委(被 上告人Y)に 救済を申し立てた

く昭和54年(不)5号 ，以下第一事件とい う).次 いで昭和54年7月15

日，昭和54年 度の賃金改定についての協定書に調印がなされ，4月 に遡及

して差額が支給された.こ のことについてAは ，基本給および職責手当にお

いて，組合員と非組合員との間に差別があるとし，昭和55年7月22日 ，是

正を求めてYに 救済を申し立てた.さ らにAは ，昭和55年 度の賃金改定に

関しても，昭和55年10月2日 ，Yに 対して同様の救済申立てをした(昭

和55年(不)8号 ・9号 ，以下第2事 件).

 これらの救済申立てに対してYは ，第1事 件 と第2事 件 ともに，Aの 主
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張をほぼ認め，救済命令を発 した(昭 和58年8月18日)・Xは 右二つの命

令に対し，本件各救済申立ては申立期間(労 組27条2項)経 過後に行われ

たこと，ほかを主張 し，救済命令は違法であるとして取消訴訟に及んだ.

 一審判決(青 森地判昭和61・2・25労 働判例475号119頁)は ，AのY

への救済申立てが申立期間の経過後であるかの点について後記本判決と同 じ

判断を示 したほか，基本給に関す る部分に関 しては命令を維持 し，役職手当

と職責手当の支払いを命 じた部分はこれを取 り消した.二 審判決(仙 台高判

昭和63・ 八 ・29労 働判例532号99頁)は 一審の判断を維持した・そこで

Xtip， 争点を第一.件 の救済申立期間に限定し，第一事件の申立ては，右期

間を経過 してか ら行われたとして上告した・これが本件である・

 上告理由によると，Xの 主張は概ね次のとお りである・すなわち，原判決

のように 「継続する行為」を解釈すると，「事実上昇給 ・昇格等につき除斥期

間の制限がな くなってしまうことにな り，立法趣旨から看ても誤 りである」.

「『継続する行為とは，・一個 の行為自体が現に継続 して実行 されてきた場合』

をいい，行為の結果が継続 している場合を指すのではない.『行為 とは，賃金

査定決定行為』であり，『結果とは，右決定に基づ く賃金支給行為である』」.

「賃金決定行為と賃金支給行為は，別個 で単一かつ異質の行為である」.r継

続する行為」についての右の解釈を，本件の事実関係に当てはめてみ ると，

賃金査定行為の終了月は，昇給査定月の昭和53年4月 か，または昇給分の

差額支給 日の同年7月15日 である.被 上告人の救済申立 日は昭和54年7

月17日 であるか ら，1年 以上経過している.

 〔判旨〕 上告棄却.r上 告人が毎年行っている昇給 に関する考課査定は，

その従業員の向後1年 間における毎月の賃金額の基準となる評定値を定める

ものであるところ，右のような考課査定において使用者が労働組合の組合員

について組合員であることを理由として他の従業員 より低 く査定した場合，

その賃金上の差別的取扱いの意図は，賃金の支払に よって具体的に実現され

るのであうて，右査定 とこれに基づ く毎月の賃金の支払 とは一体として一個
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の不当労働行為をなす ものとみ るべきである.そ うすると，右査定に基づ く

賃金が支払われている限 り不当労働行為は継続することになるから，右査定

に基づく賃金上の差別的取扱いの是正を求める救済の申立てが右査定に基づ

く賃金の最後の支払の時から1年 以内に された ときは，右救済の申立ては，

労働組合法27条2項 の定める期間内にされたものとして適法とい うべきで

ある.」

 4 繰返しになるが，この判決は最高裁が 「継続する行為」とは何かについ

て示 した最初の判断であり，その及ぼす影響が注目される。

 もっとも，その内容は原判決と同一である.ま た原判決は初審判決を維持

1し，その理由を引用 している.と ころが，この二つの判決は，たとえばその

後の中労委命令(日 本シェー・リング事件，昭和61・11・12労 働経済判例速

…報1259号6頁 ・エッソ石油事件，平元 ・2・15別 冊中央労働時報1069号

68頁 など)を みればわかるように，命令例になにほどの影響力をもっている

のか疑問がある・これは，そういうなかでの最高裁判決であるだけに注目さ

れるのである.(4)

 ところで，判旨が却けた上告理由は，前記命令例に照 らす と2(1)(一)に

分類される.た だ，上告理由は，「昇給査定月」または少なくとも 「差額支給

日」をもって査定の終了目であると主張 しているから，2(1)(三)の 考え方

を加味しているといえる.(5)

 これに対 して判旨は，査定と賃金支払とを一体のものとして捉えている.

いまこの立場に立つと・「事実上昇給 ・昇格等につき除斥期間の制限 がなく

なってしまうゴ(上告理由)と の批判に出会 うが，判旨は，当該年度の 「査定

に基づく賃金の最後の支払の時」が 「継続する行為」の終期だと述べている

のだから，そこに歯止めが掛けられているといえよう.

 なお，この点において判旨は，2(2)(三)の 考え方 とも異なってお り，前

述の分類に従えぽ，2(1)(三1に 属す る.

 5「 継続する行為」をどう理解するかによって，救済申立てが却下 され る
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か(労 働委員会規則34条1項3号)ま たは審査に入るかの違いを生むだけ

でな く，救済の範囲にも差異をもたらす.た とえぽ，各年度を連ねて査定相

互に継続性を認める立場の命令(2〈2)(三).な お，特別の事情がある場合に

っき2(2)(二))な らば，昇給 ・昇格差別の発生 した時点Yy って差別の是正

を命ずるであろう(前 掲ラジオ関西事件参照).も っとも，この立場に立って

いても，救済範囲を制限 し，申立ての日から3年 程度遡って是正す るのが相

当であるとした例がある(前 掲共立事件)，これは，当該 「労使関係の正常化

と安定」を狙い 「諸般の事情」を考慮しての判断であって，労働委員会のも

っ裁量権の行使 としてなされたものである.(6)

 他方，各年度の昇給 ・昇格は 「継続す る行為」Yy該 当しないとの立場(2

(1)(一))に 立ちつつ，累積差別のすべてについて，申立時1年 前から将来に

向けて是正すべきことを命 じた例が相当数ある(長 野鍛工所事件，長野地労

委昭和52・4・18命 令集61集388頁 が嘴矢)・これも・不当労働行為制度

の趣旨ないし目的に照らし，労働委員会が裁：量権を行使 して下した判断と解

される.こ の考え方に従えば，本判決の立場でも同様の処理をすることが可

能であろう.(7)

)

)

ー

ウ
θ

(

〈

(3}

(4)

(5)

労働省労政 局 ・改 正労働関係法 の詳解170頁 参照.

東京大学労働法研究会 ・注釈労働組 合法下巻975頁 以 下・菅野 和 夫 ・労 働 法

(第2版)598頁 な ど参 照.

以上の命令状況については，本文中LYy引用 した文献 の ほか ，佐藤香 「いわゆ る

『継続す る行為』Y'関 す る考察」大和 還暦 ・労働委員会 と労働法253頁 以下，

照井敬r労 働法27条2項 の解釈 と賃 金差別をめ ぐる諸 問題 について(1)一(10)」

労働判例310-319号 ，千 々岩力 「いわゆ る 『継続す る行為』労働法 の争点88

頁， 中山 ほ か ・注釈労働組合法 ・労働関係調整 法478頁 以下 〔岸井 貞男執筆〕

な ど参照.

本判決を研究 した ものに，三井正信 「労働組合法27条2項 の 『継続す る行為 』

と賃金差別」法学教室137号102頁 が ある.

本件審判決 の研究で ある秋 田成就 「労働委員会に.よる賃金 ・昇格差別 の 救：済方

法 の当否」 ジ ュ リス ト905号124頁 参照.
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(6)石 川吉右衛門 ・労働組合法402頁 ， 塚 本重頼 ・労働委 員会153頁 以下参照.

(7)以 上 の 参考文 献 として，上 に引用 した もののほか次 に掲げ る ものを参照.秋 田

  成就 「賃金決定におけ る人事考課の法的問題」季刊労働法105号4頁 以下， 岡

   田克彦 「申立期間 と 『継続 す る行 為』」現代 労働法講座14巻108頁 以下，香

  川孝三 「賃金，昇格差別 と不当労働行為 」労 働法学会誌54号55頁 以下，松

   田保彦 「昇給 等 と 『継続す る行為 の意義』別冊判 例タイムズ5号75頁 以下，

  森本弥之介 。賃金差別 と不当労働行為25頁 以下 ，山本吉人 ・労働委員会命令

   と司法審査192頁 以下，山西克彦 「昇給等 と 『継 続す る行為』」労働争訟17頁

  以下.
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補 論

臨時 ・パ ー トタ イ ム労 働 者 の雇 止 め ・

         解 雇 の 問題

1・ パ ー トタイム労働 者 と労働 条件 をめ ぐる紛 争

1 パ ー トタイ ム労 働 者 の 増 加

 経 済 の サ ー ビス化 ， ソ フ ト化 の進 展 に伴 って，aJ¥ トタイ ム労 働 者(以 下 ，

パ ー トタイ マ ー また は パ ー ト とい うこ とが あ る.)が 著 し く 増 加 して い る

く表1).昭 和61年 の段 階 で 全 雇用 労働 者4，296万 人 の うち パ ー トタ イ マ ー

は503万 人 で 約12パ ー セ ソ トを 占 め て い る.そ の なか で352万 人 ， つ ま

り70パ ー セ ン トが 女 子 で あ り(表1)， 有 配 偶 者 は85.7パ ー セ ン トに達 し

て い る(総 務 庁 統 計 局 「労 働 力 調 査 特 別 調 査 」(昭 釉60年2月))・ パ ー ト

タイ マ ーの 雇用 形 式 につ い て は企 業 の40パ ーセ ン ト強 が 期 間 を 定 め て お り，

そ の 割合 は企 業 規模 が 大 き い ほ ど高 い(表2).

2 パ ー トタイ ム労 働者 の 増 加 と労 働条 件 を め ぐる 紛争 の増 加

 パ ー トタイ ム労 働 者 の増 加 と と もに 労 働 条 件 を め ぐる紛 争 が 増 え て きて い

る(紛 争 が 増 え て い る こ とを直 接 的 に 裏 づ け る資 料 で は な い が ， 東 京 都 労 働

経 済 局 ・東 京 の 労働 一 パ ー トタイ マ ー問 題 の諸 相 一 く1986)200-202頁 参 照).

これ は パ ー トタイ マ ーの 労働 条 件 が不 明確 で あ る こ と と関 連 して い る.す な

わ ち 正 規 の フル タイ ム労 働 者 の場 合 に は， 労 働 条 件 は就 業 規 則 や 労 働 協約 な

どで 明 確化 され て い るのが 一 般 で あ るのに ， パ ー トタ イ マ ー の場 合 に は ，卜労 ・

働 条 件 は 口頭 で伝 え られ る こ とが 多 く (後述)， 内容 も十 分 に は 明 らか に さ
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区 分

昭和35年

  4d

  45

  50

  55

  60

  61

資料 出所

 (注)

補論 臨時 ・パ ー トタイム労働者の雇止め ・解雇の問題

   表1短 時間雇用者数 の推移(非 農林業)

雇用者数

  万人
2，106

2，713

3，222

3，556

3，886

4，231

4，296

総
蘿

数

間颶鷯離
 用老の割合

万 人133

168

216

353

390

471

503

  00
6.3

6.2

6.?

9.9

10.0

11.1

11.?

雇用者数

 万 人

 639

 851

1，068

1，137

1，323

1，516

1，550

女

短時間雇用者数

万 人
57

82

130

198

256

333

352

雇用者中に占
める短時間雇
用老の割合

  00
8.9

9.6

12.2

17.4

19.3

22.0

22.7

短時間雇用
者中に占め
る女子の割
合

 総務庁統計局 「労働力調査」
 短時間雇用者は平均週間就労時間が35時 間未満の雇用者である
不規則的雇用老を含む).

  00
42.9

48.8

60.2

56.1

65.6

?0.7

70.0

(季 節 的 ，

れないことが少なくない.こ こに紛争を発生 させるひ とつの大きな原因が潜

んでいる(昭 和59・12・3労 働省労働基準局長 ・同婦人局長 ・同職業安定局

長名連記による局長通達(基 発641号 ，婦発70号 ，職発543号)参 照).

3 紛争の増加と行政の対応

 以上のような状況を前にして，労働省は昭和59年12月3日 付で全国都

道府県労働基準局長あて 「パー トタイム労働対策要綱」(発基(=労 働基準局

関係の労働事務次官名通達)97号)(以 下 厂要綱」という.)を 発 し，たとえ

ばパー トタイマーを新 しく雇 うときには，労働条件の主要なものについて記

入した文書一雇入通知書一を交付す るよう指導に乗 り出した.こ れによって

労働条件の明確化，したが って紛争の減少が期待 されたが，その後の労働省

の調査によると，いまだに口頭のみによっている企業が半数近 くあるとい う

(労働省婦人局編 ・パー トタイム労働の展望と対策24頁 参照).

4 基準にしたがっての紛争処理の必要性

 紛争が発生してしまったらその処理が問題になる.紛 争の処理にあたって
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表2 産業，規模，パートタイム労働者の雇用契約期間の定めの有無別企業構成比
                           (%)

区 分

調 査 産 業 計

1，000人 以 上

製

300【'999人

100～299人
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41.81 6.5

39.2
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59.4
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27.7

49.6
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59.2

56.4

65.0

資料 出所 ：労働省 「パ ー トタイム労働実態調査」(昭 和60年)

 (注) パ ー トタイム労働者 とは，パ ー ト，パ ー トタイマ ー，定 時社 員等 これV'類

   す る名称で呼ばれてい る者をい う.

は，なんらかの基準に則 って行うことが望ましい.恣 意を排除 し，基準に し

たがって処理することが公正というものであ り，労働関係を安定 させるのに

役立つと考えられるのである.

 紛争処理の基準としては，前記 「要綱」 もあげることができるであろう.

この 「要綱」には，雇入通知書の交付のほか，労働時間等の適正化に関して.

も指針が掲げられているのである.こ のうち年次有給休暇については，昭和

63年4月1日 施行の改正労働基準法が新 しく規定を設けた(39条3項 ，

同法施行規則24条 の3).
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 次に，裁判所による判決も紛争処理の基準としてあげることができるであ

ろ う (これら以外の基準については言及 しない).な かでも最高裁判所の判

決は特別の重みをもつ.と いうのは，裁判所の判断に不服な当事者は上級の

裁判所に持ち込んで再審査を求めうるが (上訴制度)， 最高裁判所は最上級

(終審)の 裁判所だか らである.も っとも上級審の判決は，その事件について

のみ下級審の裁判所を拘束す るにす ぎない(裁 判所法4条).し かし，どの

ような事件でも，もし下級裁判所が，同種の事件についての既存の最高裁の

判断と喰い違った判断を下す と，上訴されて破棄される可能性が大きい.も

ちろん最高裁判決にも変更はあ りうるが，そのためには最高裁判事全員によ

って構成 される大法廷で裁判 を行 わなければならないのである(裁 判所法

10条3号).最 高裁判所の判決は特別の重みをもつ，といったのは以上の意

味においてである.

 前置きが長 くなったが，本稿は，パー トタイム労働者をめぐる紛争のうち

雇止めに関する最近の最高裁判所判決一平安閣事件(最2判 昭62年10

月16日 労働判例506号)一 を，それ以前に出た，関連す る2つ の最高裁

判所判決 と対比 しつつ検討し，あわせて若干の下級審判決を眺めてみようと

いうものである.①

2.平 安閣事 件に関す る最高裁判決

1事 件の概略

 事実関係とそれに対する裁判所の判断を要約して記載する.

 〔事実〕 裁判所に訴えたのは2人 の女子である.(以 下X， ・X2と いう)。

2人 ともパー トタイマーとしてY(会 社)に ，それぞれ昭和46年2月 と昭

和49年11月 に雇用された.ど ちらについても雇用契約書は作成されず，雇

用期間 も取 り決められなかった.と ころがYはs昭 和53年 ごろからパー ト

タイマーと雇用期間1年 と明記した 雇用契約書 を取 り交 わすようにな り，
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×1と は昭和55年5月21日 から1年 ，X2と は昭和56年5月21日 か

ら1年 と明記 した契約書を取 り交わした.こ の契約はX、 に関しては2回 ，

X2の 場合は1回 更新された. Yは 昭和58年4月 ， X1とX2に 対し

「同年5月20日 をもってパー トの契約期間が満了するので契約更新はしな

い」 旨の通告をした.そ こでX、 ・X2が 雇用契約の地位の確認を求めて争っ

たのが本件である.

 〔判旨〕 最高裁判所は原判決(東 京高判昭和62年3月25日 労働判例

506号15頁)を 維持 した.原 判決は次のように判示 している.

 「〔上記〕認定の事実によると，本件雇用契約を期間の定めのない契約ない

しはその定めのない契約に転化したものと解す ることはできないものの，実

質においては，期間の定めは一応のものであって，いずれかか ら格別の意思

表示がない限 り当然更新 さるべきものとの前提 のもとに，雇用契約 が存続，

維持されてきたものというべきであるか ら，期間満了によって本件雇用契約

を終了させるためには，雇止めの意思表示及び剰員を生ずる等従来の取扱い

を変更して雇用契約を終了させてもやむを得ないと認められる特段の事情の

存することを要す るものと解す るのを相当するところ，Yは ，期間満了を主

張す るのみであって，X，らに対し雇止め(契 約更新拒絶)の 意思表示をした

ことないしは右特段の事情の存することにつき何ら主張立証 しない(右 意思

表示，特段の事情の存在を認めるに足 りる的確な証拠 もない)か ら，Yの 抗

弁は理由がなく，X， らとY間 の雇用契約はY主 張の期間満了により終了

す ることなく，なお存続 しているものというべきである.」

 普通に考えると，期間の定めのある労働契約は，更新されたとしても，そ

の期間の満了によって終了するとみてよさそ うである。しかし，判例による

と一概 にそ うはいえない.現 にこの判決も否定的に解 している.も ちろん，

どんな場合でも労働契約は期間満了というだけでは終了しない， ということ

ではない.こ のことは，たとえば後掲 ・北陽電機事件判決をみれば明らかで

ある.で はどのような場合に期間満了によって契約は終了す るのか，あるい
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はしないのか，そのことを知るためには，とりあえず臨時工に関す る2つ の

最高裁判所判決をみてお くことが必要である.そ うすることが平安閣事件判

決のもっている意味を明らかにするうえで役立つと思 う.そ の判決とは，1

つは東芝柳町工場事件判決であり，他は日立メデ ィコ事件判決である.両 判

決 とも契約更新拒否(二 雇止め)に 解雇の法理を類推すべき場合だと判断 し

ているが，前者は雇止めを無効とし，後者はこれを有効と解 して結論を分け

ている.

2 東芝柳町工場事件判決(最1判 昭和49年7月22日 最高裁判所民事

 裁；判例集28巻5号927頁)

 〔事実〕 X1ら7名 はY(会 社)に 契約期間2カ 月とす る 「基幹的臨時工」

として雇用 された.そ の契約は5回 ないし23回 にわたって更新されたが，

その後，作業能率が悪いことなどを理由に更新を拒否(=雇 止め)さ れた.

これに対 してX1ら が更新拒否の効力を争ったのがこの事件である.

 なお，雇止めされたX、 らは採用時にYの 担当者から 「真面 目に働いてい

れば解雇 され るよえにことはない.」 といわれている.ま た自分から 「やめ

た」者以外に 「やめさせられた」者はいなかった.さ らに更新手続は期間満

了のたびに直ちに行われていたわけではなかった.

 〔判旨〕 「本件事実関係からすれば，本件労働契約の期間は，一応2ヵ 月

と定め られてはいるが，いずれかから格別の意思表示がなければ当然更新 さ

れ るべき労働契約を締結する意思であったものと解するのが相当であ り，し

たが って，本件各労働契約は，期間の満了毎に当然更新を重ねてあたかも期

間の定めのない契約 と実質的に異ならない状態で存在していたものといわな

ければならず，本件各雇止めの意思表示は右のような契約を終了させる趣 旨

のもとにされたのであるか ら，実質において解雇の意思表示にあたる.… …

そうである以上，本件各雇止めの効力の判断にあたっては，その実質にかん

がみ， 解雇に関す る法理を類推すべきである.」 とした原審の判決は是認で

きる.
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 「そこで考えるに， 就業規則に解雇事由が明示されている場合には， 解雇

は就業規則の適用 として行われ るものであ り， したがってその効力も右解雇

事由の存否のいかんによって決せ らるべきであるが，右事由に形式的に該当

す る場合でも，それを理由とす る解雇が著 しく苛酷にわたる等相当でないと

きは解雇権を行使することができないものと解すべきである.と ころで，本

件臨就規8条 はYに おける基幹臨時工の解雇事由を列記 してお り，その う

ち同条3号 は契約期間の満了を解雇事由として掲げているが，……本件各労

働契約が期間の満了毎に当然更新を重ねて実質上期間の定めのない契約と異

ならない状態Y'あ ったこと，及び……Yに おける期間臨時工の採用，雇止め

の実態，その作業内容，Xら の採用時及びその後におけるX1ら に対す るY

側の言動等にかんがみ るときは，本件労働契約においては，単に期間が満了

したという理由だけではYに おいて雇止めを行わず，X1ら もまたこれを期

待，信頼 し，このような相互関係のもとに労働契約関係が存続，維持 されて

きた ものとい うべきである.そ して，そのような場合には，経済事情の変動

に より剰員を生 じる等Yに おいて従来の取扱いを変更 して右条項を発動 し

てもやむをえないと認められる特段の事情の存しないかぎ り，期間満了を理

由として雇止めをすることは，信義則上からも許されないものといわなけれ

ぽならない.」

3 日立 メディコ事件判決(最1判 昭和61年12月4日 労働判例486号

 6頁)

 〔事実〕Y(会 社)は 昭和45年12月1日 ，期間を 同月20日 までと定

めてXをK工 場に臨時員として雇用し，同月21日 からは期間2ヵ 月の

雇用契約を5回 にわたって更新 した.と ころがYは ，不況による人員削減

の必要を理由に昭和46年10月21日 以降，上記契約の更新を拒否 した

(3雇 止め).こ れに対してXは ，この雇止めは無効であると主張し，雇用契

約上の地位の確認等を求めて訴を提起 した.こ れが本件である.

 なお，この事件では上記のほか次のような事実が認定されている.① 臨時
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員の採用にあたっては，学科試験とか技能試験とかは行わず，面 v` いて

健康状態，経歴，趣味，家族構成などを尋ねるのみで採否を決定す るという

簡易な方法を採っていた.②Yが 昭和45年8月 から12月 までの間に採

用したK工 場の臨時員90人 のうち，翌年10月20日 まで雇用関係を継続

した者は，本工採用者を除けば，Xを 含む14人 であった.③ 臨時員の従事

していた作業は臨時のものではなかったが，比較的簡易な作業であった.④

Yは ，臨時員の契約更新にあたっては更新時期の1週 間位前に本人の意思を

確認し，印を押印させていた(Xの 場合は庶務係が本人に代って押捺).

 〔判旨〕 「原審の確定 した…事実関係の下においては，本件労働契約 の定

めを民法90条 に違反するものということはできず，また，5回 にわたる契

約の更新によって，本件労働契約が期間の定めのない契約に転化した り，あ

るいはXとYと の間に期間の定めのない労働契約が存在す る場合と実質的

に異ならない関係が生 じたということもできないとい うべきである.こ れ と

同旨の原審の判断は，正当として是認することができ，原判決に所論の違法

はない。」

 ① 「原判決は，本件雇止めの効力を判断するに当たって，次のとお り判示

している・K工 場の臨時員は季節的労務や特定物の製作のような臨時的作業

のために雇用 されるものではなく，その雇用関係はある程度の継続が期待 さ

れていたものであ り，Xと の間においても5回 にわた り契約が更新 されて

いるのであるから，このような労働者を契約期間満了によって雇止あにす る

に当たっては，解雇に関する法理が類推され」る・「② しかし，右臨時員の雇

用関係は比較的簡易な採用手続で締結された短期的有期契約を前提 とす るも

のである以上，雇止めの効力を判断すべき基準は，いわゆる終身雇用の期待

の下に期間の定めのない労働契約を締結 しているいわゆる本工を解雇す る場

合とはおのずから合理的な差異があるべきである.③ したがって，…独立採

算制がとられているYのK工 場において，事業上やむを得ない理由により

人員削減をす る必要があ り，その余剰人員を他の事業部門へ配置転換する余
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地 もな く，臨時員全員の雇止めが必要であると判断される場合には，これに

先立ち，期間の定めなく雇用されている従業員につき希望退職者募集の方法

に よる人員削減を図らなかったとしても，それをもって不当 ・不合理である

とい うことはできず，右希望退職者の募集に先立ち臨時員の雇止めが行われ

てもやむを得ないというべきである.

 原判決の右判断は，本件労働契約に関す る前示の事実関係の下において正

当として是認す ることができ」る.

4 東芝柳町工場事件判決と日立メディコ ー'件判決の対比

 東芝柳町工場事件 と日立 メディコ事件の事実関係を読み比べると，微妙に

違 う点があるのに気付 く.主 なものを拾 うと， 第1に 採用時の事情である.

東芝事件では，会社担当者から 「真面目に働いていれぽ解雇されることはな

い.」 等の説明があったが， 日立メデ ィコ事件ではそのようなことはなかっ

た.第2に 契約更新の点である.東 芝事件では期間満了 ごとに直ちに更新の

手続 をとっていたわけではなかった.こ れに対 して日立 メディコ事件 では，

更新期日の1週 間位前に本人の意思を確認 し，労働契約書の 厂雇用期間」欄

に順次雇用期間を記入し，本人に押捺させていた(Xの 場合は庶務係が本入

に代って押捺)・第3に 作業内容の点である.：東芝事件では基幹的な作業で

あったのに対し， 日立 メディコ事件では比較的簡易な ものであった.

 このような差異に もとついてか，最高裁は 日立メデ ィコ事件判決において，

同事件は東芝事件 と 「事案を異に」する，といっている.事 案が違えぽ，そ

れに適用 して結論を導 く判断基準に同 じものを据えるわけにはいかない.東

芝事件における判断基準は東芝事件と同種の事件に適用 されるべきものであ

って，事実関係の異なる日立メディコ事件で使 うわけにはいかない.東 芝事

件判決では反覆更新された2ヵ 月の労働契約を 「実質上期間の定めのない契

約と異ならない状態」にあるものと見，その更新拒否の効力を判断するにあ

たっては解雇の法理を類推すべきものと判示 した.事 案が違 うというなら，

日立メデ ィコ事件判決ではそのように理論構成をし，判断基準を立てるわけ
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にはいかない.で はどのように構成 したのか.最 高裁判所は原判決を是認 し

たが，原判決によると，5回 にわたって更新を重ねた契約も有期の契約であ

ることに変わ りない.い いかえれば，実質的に も期間の定めのある契約であ

りつづける，というのである.

 東芝事件判決に対 し，そのように説かれる根拠が，上記の事実関係の差異，

とりわけ第1点 と第2点 にあるとするな らぽ，雇用管理の仕方が重要な意味

(=反 覆更新 された臨時工契約の法的性格をどう解するかについて重要な意

味)を もつことになる.だ が，雇用管理の仕方にそのような重要性をもたせ

ることには問題がない とはいえない.と い うのは，労働者のなかには職 に就

き，働き続けたいぼか りに，採用時や契約更新の際に，使用者の言動をその

まま受け入れざるをえない立場におかれている者がいないとはいえないから

である.

 いずれにせよ，期間の定めのある契約ならば，すでに触れたことであるが，

その契約は期間の満了によって終了し， 「解雇」 の問題は生 じないことにな

りそ うである.臨 時工に関しそのように判示 した例 もある(新 日本飛行機事

件 横浜地判昭和29年7月13日 労働関係民事裁判例集5巻5号597

頁).と ころが 日立 メディコ事件に関す る最高裁判決は，原審の判断，すなわ

ち，①本件臨時員の作業内容は基幹的作業 ではないが臨時の仕事ではない，

とい うことから，「雇用関係はある程度の継続が期待され」ていたこと，加え

て②X・Y問 において雇用契約が5回 にわたって更新されていたこと，等か

ら更新拒否に歯止めをかけ，雇止めにあたっては解雇の法理が類推される，

という判断を是認 している.下 級審にはこれと同趣 旨の判決がいくつかある

けれども(サ ッポロビール事件 東京地判昭和44年8月19日 判例時報598

号80頁 など)，最高裁判所がこのようにい うのはこの事件が最初である.

 以上みてみると，雇止めの効力の判断基準そのものに関 しては， 日立 メデ

ィコ事件判決は，結局，東芝柳町工場事件判決 と違いがないことになるであ

ろ う.
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5 平安閣事件の検討

 上述したことを念頭に置いて平安閣事件判決を検討 してみ よう.こ の事件

は2人 のパー トタイマーの雇止めに関するものであるが， この2人 は期間を

定めて雇われていた.ち なみb'，現在のパー トタイム労働契約はこのように

期間を定めている場合が少なくない(表2).

 もっとも，上記パー トタイマーは，当初は期間の定めな く雇われていたの

であるが，後に期間を定められたものである.こ のようなこと，いいかえれ

ば期間の定めのない契約を有期契約に切 り替える ことは，当該労働者が特に

異議を留めるのでなければ直ちに無効とみることは困難であろう.た だ，そ

のように切 り替えたからといって，その契約は期間の満了に よって当然終了

す るとい うわけではない.こ のことは先に述べたことか らも示唆されるであ

ろ う，

 平安閣事件における2人 のパートタイム労働者は，1カ 月の出勤日数が一

定していなかった り(X1の 場合.た だ し昭和54年 ごろから毎日出勤)，都合

のよい時刻に出退勤してよいことになっていた(XZの 場合.た だ し実際に

は午前9時 から午後5時 まで勤務).し かし，仕事の内容の点で嫡正規のフ

ルタイム労働者と変わ りがない.そ して雇入れられてから，X，については9

年，X2に ついては6年 もの間，労働契約書は作成されなかったものの，雇

用期間について取 り決め られ ることがなかった.そ の後に期間を1年 と明記

した労働契約書が取 り交わ されたのである.ま た，会社は昭和56年10月 に

社員就業規則を作成，昭和57年5月 にはパー トタイマー就業規則を制定し

たが，それ らに よると社員の勤務時間はパー トタイマーより30分 長いだけ一

で，残業手当お よび賞与の支給においても実質的に相違がなかった.そ うい

うことであると，この事件のパー トタイマーは東芝事件の臨時工 と比較 して

も， より一層正規従業員に近い実質をそなえていたとさえ考えられるであろ

う.い まそ う考えると， 平安閣事件判決が期間の定めを， 実質においては

「一応のもの」 と判断したわけが理解されてくるように思われる.こ れは引
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用 こそしていないが，東芝事件判決のいう 厂実質上期間の定めのない契約と

異 ならない状態にあった」 と説いているのと同じ趣旨を述べたものと解され

る.そ こから 「雇止め」のためには3「雇止めの意思表示及び…雇用契約を終

了させてもやむを得ないと認められる特段の事情の存す る」 ことが必要だ と

い う判示が引き出されて くるのである.東 芝事件判決の 「解雇の法理が類推

される」とい う文言はみられないが，同判決と同じことを述べているものと

思 う.

も 短期労働契約の更新拒否に解雇の法理が類推されるとい うこ と，雇止め

 が是認されるのはどうい う場合か

 短期労働契約の更新拒否(=雇 止め)に 解雇の法理が類推 される場合でも，

雇止めが一切許されないとい うことではない.で はどのような場合に雇止め

が認められるのか，繰 り返 しになるが，平安閣事件判決(最 高裁で維持され

た東京高裁判決)は ，この点でも東芝事件判決と同様，次のように説いてい

る.す なわち 「雇止めの意思表示及び剰員を生ずる等従来の取扱いを変更し

て もやむを得ないと認め られる特段の事情」が存在すれぽ雇止めは無効とは

いえないといっている.こ れは， 剰員が生 じた ら正規従業員に先立ち， 臨

時 ・パー トタイム労働者を雇止めてもやむをえないということを含むのであ

ろ うか.少 し迂回す るが，日立 メディコ事件判決をみてみると，本工の解雇

と臨時工の雇止めの効力の判断基準には 「おのずから合理的な差異があるべ

きであり」， 本工の 「希望退職者の募集に先立ち臨時員の雇止めが行なわれ

てもやむを得ない」とい う原判決の判断を維持している.そ してその根拠を，

臨時工 と本工 との雇用継続の期待の違いに求めている.東 芝事件判決と平安

閣事件判決でも，たとえぽ剰員を生 じたら臨時 ・パー トタイム労働者を雇止

め ることができるといっているか ら，臨時 ・パー トの雇止めに正規従業員と

同一基準を適用す ることまで求めていないと解され る.な お，この点に関す

る上記3判 決は，東京地方裁判所がかつて次のように判示 したことを想起さ

せ るものである.事 件は期間を定めずに雇われていたパートタイマーに関す
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るが， 「フルタイムの労働老の地位 とパー トタイマーの労働者の地位とは，

そこに自らの差異があり，使用者が企業の必要から労働者の整理を行おうと

す る場合には，先ず，パー トタイマーの労働者を先にして，その後フルタイ

ムの労働者に及ぼすべきものである.」「パー トタイムの労働者を解雇す る場

合の理 由は，フルタイムの労働者を解雇す る場合に比較 して，相当軽減され

るものであることを承認せざるを得ない.」 〈春風堂事件 昭和42年12月

19日 判決 労民集18巻6号1251頁)(2)

7有 期パー トタイム労働者の雇止めに解雇の法理が適用されず，契約は期

 間満了に より終了すると解される場合

 北陽電機事件に関する大阪地方裁判所の判決(昭 和62年9月11日 労

経速1302号3頁 〉をあげて説明する.こ の事件は，：有期パー トタイムの形

式で雇われ，1回 更新された労働契約が期間満了によって終了したと判断さ

れたものである.決 定によると，裁判所へ訴えたパー トタイム労働者は 「雇

用契約締結に際 し，右契約期間について，新聞の折込み広告，あるいは採用

面接時におけるW課 長の説明に より，第1回 目の契約期間が1年 ，再契約

期間が6か 月であ り，右期間以上の雇用がなされないことを十分知悉してお

り，そのうえで，特に何 らの異議を留めないで雇用に応 じ，かつ，その旨の

記載のある各雇用契約書に署名押印しているのであるか ら，真実，本件雇用

契約が短期のパー ト契約であることを承認 して締結 したものとい うべ く，ま

た，その期間Y'つ いても，最大限2回 の契約で通算1年6か 月の雇用期間

に限 られていることも容認 していたのであるから，本件雇用契約締結当時，

右期間を超えて雇用契約が継続されるであろうとの期待もなかったものと解

される.」

 この事件では，会社は募集 ・採用時に契約の更新回数と通算雇用期間の限

度を労働者に明確に承知させる手立てを講 じている.こ のことは東芝事件や

平安閣事件 だけでなく， 日立メディコ事件 にもみられなかったことである.

そこからこの判決は，パー トタイマーに雇用継続の期待はなかった と判断 し，
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期間満了に よる契約の終了を肯認しているのである.な お，作業内容は臨時

的作業ではなかったことに注意す る必要がある.

3.要 約

 以上，平安閣事件判決を中心にパー トタイム労働者の雇止め 。解雇の問題

を検討 した，小文であるから不必要かも知れないが，要約 してみると次のよ

うになるであろう・

1契 約期間を定めて雇用され，契約が更新されている場合

 (1)平 安閣事件判決を東芝事件判決および 日立メディコ事件判決と読み比

べてみると，契約期間を定めて雇用され，契約が更新されている場合の雇止め

についてはパートタイム労働者 もフルタイム労働者と同様Yy扱 われているよ

うに思われる.(2)一 口に雇止めといっても，それに適用 される判断基準は必

ずしも同一ではない.当 該雇止めをめ ぐる事実関係に相違があれば，それに

適用される判断基準も異なる・この点に関連 し，事実関係が微妙に違 う東芝

事件と日立メデ ィコ事件をみてみ ると，結局はどちらの判決も解雇の法理が

類推されると説かれている.し か し，前者が 厂あたかも期間の定めのない契

約 と実質的に異ならない状態」にある契約 と構成して上記の判断基準を用い

たのに対 し，後者では，臨時工契約にそのような状態が生じたとはいえない

と構成 しつつ，一定の場合，すなわち期間満了後もその雇用関係の継続が合

理的に期待される状況のもとで契約が反覆更新 されている場合には，雇止め

に解雇の法理が類推されると述べている.(3)日 立 メディコ事件判決を裏か

らみると，雇用関係の継続を期待す ることに合理性がなけれぽ，契約は期間

満了によって終了す るとみて差 し支えないことになるであろう.こ のことに

ついて北陽電機事件に関する大阪地裁の決定をみてみると，募集 ・採用時の

事情，有期パー ト制度の厳格的運用から雇用継続の期待を認めず，期間満了

による契約の終了を肯認 していることが注目される.
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2期 間の定めのないパー トタイム労働者の場合

 使用者が雇用関係を一方的に終了させる場合には解雇の法理が適用 され る

と解 される.こ れはフルタイム労働者の場合と変わ'りがない.こ の点につい

ては東京地裁 も次のように判示している.「期間 の定めのない一般の契約で

ある以上，パー トタイマーであるか らと言らて，何時でも自由に何の理由も

なく経営者の一方的な意思表示に よって雇用関係が終了す ると解す るのは不

当である.」と.た だしこの判決は，整理解雇の場合，パートタイマーをフル

タイマーより先順位に置 くことを承認し，その理由を両者の雇用上の地位の

違いに求めている.

(1) かつ て筆者は，関連問題について，(故)峯 村光郎先生の主宰 す る慶 應義塾 大学

  社会法研究会 の 先生がたの もとで勉強 した ことがあ る(峯 村光 郎 ・川 口實 ・阿

  久澤亀夫 ・正 田彬 ・小林規威 ・宮本安美 「自動 車産業 におけ る臨時工 の実態」

   (「産業研究」1号)).諸 先生 の うち，阿久澤先生は先年， 定年で慶應義塾大学

  を退職 され，杏林大学へ移 られ た.ご 教導 を賜 った ことを想 い， この機会 に改

  め て謝意を表す る.

(2) これに対 して次の よ うに説 く判決があ る.す なわち，解 雇 の順 位は 厂従業 員 と

  会社 との結びつ きの度合い」tarY`よって決定すべ きであ るといい，その 「度 合上 」

  は雇用契約成立時 の 事情や契約期間だけでな く，それ らを含 めた 厂雇用 関係の

  実質的内容」6'も とついて測 られ るべ きで あ る， と く東 洋精機 事件 名古屋地

  判昭和49年9月30日 労働判例211号38頁).
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〔参考〕3事 件の事実関係

(東芝事件 最1判 昭49.7.22/日 立 メデ ィコ事件 最1判 昭61.12.4/平 安閣

事件 最2判 昭62.10.16)

項 目

臨時(労 働者)
の 採 用 目 的

作 業 内 容 等

契 約 期 間 とそ
の 更 新 等

事 件

東 芝 事 件 垣 壷 ・・事酬

名

受
雇

う
て

伴
じ

に
応
整

動
に
調

変
動
を

気
変
」

景
の
量

厂
注
用

平 安 閣 事 件

「景気の変動による
需給にあわせて雇用
量」を調整

X1ら は基幹的臨時 臨時員の従事するの
工 「仕事の種類，内
容の点において本工
と差異はない。」
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め
当
と
わ
さ
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必
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た

…
が

て
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て

い

間
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つ
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し
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約

つ
な

期
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了
さ

ら
ん
た
れ
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回
を
ず
了
契
と
は

○
○

 

 

 

 

 

○

は一般的には 「前作
業的要素の作業，単
純な作業，精度がさ
ほど重要視されない
作業」Xも 比較的簡易
な作業に従事

a
 期間2ヵ 月
 「昭和45年8月
 か ら12月 までの
 間に採用 した臨時
 員90名 の うち，
 昭和46年10月 

20日 まで雇用関係

 が継続 した者は本 
工採用者を除けば 
Xを 含 めて14名 」

○ 「5回 にわた り反 復 更 新
」「更 新 時 

期 の1週 間位前LYy 
本 人の意 思を確認 
し，臨 時員の印を

 押捺 せ しめていた 
が，Xの 属す る機

 械組においては， 本人
の意思が確認

 された ときは，給 料受領
のために預

 か って ある印章を 庶務係
が本人Yr代

 って押印」

X、は厨房 ，のちに包

装，X2は 会員の入金
チ ェック，のちに喪

服の手入れ(正 社員
と同様の仕事)

OX1は 昭和46.2， X
2は 昭和49.11

 に雇用.
OXIX2と も雇 用 契
 約書作成 されず， 雇

用期間 も取 り決
 めな し.昭 和53
 ごろまで1ヵ 月の 

出勤 日数 も一一定せ ず
.

○昭和53ご ろか ら 期 間
1年 の労働契

 約書を取 り交わす. 
た だ し，期間満 了

 で 契約 関係が終 了 す
る等 の説 明な し

 (→XIX2は 期 間満 了後 も働き続け
る

 も の と考 え て い

 た).X1は2回 ， X
2は1回 更新. そ
の後XIX2と も

 昭和59年6月21
 日か ら1年 間の雇

 用契約を締結.
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項 目

採用時の事情

そ  の  他

注

       事    件    名

東 芝 事 件 日立・デ・コ事副 平 安 閣 事 件

○採用基 準は本工 と
 異な る.
OYの 担 当 者 か ら
 「2ヵ 月期間が満
 了 して も真面 目}，YY¥... 働

い ていれば：解雇

 され るよ うなこと 
は ない.安 心 して

 長 く働 い て 欲 し 
い」等 の説 明が あ

 った.X1ら も；期 
間の定めにかかわ 
らず継続 雇用 され

 るもの と信LZ契 約書
を取 り交わ し

 た.

臨時工の就 業規則に
も年休の規定が ある、

○採用にあた っては 
「学科試験 とか技 

能検定 とかは行な 
わず，面接におい

 て，健康状態，経 
歴，趣味，家族構 成

な どをたずね る

 のみ，」

○ 「臨時員の労働契 
約書には雇用期間 
の更新欄があらか

 じめ印刷されて」
 いた.
○ 「臨時員就業規則 
には年次有給休暇，

 定期健康診断，予 防接種
などに関す

 る規定が存在す
 る.」

X=原 告 ・被控訴人 X=原 告 ・被控訴人

  ・被上告人.
Y二 被告 ・控訴人 ・

  上告人(会 社)

  ・上告人
Y=被 告 ・控訴人 ・

  被上告人(会 社)

OYは 昭56.1社 員 就 業 規 則
を， 昭

 57.5.1 /0一 ト就

 業 規則を作成.○「社員
の勤務時間」

 はパー トタイマー
 のそれ よ り30分
 長い以外は，残 業
 手当及び賞与の支
 給等において も実

 質 的 な 相 違 が な 
い.」

XIX2・=原 告 ・被控

    訴人 ・被上    告
人

Y=・被告 ・控訴人 ・

  上告人(会 社)



168          あ とが き
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  第1章 「労働組合把握につ い ての労働法学と社会政策」労働法学と隣

接科学一日本労働法学会誌第48号 1976年.

  第2章 「労働組合法上の労働組合」日本労働法学会編 ・現代労働法講

座第2巻 1980年.

  第3章 「賃金差別 と労働組合法第27条2項 の 『継続する行為』ジュ

リス ト1002号(平 成3年 度重要判例解説) 1992年.

 補 論

  「最近の裁判例か らみ た臨時 ・パー トタイム労働者の雇止め ・解雇の問

題」日本労務学会年報(第18回 大会) 1988年.〔 阿久澤亀夫先生のご退職

を記念 して執筆〕
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